
公の施設のヒヤリング日程一覧

課所名 直営施設名 管理委託している施設名 ヒヤリング日時

市民課 火葬場「悠久苑』 一 一 11月4日9時30分より

クリーンセンター 清掃島工場
川埋立 場

11月4日10時30分より

老人福祉センター2カ所

高齢者対策課 一 デ高イ齢サ者ーコミュニティセンター1ヵ所
ピスセンター3ヶ所

一 11月4日13時15分より

養聾老人ホーム1ケ所

母子生活支援施設1ケ所

保育所13ヵ所
児童館2ヶ所

児童家庭課 児童養護施段1ヶ所 一 11月4日15時30分より
児童館2ヵ所

盲人ホーム1カ所
点字図書館1ヵ所

健康管理課 一 島浦ス齢ト療ピ所ア 11月5日9時より
ヘル 延岡

,. 農舞野地区多目的研修センター

農林課
村婦人研修センター

食肉センター 11月5日10時より
南浦地区基幹集落センター
家畜排せつ物処理センター

生活環境課 岡宮公園墓地
一 11月5日13時15分より

西階公園墓地

農業集落排排水処理施股4ヵ所

下水道課
漁業集落処理水施設1ヶ所

一 11月8日9時より
妙田下水処理場
ーヶ岡下水処理場

図書館
カルチャープラザ 社会教育センター 一 11月8日10時より

カルチャー施股

街区公園63ヶ所
近隣公園5ケ所

駅〔一自部転委車託駐〕車場2ヶ所都市計画課 地区公園1ヶ所 11月8日13時15分より

！都特殊市緑公地園6ケ所 駅自動車駐車場2ヶ所
公園21ヶ所
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市民体育館
保健体育謀 大武体育館 11月8日16時より

勤労者体育センター

F‘ 文化課 内藤記念館
延岡総合文化センター

一 11月9日9時より
野口毘念館

建築住宅課 公営住宅31団地 11月9日10時30より

水道局 上水道 一 11月9日13時15分より

社会教育課 青少年育成センター ーヶ岡コミュニティセンター 教育集会所3カ所 11月9日14時より

企画課 延岡市島野浦島総合開発センター 一 11月10日9時より

商業観光課 中小企業振興センター 須美江家族旅行村
一 11月10日10時より

勤労膏少年ホーム 共同作業所

東海コミユニァィセンター

農村整備課 一
農多目的集会所3カ所

一 11月10日13時15分より
村公園7カ所

黒仁田地区営塵飲雑用水供給施控
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公の施設・課所別件数一覧

ヒアリング 各課決定（決裁）

課所名 施設名 備考

直営 移行 移行時期 直営 移行 移行時期

川中コミュニティセンター 一 済
企画課

島野浦島開発総合センター 。18.04.01. 現状で。

市民課 火葬場「悠久苑」 。一 当面現状

岡富公園墓地 。一 現状で。

生活環境課

西階公園墓地 。一 現状で。

清掃工場 。一 管理：不可、整備までは可。 21年新工場稼働までは現状

クリーンセンタ

川島埋立場 。一 年以内に終了。跡地管理

老人福祉センター2ヵ所 一 。 現体制

’‘ 高齢者コミュニティセンター1カ所 一 。
高齢者対策課 デイサービスセンター3ヶ所 介護保険、介護報酬 先進地は？

養護老人ホーム1ヶ所 措置費運営 先進地は？

すみれ団地シルバーハウジング 一 一 委託契約なし。生活援助員の派遣委託。

保育所13ヵ所 。一 直営か、完全民営

児童館2ヵ所（中島・山下） 。一 直営

母子生活支媛施設1ヶ所 一 。18.04.01. 老朽

児童家庭諜 児童館2ヶ所（旭・緑ケ丘） 一 。18.04.01. 旭：民営化検討。緑：老朽により民営化は難。

児童養護施設1ヶ所 一 。18.04.01. 合わせて民営化要検討

,. 盲人ホーム1カ所 一 。18.04.01. 現状で。

点字図書館1ヵ所 一 。18.04.01. 現状で。

夜間急病センター 一 済

健康管理課 島浦診療所 一 。18.04.01. 

ヘルストピア延岡 一 。17or18.0401. 

舞野地区多目的研修センター 一 。18.04.01. 

農村婦人研修センター 。18.04.01. 現行で。名称変更

農林課 南浦地区基幹集落センター 。 条例を外して区へ寄附できないか

家畜排せつ物処理センター 一 。 現状で

食肉センター 。一 屠畜場法許可業者。

東海コミュニティセンター 一 。18.04.01. 現状・説明済

多目的集会所3ヵ所 。 条例改正（委託→協定）

農村整備課

農村公園7力所



黒仁田地区営農飲雑用水供給施設 。一

水産課 延岡湾栽培漁業センター 。 決議済

中小企業振興センター 。一 2階のぼり猿の委託契約なし

勤労青少年ホーム 。一
商業観光課

須美江家族旅行村 一 。
共同作業所 。一

街区公園63か所 。一

近隣公園5か所 。一

地区公園 。一

都市計画課 特殊公園5か所 。一

都市緑地公園21か所 。一

駅自転車駐車場2ヶ所 一 。18.04.01. 
a司h

駅自動車駐車場2ヶ所 一 。18.04.01. 

建築住宅課 公営住宅31団地 。一 移行に向けて先進地調査

農業集落排水処理施設2カ所 。一 革がらみ即民問委託は無理。当面現状維持

下水道課

漁業集落排処理水施設 。一 革がらみ即民問委託は無理。当面現状維持

水道局 上水道 。 水場の委託の動きがあるが、本市にはそれがなじ

青少年育成センター 。
社会教育課 ーヶ岡コミュニティセンター 一 。18.04.01. 

教育集会所3ヵ所 。一

図書館 。一 a、
カルチヤープラザ 社会教育センター 。一

カルチャー施設 。
運動公園 。一 施設管理は直営で

市民体育館 。一

保健体育課 大武体育館 。一

勤労者体育センター 。
延岡総合文化センター 県北15市町村出摘。現行で

文化課 野口記念館 。17or18.0401. 

内藤記念館 。一

＇€.』l 計 39 39 



公の施設のヒヤリング

施設所管課 徒及 ；；－・p宝デ来

施設名 も：町 t号表、Fr

16年度委託先

16年度施設管理委託料

委託の内容

#-

今後の運営方針

17年度委託予定先

指定管理者制度への移行時期

， 
直営で行う場合の理由付け

備 考
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16.11.5 
健康管理課保健予防係：担当中井

「指定管理者制度j 説明会後の管財課ヒヤリング

《島浦診療所：説明資料／H16年 11月5日9:00～10:00／於管財課》

1. 1 6年度委託先 〔延岡市立島浦診療所管理運営委員会〕

2. 1 6年度施設管理委託料 〔56,313,000円〕

3.委託内容〔延岡市立島浦診療所の管理及び運営業務委託契約書第1条第2項〕

( 1）診療所の診療業務及びこれに伺随する業務

(2）施設の維持管理

(3）使用料等の収納

4.今後の管理運営について 〔指定管理者制度への移行〕

※16.10.1.管財課説明のタイムスケジュールに従って指定管理者制度ヘ移行するo

※16.9.10.管理運営委員会会長ヘ中井が指定管理者の説明し、理解を得る。

r－ーーーーー・・・ーー・・ーーーーーーーーーーーーーーーーーー－－－－ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー司

,. ; ＜添付資料＞

p 1 .延岡市立島浦診療所条例

p 2.平成 16年度延岡市立島浦診療所管理運営委員会委員名簿

p 3.延岡市立島浦診療所管理運営委員会会則

p 4.平成 16年度島浦診療所運営事業〔管理運営委託料〕明細

p 5. 平成8～15年度島浦診療所運営状況〔決算〕

p 6.延岡市立島浦診療所の管理及び運営業務委託契約書

p 7.平成 10～15年度診療実績

p 8.延岡市／50年市史～島浦診療所～
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0延岡市立島浦診療所条例

延岡市立島浦診療所条例

改正 平成 3年 9月25日条例第46号

（設置）

平成12年 6月28日条例第42号

平成16年 3月30日条例第22号

日付：平成16年11月4日

昭和63年 3月31日

条例第8号

平成 9年 3月31日条例第23号

平成13年 3月30日条例第14号

第 1条延岡市島浦地区住民の健康保持に必要な医療を提供するため、地方自治法（昭和22年法律第67

号）第244条の 2第 1項の規定に基づき、延岡市立島浦診療所（以下「診療所Jとしづ。）を

設置する。

（位置）

，.第2条診療所は、延岡市島浦町468番地68に置く。

（診療等）

第3条 診療所は、次の各号に掲げる診療を行うものとする。

( 1 ) 健康診断及び健康相談

( 2) 療養の指導及び相談

( 3) 診察

(4) 薬剤文は治療材料の投与及び支給

( 5) 処置、手術その他の治療

2 診療所は、前項に定めるもののほか、介護保険法（平成 9年法律第123号）に規定する訪問看護及

び居宅療養管理指導（以下「居宅サービスJとしづ。）を行うものとする。

（使用料及び手数料）

第4条 前条第 1項に規定する診療を受けた者は、次の各号に定める使用料及び手数料を納付しなけ

ればならないo

,.. ( 1) 健康保険法（大正11年法律第70号）の規定に基づき定められた療養に要する費用の額の算定

方法又は老人保健法（昭和57年法律第80号）の規定に基づき定められた医療に要する費用の額の

算定に関する基準により算定した額（労働者災害補償保険法（昭和22年法律第50号）、国家公務

員災害補償法（昭和26年法律第191号）、地方公務員災害補償法（昭和42年法律第121号）及び消

防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律（昭和31年法律第107号）の規定による療養に要

する費用の額にあっては、労働者災害補償保険法の規定に基づく療養の給付に要する療養費の算

定方法により算定した額）の使用料

( 2) 別表に定める額の手数料

2 前条第2項に規定する居宅サービスを受けた者は、介護保険法の規定に基づき定められた指定居

宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の手数料を納付しなければなら

ない。

（管理の委託）

第5条 市長は、診療所の管理を延岡市立島浦診療所管理運営委員会に委託する。

（委任）

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。



附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則（平成 3年 9月25日条例第46号）

この条例は、平成3年10月 1日から施行する。

附則（平成 9年 3月31日条例第23号）

この条例は、平成 9年 4月 1日から施行する。

附則（平成12年 6月28日条例第42号）

この条例は、公布の日から施行する。

附則（平成13年 3月30日条例第14号）

この条例は、平成13年 4月 1日から施行する。

附則（平成16年3月30日条例第22号）

（施行期日）

1 この条例は、平成16年 4月 1日から施行する。

（経過措置）

2 改正後の延岡市立島浦診療所条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料につい

て適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

別表（第4条関係）

種類 金額（ 1通につき）

普通診断書 1,050円

普通証明書 1, 050円

健康診断書 簡易なもの 1,570円

普通のもの 2, 100円

生命保険用のもの 3,880円

死亡診断書 2, 100円

死体検案書 2, 100円

備考

1 同ーのものを 2通以上発行するときは、 1通増すごとに、この表に定める金額に、当該金額

の100分の50を加えた額とする。

2 この表に定めるもの以外のものについては、難易に応じてこの表を基準に、市長が別に定め

る。

、

a、



平成 16年度延岡市立島浦診療所管理運営委員会委員名簿

職 名 氏 名 備 考

~ 長 長野又一 島浦町区長

(,, 
副 会長

委 員

委 員

委 員

委 員

監 事

(#-

監 事

監 事
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延岡市立島浦診療所管理運営委員会会則

（目的）

第1条この会は、島浦町住民の健康を保持し医療の万全を期するため、住民とともに島浦

診療所（以下「診療所Jという。）の健全な管理運営を図ることを目的とする。

（名称、）

第2条 この会は、延岡市立島浦診療所管理運営委員会（以下、「委員会Jという。）と称

する。

（業務）

第3条委員会は、目的達成のために次の事業を行う。

( 1) 診療所の管理運営

,. (2) 住民の健康管理の推進

,.. 

(3) 診療所の健全な運営を図るための調査啓蒙

（系断哉）

第4条委員会の委員は、島浦町区の役員及び診療所長をもって充てるo

（役員）

第5条 この会に次の役員を置く。

会長 1名

副会長 1名

（役員選出）

第6条 会長は、島浦町区長をもって充て、副会長は委員の互選とする。

（役員の任務）

第7条 役員は、次の任務を負う。

( 1 ) 会長は、会を代表し会務を掌理する。

(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

（委員の任期）

第8条委員の任期は 1年間とし、再任を妨げない。補欠による委員の任期は前任者の残任

期間とする。

（監事）

第9条 監事は、委員会を監督し、会計監査を行う。

2 監事は3名とし、 2名は委員の互選とし、 1名は外部監事とし延岡市職員を充てる。

3 監事の任期は 1年間とし、再任を妨げない。補欠による任期は前任者の残任期間とする。

-3-



（会議）

第 10条委員会は会長が招集し、会長が議長となる。委員会は、委員の2分の 1以上の出

席を得なければ会議を開くことができない。

（議決事項）

第 11条 次の事項は、委員会の議決を経なければならない。

( 1) 会則の変更及び廃止

(2) 事業計画の設定及び変更

(3) 事業年度内における借入金の最高限度額

(4) 毎事業年度の事業報告書

（貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案）

（経費）

第四条 この会の経費は市が支出する委託料をもって充てるo

（会計年度）

第 13条 この会の会計年度は、 4月に始まり翌年3月に終わる。

（施行規則）

第 14条 この会則の施行に関して必要な事項は、委員会の議決を経て会長が別に定める。

（事務局）

第 15条 この会の事務会計を処理するため、委員会内に事務局を置く。

事務局職員は、会長が任命する。

（付則）

この会則は、昭和51年4月 1日から実施する。

（付則） （昭和 57年 7月 15日改正）

この会則は、昭和 57年8月 1日から実施する。

（付則） （平成元年4月 1日改正）

この会則は、平成元年4月 1日から実施する。

（付則） （平成 16年4月 1日改正）

この会則は、平成 16年4月1日から実施する。

a、

a、
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島浦診療所運営事業〔管理運営委託料〕

歳 出 (16年度）
（単位：円）

l 医 業 用 56. 153.000 日

1 ) I給与費 I 30.384.000 

l随一 料 （医師）__ I 11. 672,_Q叩11雪年生且三1堅年3月 l名分

2 L ___!!_ （看護噴LJ____ _1,_n§_,_§_O_QI II - 2名金

31 __ ＿！~一一一一一（事務員） I 1, 922, 40QI II 1名分

41職員杢当 （医師）_ _.I _f,_Q盟LQQQI期末勤勉手当

51 II （看護師）
一一一

2,440.0001期ま勤勉手当及益喧盟外手当

II （事務員） 1. 014, 0001 II 

. 2) 15. 730,000 

. 11医薬 材料費 13, 680,QQ91医薬品（実績に応じて補正対応する）

21医療 消耗品費

31医療 修繕費

41検査委 託料

1, 320, 0001包帯、 j(-i（、機器メンテナンスに必要な消耗品

50, 0001医療器具修理

480，叫血液検査

200.000 

3) Iそ の他の経費 I 1 o. 039. ooo 
I 11共 済 費 ｜ 口比o叫健康保険・厚生年金・労働保険 4名分

-11賃－ 金 一｜ 360, oootf撞笠臨堕瞳皇

31旅 費 I 176, 0001医師学会出張、市内出張

41消耗一品一堂ー 一一1 400,0001事務用品、新聞岱、清掃用品外

,.. I I t~l燃 料 費 ---·I－－－－－~＇－叫軽自動車ガソリン代

2 

61光熱 水 費 J 470, 0001電気・ガス・水道料

7（修 繕一一主要一一一 一 1 250,000（設備補修 一一

81通信運搬費

91手 数 料

101保険 料

江戸主主及び賃借料

12 

医業外費用

11負 担 金

歳 出 Z口:lo,. 計

858~QQI童話料、送金料、運担割

150L_Q_QQ医療廃棄物処理、軽自動車車検

15, QQ_Q惇盆3主催隆一一

3, 914,_QQQI~セコン・コピー＿］！［像竪送・在宅酸をと三

100. 0001事務用備長

160,000 

160.000 

56 313 000 

-4-
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平成8年度～平成 15年度 島浦診療所運営状況

（単位：人、円）

＠行政負担額（①－②） I外来患者数（人） I 5. 9531 6. 10al 6. 4111 6. 7461 4. 3351 4. 116 

年 度 I s I 9 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14 I 15 

行政金担額（収支差釦 l_s.~ul 日川里11 62§~. 3211 ＿~. 960，明I2~ 948. rn~I 1. 161. 1261 §. 1 Q2. 022' . ~2. 101. 57? 
国県補助金 ｜ 記録がないため未確認 I 5. 108.0001 1.556.oool 1,874.oool ol 8.616.000 

市負担分 I - I - I - I 4. 2s2. s叶1,392.1891広m刈 8, 102，叫 13,491. 572 

①歳入

医業収入 28,667,480 39,326,057 37,886, 101 39, 744,008 50, 921, 347 55,254, 172 11, 768, 755 34, 509, 3H 

1診 療 収 入 22,437,501 32, 121, 128 ~8.975,6~1 31, 092, 623 41, 186, 41Q 44,g1~.0?4 8,812, 138 26,9~9. 117 

2 II （窓口分 4.H4.790 5,628,839 6,208, 160 5,857,265 6, ~gg, 199 7,535,025 207, 506 6,448,81C 

3診療外収入 l, 485, 189 1,576,099 2, 702,290 2, 794, 120 3, 112, 738 3,470,073 2, 749, 111 l, 071, 35~ 

2 医業外収入 86, 535 96,386 72,963 170,048 288,268 361, 050 125,048 370,93~ 

h、 診断書手数料 60, 770 69,300 13.950 47, 775 51, ?6Q 48,300 。 41 900 

ー 2そ の 他 25, 765 27,086 29,013 122,273 236, 508 312, 750 125,048 329,03~ 

歳 入 dロ:::... 計 28, 754.015 39,422.443 37,959,064 39,914,056 51,209,615 55,615,222 11.893.803 34,880,254 

②歳出

11 i医業費用 I 36, 166, 43引42,264,000144,665,38団49,862, 953153, 591, 804163, 166, 94剖 19’985,82司 56,819, 82€ 

1) I給与費 I 21, 748, 221 瓜 ω仏 876,04~ 2刊弘90

」 ul鐙料 （医師） Ii刊

」」一且1L一ι （看護師］川

」 Jし竺一 （ 事 務員Lhl型里F里Q(1-7？色叫盟Qι_QQQ司一一1，序4’ m叩 ol閃刊o（一1，塑旦司 l,857,20C 

41職員手当（医師） I 1，肌馴山札9叫 2,400，州 ω
5い （看護師l7川 371_ _97_6! 3刈肌3， 叫 川 札3341山印d2, 247, 7叫 ω日 11 乙瓜389

663,9641 850,0031 886, 1331 3,206,2131 874,5721 977,207 

11.674,6小川山5114,895, 9品川00,437, 17, 695, 20~ 22, 181, 796 
746, 5301 921, 151 

3. 456, 7241 18, 908, 56E 

~1=1~1：薬材料費 , 9. 997, 9~1山一113, 7刻一：：：t6·：：~一75，「一一7
Im 用費 I I I ti I 可 629, 7201 : 

~l-111杢託一位ーい~~1- _ill_._fil_6卜加001.. -m.~I 処~い叫 ー｜
41備品購入費 I 1. 597, 2781 455, 0101 433, 8601 444, 15叫 49, 8751 01 01 249, 90 0 

3) Iその他の経費 I 2. 743. 5d孔495,3 生8 3411 5, 746, 6091刊 6,74J 8, 6 

「，11塾←済費 い旦叫 6叫叩111 …｜ω弘迎ムm叶＿J，血51一盟主日

21賃金 ｜ ｜ピ L • t ,, I • I ._ I 一｜ I 

31旅費 I §9, 71QI 186, 4001 355, ~101 ?p).,6_?QI 74, 2601 50, 5401 －~15. 7501 21, 9201 

41需用費 L 7§6, 5491 1, 216, 7591 • • I • • l( • • ,, • • I I 

51役務費 I 605, 7311 341, 1571 574, 56§1 581. 1§£31 773, 7351 818, 4261 I 

61使用料及び賃借料｜ 322. ~oql_ 1. 399, 8251 1. 675, 2601 1, s20. 9531 ~. 742, 1151 5, 049, 35QI 3, 639, 8051 3. §83. ~go 

71備品購入費 326. 7771 609,487 37,800 72,870 17,4931 120, 170 192,362 252,33〔

21医業外費用 I 1. 315. 7961 20. oool 63, oool 12. oool 566, oool 216, oool 10. oool 168, ooc 

」」l壁一一 費 I mι_QQQI __QI ol~ ____ QI ol ol -----・-・・ 一旦｜ 0 

21その他 I 1. 115. 7961 20. 0001 63, oool 12 0001 566 0001 216. 0001 10. 0001 168, ooo: 

歳出 合 計 l37.482.226142.284,oool44.728,385149,874.953ls4.1s1.804163,382,94BI 19,995;8251 56,987.826 

「ヘ
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延岡市立島浦診療所の管理及び運営業務委託契約書

延岡市（以下「甲Jという。）と延岡市立島浦診療所管理運営委員会会長 長野又一（以

下「乙Jという。）とは、島浦町地区住民の健康保持に必要な医療を確保するため、延

岡市立島浦診療所（以下「診療所j としづ。）の管理及び運営業務の委託について次の

とおり契約を締結する。

（目的）

第1条 甲は、延岡市立島浦診療所条例（昭和 63年条例第8号。以下「条例Jという。）

第5条の規定に基づき、診療所の管理及び運営を乙に委託するとともに、地方自治法

施行令（昭和 22年政令第 16号）第 158条第 1項の規定に基づき、条例に基づく使用

料及び手数料（以下「使用料等Jとしづ。）の収納の事務を委託し、乙はこれを受託

するものとする。

.－、，.. 2. 前項の委託業務（以下「委託業務Jとしづ。）の範囲は、次のとおりとする。

( 1 ）診療所の診療業務及びこれに付随する業務

(2）施設の維持管理

( 3）使用料等の収納

（委託期間）

第2条 委託業務の委託期間は、平成 16年7月1日から平成 17年3月 31日までとす

る。ただし、委託期間満了の日の 30日前までに甲又は乙から別段の意思表示がない

ときは、更に 1年間この契約を継続するものとし、以後同様とする。なお、甲の議会

における当該委託に係る予算の議決がないときは、この契約は解除する。

（委託料）

第3条 委託業務の委託料（以下「委託料Jという。）は、診療所の管理及び運営に要

した経費とし、宮崎県へき地医療対策費補助金交付要綱第2条の別表第3欄に定める

対象経費に準じる。ただし、甲が必要と認めるときは、この限りではない。、，h

、』 （委託料の支払い）

第4条 甲は、前条の委託料の 3か月に相当する金額を、乙の請求に基づき、 7月、

10月、 1月の各月の 10日までに乙に支払うものとする。

2.甲及び乙は、委託期間満了後、委託料に過不足が生じたときは、すみやかに協議の

うえ、精算処理をしなければならない。

（契約保証金）

第5条 乙が甲に納める契約保証金は、延岡市契約規則第 27条第3項により免除する。

（実績報告書）

第6条 乙は、委託業務にかかわる実績報告書を、四半期毎にすみやかに甲に提出しな

ければならない。

2.乙は、委託料に係る関係書類を当該事業年度終了後 5年間保存しなければならない。

po 



（使用料等の収納）

第7条 乙は、使用料等の収納にあたっては、関係法令、条例及び規則に従わなければ

ならない。

2.乙は、使用料等を収納したときは、すみやかに延岡市市民課島浦支所において納付

書により納付しなければならない。

（協議）

第8条 この契約に定めるもののほか必要な事項及び疑義が生じた事項については、甲

乙協議のうえ定めるものとする。

附則

平成8年4月 1日に延岡市と延岡市立島浦診療所管理運営委員会とで締結した「島浦診

療所管理委託契約書j は廃止する。 、
この契約を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自 l通を保有する。

一
日
削
除

一rk…
込
町
山

一．・．

1
・i
一一一一定

fι
いれい地

番2

井

路

機

東

長

市

市

市

岡

岡

岡

延

延

延

甲

平成 16年 7月 1日

乙

a、



16.5.13 

平成 15年度 三へ

ー
陀~ 療 実 績

く患者数〉 （単位：人）

’‘ 

月 内科 外科 小児科 その他 計 往診

4 295 27 23 4 349 22 

5 343 75 32 30 480 30 

6 314 42 17 18 391 23 

7 356 56 32 9 453 13 

8 267 26 14 8 315 14 

9 337 41 16 3 397 16 

10 340 19 25 4 388 14 

11 274 32 16 6 328 6 

12 373 33 29 5 440 13 

1 277 11 27 3 318 14 

2 318 20 60 2 400 13 

3 347 42 59 9 457 12 

計 3,841 424 350 101 4, 716 190 

くこれまでの実績〉

,. 

年度 内科 外 科 小児科 その他 計 往診

14 3 874 315 146 。 4 335 246 
一ーー－ .一一 一一一一一一 ー

13 5_, 495 783 351 117 6, 746 446 
一一一一一一一一 一一－ - ー・・ 7

12 5 535 443 387 112 6 477 593 ， 

11 §, 001 551 450 106 6, 108 418 
-・ 一一一 一 一一一一

10 4 413 831 453 256 5 953 551 

く診療外の実績〉

（検診） 386人

船員 42 保育所 60 いきいき検診 130 

中学校 41 小学校 85 大腸がん検診 28 

就学児

（予防接種） 442人

ツ反 BCG ポリオ 7 

麻しん 3 二種混合 13 風疹 9 

日本脳炎 52 二種混合 14 インフルエンサ守 344 

-7--



司
反
1
4
4
h叶

4 
月

割
増
医
師
会
病
院
用
地
を
出
北
に
確
保

〔
場
所
〕
出
北

6
丁
目

Z
N
H
番
地

〔
面
積
〕
少
。
8

2

m

以
上
の
と
お
り
、
新
医
師
会
病
院
は
、
用
地
を
確
保
し
、
現
在
は
設
計
段
階
で
あ
り
、
平
成

1

6
年
春

迄
の
完
成
を
目
指
し
て
い
る
。
建
物
の
規
模
は
、

3
階
又
は

4
階
建
て
で
、
延
床
面
積
約
斗
W
C
0
0
2
m
、
診

療
科
目
は
現
行
の
内
科
、
放
射
線
科

2
科
に
外
科
を
新
設
す
る
予
定
で
あ
る
。

三
．
島
浦
診
療
所

延
岡
市
立
島
浦
診
療
所
は
、
島
浦
町
斗
お
一
番
地

2

（
離
島
セ
ン
タ
ー
隣
）
に
昭
和

4

4
年
度
（

1
9
6

9
年
度
）
に
国
の
補
助
を
受
け
建
設
、
昭
和

4

5
年
7
月
に
県
知
事
の
許
可
を
受
け
、
そ
れ
ま
で
の
診
療

所
の
肱
岡
医
師
が
あ
ら
た
め
て
初
代
診
療
所
長
に
就
任
し
た
。
以
来
島
浦
地
区
住
民
の
医
療
並
び
に
保
健

思
想
の
普
及
に
努
め
て
き
て
い
る
。

昭
和

5

1
年
（

1
9
7
6
年
）
に
は
、
「
島
浦
区
島
浦
診
療
所
管
理
運
営
委
員
会
」
が
設
置
さ
れ
、
以
来

診
療
所
の
運
営
は
こ
の
委
員
会
に
委
ね
て
き
た
。

そ
し
て
、
昭
和
6

3
年
（

1
9
8
8
年）

3
月
「
延
岡
市
立
島
浦
診
療
所
条
例
」
の
設
置
に
よ
り
、
診

療
所
の
管
理
を
「
延
岡
市
立
島
浦
診
療
所
管
理
運
営
委
員
会
」
に
委
託
し
た
。

そ
の
後
、
施
設
の
老
朽
化
が
進
ん
だ
こ
と
や
こ
の
ま
ま
で
は
診
療
機
能
に
対
応
が
難
し
い
場
合
が
あ
る

、
こ
と
な
ど
か
ら
、
診
療
所
の
改
築
を
行
う
こ
と
な
っ
た
。
場
所
は
墓
ヶ
谷
地
区
の
一
函
を
県
か
ら
無
償
貸

与
を
受
け
、
工
事
は
平
成

H
2
年
9
月
着
工
、
翌

3
月
に
竣
工
、
平
成
お
年

4
月
よ
り
こ
の
新
た
な
地
で

診
療
を
開
始
し
た
。
な
お
、
施
設
概
要
は
下
記
の
と
お
り
で
あ
る
。

、
O
所

在

地

O
敷
地
面
積

O
建
築
面
積

O
構

造

O
総
事
業
費

O
診
療
科
目

。
職
員
配
置

島
浦
町

4
6
8
番
地

6

8

5
0
o
d
 

1
6
2
2
m
 

鉄
骨
造
平
屋
建
て

S
，

gω
千
円

内
科
、
小
児
科
、
外
科

医
師

1
名
、
看
護
師

2
名
、
事
務
員
l
名

新
診
療
所
が
完
成
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
隣
接
の
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
施
設
（
平
成

1

1
年
度
完
成
）
と
の

連
携
に
よ
る
効
率
的
な
診
療
等
が
図
ら
れ
よ
う
に
な
り
、
と
同
時
に
前
診
療
所
を
医
師
専
用
住
宅
へ
改
造

す
る
こ
と
な
っ
た
。
平
成

H
3
年
9
月

i
同
年

1
2
月
で
工
事
を
行
い
、

1

2
月
末
に
は
居
住
す
る
こ
と

と
な
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
医
師
の
職
住
分
離
が
可
能
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
に
よ
り
、
島
民
の
健
康
保
持
に

必
要
な
医
療
体
制
が
が
ま
す
ま
す
充
実
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

施
設
面
に
つ
い
て
は
か
な
り
改
善
さ
れ
た
が
、
医
師
確
保
に
つ
い
て
は
、
離
島
勤
務
医
師
の
希
望
者
が

少
な
い
等
の
理
由
か
ら
、
か
な
り
努
力
、
が
必
要
な
状
況
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

第
四
節
健
康
増
進
施
設

一
余
熱
利
用
健
康
施
設

ヘ
ル
ス
ト
ピ
ア
延
岡

ー
∞
！
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延岡市立島浦診療所条例

昭和63年3月31日
条例第8号

1/2ページ

改正 平成3年9月25日条例第46号 平成9年3月31日条例第23号

平成12年6月28日条例第42号 平成13年3月30日条例第14号
平成16年3月30日条例第22号

（設置）

第1条延岡市島浦地区住民の健康保持に必要な医療を提供するため、地方自治法（昭和22

喧去律筆喧豊第Z44~長の2第 l~頁の規定に基づき、延岡市立島浦診療所（以下「診療所Jと
いう。）を設置する。
（位置）

第2条診療所は、延岡市島浦町468番地681こ置く。
（診療等）

第3条診療所は、次の各号に掲げる診療を行うものとするo

,. (1）健康診断及び健康相談
(2）療養の指導及び相談
(3）診察
(4）薬剤文は治療材料の投与及び支給
(5）処置、手術その他の治療

2 診療所は、前項に定めるもののほか、介護保障法（平成9年法律第123号）に規定する訪問
看護及び居宅療養管理指導（以下「居宅サービスJという。）を行うものとする。
（使用料及び手数料）

第4条前条第1項に規定する診療を受けた者は、次の各号に定める使用料及び手数料を納
付しなければならない。
(1）壁塵保険法（大正11年法律第70号）の規定に基づき定められた療養に要する費用の額
の算定方法又はき弘保健法（昭和57年法律第80号）の規定に基づき定められた医療に要
する費用の額の算定に関する基準により算定した額（党働者怒婁補償保険法（昭和22年法
律第50号）、国窒公務員災婁補償法（昭和26年法律第191号）、挫方公務員－~害鋪賞塗（昭
和42年法律第121号）及び潰防団員等公務災害補償等賞壁些済写！こ関空益法律（昭和31
年法律第107号）の規定による療養に要する費用の額にあっては、党働者経書構償保険法
の規定に基づく療養の給付に要する療養費の算定方法により算定した額）の使用料

,.. (2）別表に定める額の手数料
2 前条第2項に規定する居宅サービスを受けた者は、介護保陰迭の規定に基づき定められた
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の手数料を納付
しなければならない。
（管理の委託）

第5条市長は、診療所の管理を延岡市立島浦診療所管理運営委員会に委託する。
（委任）

第6条この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則

この条例は、公布の日から施行する。
附貝IJ(平成3年9月25日条例第46号）

この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附員lj(平成9年3月31日条例第23号）

この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則（平成12年6月28日条例第42号）

この条例は、公布の日から施行する。
附貝lj(平成13年3月30日条例第14号）

この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附員IJ(平成16年3月30日条例第22号）
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（施行期日）
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
（経過措置）

2 改正後の延岡市立島浦診療所条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数
料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

別表（第4条関係）

種類 金額（1通につき）

普通診断書 1,050円

普通証明書 1,050円

健康診断書 簡易なもの 1,570円

普通のもの 2,100円

生命保険用のもの 3,880円

死亡診断書 2,100円

死体検案書 2,100円

備考
1 同ーのものを2通以上発行するときは、 1通増すごとに、この表に定める金額に、当該金

額の100分の50を加えた額とする。
2 この表に定めるもの以外のものについては、難易に応じてこの表を基準に、市長が別に

定める。
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公の施設のヒヤリング

施設所管課 夜ノ下ヲ.9:_・ J会

施設名 ヘ！lス｝ピQ?fl I玄）
7 

16年度委託先

16年度施設管理委託料

委託の内容

’‘ 
今後の運営方針

17年度委託予定先

指定管理者制度への移行時期

,.. 
直営で行う場合の理由付け

備 考
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『指定管理者制度Jヒアリング資料（ヘルストピア延岡分）

① 16年度委託先

株式会社ヘルストピア延岡 ど主タノち んヘls々点すttJ必ず！.) 

② 16年度の施設管理委託料

40,450,000円（予定）

,.. r ヘルストピア延岡管理委託料

,.. 

内訳

18,490,000円（当初）+4,960,000円（台風被害による12月補正

予定分）

ヘルストピア延岡健康増進委託料

17,000,000円（当初）

必ヰri~ tfバJ,lj土誌全教椅iZん 4ー：体代1念i私Z支え11い＆，

③委託の内容

設備の保守点検、修繕など施設の維持管理及び市民の健康増進のための安

全性の確保と一定のサービスの提供

④今後の管理運営

指定管理者制度ヘ移行（予定）。

※ 16年度中に選定基準や募集要項等を作成。 17年度9月議会もしくは12

月議会において、議会の承認を受け、 18年度4月から、指定管理者制度をス

タートさせる。
、、、

万台 f.;, :r: .;-: ・＇公止の可ー／」、，
υ 

犬暴4；堤.t＜.~~·何十；－ j沼紛ン言~勺~~伺 ~14~λu\1 ・1, t C、？
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延岡市余熱利用健康施設ヘルストピア延岡条例

平成5年12月27日
条例第33号

1／どへーン

（趣旨）
第1 条この条例は、地方自治法〈昭和~g年法律第匂号）第24-Ll条の2の規定に基づき、余熱利
用健康施設ヘルストピア延岡（以下「ヘルストピア延岡Jとし、う。）の設置及び管理に関し、必

要な事項を定めるものとする。
（設置）

第2条市民の心と体の健康づくりを目指して、ヘルストピア延岡を延岡市長浜町3丁目 1954番
地2に設置する。
（管理の委託）

第3条市長は、ヘルストピア延岡の設置の目的を効果的に達成するため、その管理を株式会
社ヘルストピア延岡（以下「管理受託会社」という。）！こ委託する。
（利用料金）

第4条ヘルストピア延岡を利用しようとする者は、利用料金を納付しなければならない。
2 利用料金は、次表に定める額以内の額であって、管理受託会社が市長の承認を得て定める
ものとする

区分 利用料金 備考

一般 1,000円

小中学生 500円

幼児 200円 3歳未満の者は無料とする。

3 利用料金は、管理受託会社の収入とする。
（利用料金の減免）

第5条管理受託会社は、特に必要があると認めるときは、利用料金を減免することができる。
2 管理受託会社は、利用料金を減免しようとするときは、利用料金の減免に関する基準を市長
の承認を得て定めるものとする。
（入館の拒否）

第6条市長文は管理受託会社は、ヘルストピア延岡に入館しようとする者が次の各号のいず
れかに該当するものであると認めるときは、入館を拒否することができる。
(1）公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある者
(2）他の入館者に迷惑を及ぼすおそれがある者

(3）集団的若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者又はこのおそれがある
組織若しくは団体に加入している者

(4）明らかに感染性の疾病にり患している者

(5）前各号に掲げる者に準ずる者であって、ヘルストピア延岡の正常な運営を妨げる行為を
するおそれがあるもの

（禁止行為等）

第7条何人もヘルストピア延岡において次に掲げる行為をしてはならない。
(1）他人に危害を加え、若しくは迷惑を及ぼし、文はこれらのおそれがある行為をすること。
(2）他人に危害を加え、若しくは迷惑を及ぼすおそれがある物又は動物を携帯することo

（三。施設、設備、器具等をき損し、若胤汚損し、又はこれらのおそれがある行為をするこ

(4）許可なく物品の宣伝、販売その他これらに類する行為をすること。
(5）許可なく印刷物、ポスターその他これらに類する物を配付し、文は掲示すること。
(6）所定の場所以外の場所で飲食し、又は喫煙すること。

（二:ttd~~Iずる行為に準する行為であって、ヘルストピア延岡の正常な運営を妨げる行

2品；部長事繋~~~法訪；ぼしそ好な運営を維持するための市長叉ぽ
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3 市長又は管理受託会社は、第1！頁各号のいず、れかに違反した者文は前項の指示に従わな
い者に対し、ヘルストピア延岡からの退去を命じることができる。
（開館時間及び休館日）

第8条ヘルストピア延岡の開館時間及び休館日は、管理受託会社が市長の承認を得て定め
るものとする。
（損害賠償）

第9条ヘルストピア延岡に施設、設備、器具等をき損し、文は汚損した者は、その損害額を賠
償しなければならない。
（委任）

第10条この条例に定めるもののほか、ヘルストピア延岡の設置及び管理に関し必要な事項
は、市長が別に定める。

附則
この条例は、別に規則で定める日から施行する。（平成5年12月規則第31号で、同6年1月1

日から施行）
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公の施設のヒヤリング ,.. 

施設所管課 キ民主界

施設名 ！乞えた

16年度委託先 {1似ど 〉

16年度施設管理委託料 / tJ77T> X ilJ ・ （伺仇ftHrn ず：~t弘対t 11. 

文芝d定tJt. 匂 j如何 ~／（／／ 1''-

委託の内容 刊誌tJ七、（永えA吋初代〉

,. 
今後6. 丞；~.fbtJ~う為~il ぃ 3.

今後の運営方針

17年度委託予定先 設点おぞともあえ；之さいZa

指定管理者制度への移行時期
／／・. .；...－－－－－ー『，

、1・えJ千羽 （：.十之のよ誌． r -r~ :r~ (6)1,.)刈） ~r'~－！ヰr.JtrfJ)

γね何十， ・1.... 1.t I~ ~If(. 

犬~e.,(jう広の事務~.f:毛 IJ ;j;i)ヌjlt＇，判ぷ《《~f宣 u ，守徹え
． 

ε11＇‘3税制人）6""..t~ ぅ，‘，h 直営で行う場合の理由付け

手刈ゐ~＂Jef " !kcr> ,-01i}収入(i’4¥9...A)

備 考
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延岡市火葬場条例

昭和53年12月22日
条例第29号

改正 昭和56年3月27日条例第10号

（設置）
第1条本市に火葬場を設置する。

（名称及び所在地）
第2条火葬場の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称 I 所在地

悠久苑 東臼杵郡北川町大字長井字野鶴60番3

（使用許可）

1/2ページ

第3条火葬場を使用しようとする者（以下「使用者」という。）は、その旨を市長に申請し、許可
を受けなければならない。
〈使用料）

第4条前条により使用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を前納しなければならな

（使用料の減免）
第5条市長は特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することがで、きる。

（使用料の返還）
第6条既納の使用料は、市長において特別の理由があると認められる場合のほか返還しな

（火葬処理等）
第7条使用者は、市長の指定する時刻に死体又は産汚物等を搬入しなければならない。
2 前項の規定により死体を搬入した使用者は、市長の指定する時刻までに焼骨を引取らなけ
ればならない。

3 前項の規定による焼骨の引取りがないときは、市長がこれを処理することができる。この場
合において、使用者、遺族文はその関係者は、異議を申し立てることができない。
（委任）

第8条この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則

（施行期日）
1 この条例の施行期日は、別に規則で定める。（昭和53年12月規則第24号で、同53年12月25
日から施行）
（旧条例の廃止）

2 延岡市市営火葬場条例（昭和45年条例第18号）は、廃止する。
（経過措置）

3 この条例による火葬場使用料は、条例の施行日以後に使用許可するものから適用し、施行
目前に許可したものについては、なお従前の例による。

附員IJ(昭和56年3月27日条例第10号）
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

別表（第4条関係）
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火葬場使用料

種別 市内・北川町居住 左記以外の者
者

大人1体 5,000円 市内及び北川町居住者の10割増

小人（12歳未満） 1体 3,300円 II 

死産児1個 2,500円 II 

肢体の一部 800円 II 

産汚物1個 800円 II 

改葬（5年以上） 1棺につき 2,500円 II 

改葬（5年未満） 1棺につき 4,000円 II 

,.. 

，‘ 
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公の施設のヒヤリング

施設所管課 クリーシ包〉クーぐ完将エ7ちJ

施設名 ;)11司市j売や手工場 ぐそ0モQt_:JI dち安定刊？〉

16年度委託先 j :, ｛~ J cで~＇ l,えi~ 笠偽す·~， r,0D 11）仕合

16年度施設管理委託料 ／之ll'J之J;tTlFf)内 〈人J快

エ略今庄Jえ初・受入居死灰ctl手VJ（｛＿予、

委託の内容

,.. 
.)/ j ") If-向／J.11 l吃．

今後の運営方針

17年度委託予定先 〈上九t札〉
指定管理者制度への移行時期

／コ／／ーーで

'ifn K久怠法・ 2均｛久.I 場守（おりふr~·k)t;v,

第イ寺子？~ ~j1 I吋fJ, すZ'！：.さf之"l＼、2.NvifJ‘〉

危伝子ょr1体刈ム

’‘ 直営で行う場合の理由付け

ユ吃1・；，JJ ；：~ ハヲ‘・ 7 I¥]‘予gFと， If.;/: r:_ j （~ ；長

ι ぞ；t:I: :!,$ ' :I (,ir{7；；る f併 L:: !'l§J~ （ 字~It /:ii:?',・ L‘ 'L・

備 考
J ？~ f1 p:; 'l・lJI 今の :tr；~ l .(J :I : ~ '{ ~ 乙 1 ¥, z. 
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公の施設のヒヤリング

施設所管課 フ＇）ーンセ〉ヲー

施設名 j.ζ崎市 ｝＇l島屋乏場

－－~’ー16年度委託先
- , 

16年度施設管理委託料 ／ -- "" 

- 」F S”.－ 

委託の内容
，〆’，， ／ r”ぞk”

／ 

~ l，~く勺 i宣告？総支．
今後の運営方針

17年度委託予定先

指定管理者制度への移行時期

’‘ 直営で行う場合の理由付け

も (trヘプ lI.（.ぐI)2；る （女入誉蕗・を牧勾包~ft.' ~（処 I：義之：4 をおむfl)

〈手段肉ええ4 勾紙片I~~ ：；！長引あ？わii制叫帰宅

備 考
』 了i“f皇？子匂’ 〈 ！台 7吃l Cl よq 
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延岡市清掃施設条例

昭和58年3月25日
条例第7号

改正 昭和61年12月26日条例第28号

（設置）

1 /1ページ

第1条ごみを衛生的かつ適正に処理することにより環境衛生の向上を図るため、清掃施設を
設置する。
（名称及び位置）

第2条清掃施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

延岡市清掃工場

延岡市川島埋立場

位置

延岡市長浜町3丁目1954番地3

延岡市川島町1244番地1

’‘ （使用の許可）
第3条清掃施設に自らごみを搬入して処理しようとする者は、市長の許可を受けなければなら

,.. 

ない。
2 市長は、ごみの中に爆発物等の危険物が混入しているときその他不適当と認めるときは、
使用を許可しない。
（委任）

第4条この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則

（施行期日）
1この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
（延岡市ごみ焼却場設置条例の廃止）

2 延岡市ごみ焼却場設置条例（昭和49年条例第56号）は、廃止する。
附員IJ(昭和61年12月26日条例第28号）

この条例は、公布の日から施行する。
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委託先一覧

ノ，ι，＼、 の施設 委 i光 先 委託 内 谷rチー－ 委 託 ~s十

施設の供用・維持管理、使用料の徴収、

南北老人福祉センター 財団法人延岡市高齢者福祉協会 各種相談、高齢者の福祉の向上に｜羽す 23,906,000円
る事業等

恒宮地区高齢者
社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

施設の供用・維持管理、使用料の徴収、
2,500,000円

コミュニティセンタ－ fl・
: －／＇仇ミ州

高齢者の福祉の向上に関する事業等
甘か－ τ（'Jfι． 7r t~ つ台前 r 

岡宮デイサービスセンター 財団法人延岡市高齢者福祉協会

Jlit毎デイサービスセンター 社会福祉法人三ツ薬会 施設の維持管理
盤

※1 

.t:i'i illiデイサービスセンター 社会福祉法人千寿会
ー l ’Y険、ハ？れ？？~－ .、、・・ む‘ I~ • 、、

知E
養護老人ホーム若葉荘 社会福祉法人みのり会 施設の管理運営

※ 2 

社会福祉法人康生会（敬寿園、水明荘）
基本事業

社会福祉法人みのり会
2,790,000円

社会福祉法人コツ集会
高齢者と家族等の状況等把鑑、公的保 実態把握加算

在宅介殺支援センター 社会福祉法人ふれあい福祉会
健福祉サービス等の円滑な適用、各種 1件あたり 2,700円

介護予防活動、情報提供、各種相談・ 介護予防プラン作成加算
社会福祉法人延岡市社会福祉協議会 指導・助言等 1件あたり 2,000円
社会福祉法人真隆会

財団法人延岡市高齢者福祉協会
介護予防教室加算

1回あたり 30,000円

~-1主主

~~－~－. 

／ 
f乞？主

Jシルバーハウジングについては、施設の管理運営についての委託契約は無く、生活援助員の派遣委託を行ってしも。

高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業委託金 3,373,344円（2施設合計） 委託先：社会福祉法人康生会

デイサービスセンターの管理運営委託料は支払っていなし、。施設は介護保険の介護報酬で運営がなされている。※ 1 

なお、定数に余裕がある場合に介護デイサーヒ守ス事業を委託で、行っている。

委託料 1,840,000円（3施設合計） 委託先：社会福祉法人康生会、みのり会、三ツ葉会 ＼ れ，，.＿ヘうにフ

※2 施設の管理運営についての委託料は支払っておらず、老人福祉施設措置事業の措置費で運営されている。 ""' Ii'乍；ιえ／

~，nえ泡措置費 193, 117,000円

(it~~－＇.－， f告に入 r1%－つえ冷イiヂく〉

大.；，ルJィ.＿ ＇、ゥジふグ：裕荘村ド＇ IJ.，ま.＇tJI声。品の .－-t.:t~t.託1711~.. 
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延岡市老人福祉センター管理運営委託契約書

とし、う o I 

としづ。）の管理運営の委託について、

,.. 

第 1条 甲は、センターの管理運営を乙に委託し、乙はこれを受託するものとする。

2 前項の委託業務の純聞は、次のとおりとする。

① 施設の供用

② 施設の維持管理

③ 使用料の徴収

④ 生活・住宅・身上及び健康僧進に関する相談

⑤ 生業及び就労の指導

⑥ 機能回復訓練の実施

⑦ 高齢者の教義の向上、及びレクリエーションのための事業の実施

③ 高齢者クラブに対する援助等

⑨ その他、高齢者の福祉の向上に関する事業

（委託~~Jlllj)
イ／〆／

第 2条 委託業務の委託期間は、平成 16年4月 1日から平成 17年 3月 31日までとす

,.. 

る。

（委託料・）
／／ 

第 3条 委託業務の委託料は、年額23, 906, cfo 0円とし、委託期間満了後、収支

精算額が委託料を下回った場合は、その精算額をもって委予料とする。

2 乙は、中に対し、和比古：を 4月子7月、＜＇・10月，＂＇ 1月の 5日までに提出し、甲は、詰

求書を受理した日の属する月の 20日までに委託料を支払うものとする。

（契約保証金）

第4条 契約保証金は、延岡市契約規則第27条第3項により免除する。

（委託業務の処理方法）

第 5条 乙は、委託業務の処理にあたっては、関係法令、条例及びこれに基づく規則のほ

か、甲の指示に従わなければならない。

（再委託の禁止）

第6条 乙は、委託業務を第三者に再委託してはならない。

（権利義務の譲渡禁止）

第7条 乙は、この契約によって生じる一切の権利又は義務を第三者に譲渡しではならな

し、口

（実地調査等）

第8条 113は、必要があると認めるときは、委託業務の実施状況、委託料の使途その他に

ついて報告を求め、又は実j也に調査することができる。

（職員の配位）

第 9条 乙は、委託業務を処理するため、事務統活者及び職員を位き、その配置について

甲に脳出をしなければならないG

（維持管理）

第 10条 乙は、胞設を善良な管理者の注意をもって維持管理につとめなければならない。

（原状変更の承認）

第 11条 乙（士、胞設の原形を変更しようとするときは、あらかじめ斗lの承認を受けなけれ



I 

ばならない。

（関係書類の整備）

第 12条 乙は、委託業務に関する諸帳簿を備えつけ、常に整備しておかなければならない。

（定例報告）

第 13条 乙は、委託業務に関する毎月の業務執行状況を翌月 5日までに甲に報告しなけれ

ばならない。

（事業実績報告書等の提出）

第 14条 乙は、委託期間終了後 20日以内に収支決算書及び事業実績報告書を甲に提出し

なければならない。

（使用料の納入）

第 15条 乙は、老人福祉センタ一条例第4条に基づき徴収した使用料を、その翌日までに

もよりの延岡市指定金融機関、指定代理金融機関文は収納代理金融機関に納入しなけれ

ばならない。

（秘密の保持）

第 16条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

（契約の解除） a、
第 17条 甲は、乙が次の各号のーに該当するときは、この契約を解除することができる。

① 乙がその資めに帰する理由により、この契約に違反じたとき。

② 乙が委託業務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。

③ 契約の締結又は履行について不正の行－為があったとき。

2 甲は、前項の規定による契約の解除によって生じた乙の損害については、その賠償の

責めを負わないものとする。

（損害賠償）

第 18条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために、甲に損害を与えたときは、そ

の損害を賠償しなければならない。

2 乙は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなけ

ればならない。

（協議）

第 19条 この契約に定める事項について疑義が生じたとき、又はこの契約に定めのない事

項については、甲乙協議のうえ定めるものとする。 、
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自 1通を保

有するものとする。

平成 l6年4月1日〆

甲
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延岡市老人福祉センター管理運営に関する覚書

延岡市（以下「甲Jという。）と財団法人延岡市高齢者福祉協会（以下「乙Jという。）

とは、平成 16年 4月 1日締結の管理運営委託契約書は基－づき次のとおり覚書を交換する。

（維持補修）

第 1条年IIIJ維持補修の費用が5万円を超える場合は、甲の負担とする。ただし、 1件 2

万円以上の維持補修については、甲乙協議のうえ、実施するものとする。

（笑む笑むサービス事業について）

第2条 笑む笑むサービス事業は、委託契約書第 1条第2項第 9号における事業の範聞と

する。

,.. （協議事項）

第3条 この覚書について疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ処理するものとする。

この覚書を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名t£fl印のうえ、各自 1通を保有する

ものとする。

平成 16年 4月 1日

甲

,.. 
乙
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延岡市恒富地区高齢者コミュニティセンター管理運営委託契約書

延岡市（以下「甲Jという。）と社会福祉法人延岡市社会福祉協議会ぐ以下「乙Jとい

う。）とは、延岡市恒富地区高齢者コミュニティセンタ＿＜（以下「センターJという。）

の管理運営の委託について、次のとおり契約を締結する。

（目的）

第 1条 甲は、センターの管理運営を乙に委託し、乙はこれを受託するものとする。

,.. 

2 前項の委託業務の範囲は、次のとおりとする。

① 施設の供用

② 施設の維持管理

③ 使用料の徴収

④ 高齢者の趣味、教養等生きがいを高めるための事業の実施・

⑤ 地域福祉活動の促進に関する事業

⑥ その他、高齢者の福祉の向上に関する事業

（委託期間） ／ ピ

第2条 委託業務の委託期間は、平成 16年4月 1日から平成 17年3月 31日までとする。

（委託料） ／ 

第3条 委託業務の委託料は年額 2, 500, 000円（消費税非課税）とし、委託期間終了

後、収支給算額が委託料を下回った場合は、その精算額をもって委託料とする。

2 乙は、甲に対し、請求書を 4J( 7 月~＇ 1 0月九月6s日までに提出し、甲は、請求

書を受理した日の属する月の 20日までに委託料を支払うものとする。

（契約保証金）

第4条 契約保証金は、延岡市契約規則第 27条第3項により免除する。

（委託業務の処理方法）

第5条 乙は、委託業務の処理にあたっては、関係法令、条例及びこれに基づく規則のほ

か、時iの指示に従わなければならない。

2 乙は、管理運営委員会を設置し、センターの管理運営に必要な事項について協議し、

円滑な運営に努めなければならない。

（再委託の禁止）

,.. 第6条 乙は、委託業務を第三者に再委託してはならない。

（権利義務の譲渡禁止）

第7条 乙は、この契約によって生じる一切の権利又は義務を第三者に誠渡してはならな

し、。

（実地調査等）

第8条 IFJは、必要があると認、めるときは、委託業務の実焔状況、委託料の使途その他に

ついて報告を求め、又は実地に調査することができる。

（職員の配置）

第9条 乙は、委託業務を処理するため、事務統活者及び！砧員を置き、その配置について

甲に届出をしなければならない。

（維持管2理！）

第 10条 乙は、施設を善良な管理者の注意をもって維持行理につとめなければならない。

（原状変更の承認）

第 11条 乙は 施設の原形を変更しようとするときは、あらかじめ甲の承認を受けなけれ

ばならない。
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（関係書類の整備）

第 12条 乙は、委託業務に関する諸帳簿を備えつけ、常に整備しておかなければならない。

（定例報告）

第 13条 乙は、委託業務に関する毎月の業務執行状況を翌月 10日までに甲に報告しなけ

ればならない。

（事業実績報告書等の提出）

第 14条 乙は、委託期間終了後 20日以内に収支決算書及び事業実績報告書を甲に提出し

なければならない。

（使用料の納入）

第 15条 乙は、延岡市高齢者コミュニティセンタ一条例第5条に基づき徴収した使用料を、

その翌日までに最寄の延岡市指定金融機関、指定代理金融機関文は収納代理金融機関に

納入しなければならない。

（秘密の保持）

第 16条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

（契約の解除）

第 17条 甲は、乙が次の各号のーに該当するときは、この契約を解除することができる。 a、
① 乙がその責めに帰する理由により、この契約に違反したとき。

② 乙が委託業務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。

③ 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。

2 甲は、前項の規定による契約の解除によって生じた乙の損害については、その賠償の

責めを負わないものとする。

（損害賠償）

第 18条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために、甲に損害を与えたときは、そ

の損害を賠償しなければならない。

2 乙は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなけ

ればならない。

（協議）

第 19条 この契約に定める事項について疑義が生じたとき、又はこの契約に定めのない事

項については、甲乙協議のうえ定めるものとする。

この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自 1通を保有

するものとする。

a、
平成 16年 4月 1日‘

乙

fl"' f(t$1出会｜間
延岡市東本小路 2 番地 ilL~1l1白河J
延岡市 限明震！！ぜ

：一一…… ， 

延岡市長限井＝m＼漉司~i~f?J

延岡市三ツ瀬1nri丁川叫荷風ノ
社会福祉法人 延岡市社令砲ぺ！賢i急！
会長 坂本純計cz~ ：交い：：甲！

:・: l主計量！そ；ぷ

甲
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生向 、対
延岡市東海デイサービスセンター管理委託契約書

延岡市（以下「甲j という。）と社会福祉法人三ツ薬会（以下「乙j という。）とは、延

岡市東海デイサービスセンター（以下「センターJという。）の管理委託について、次のと

おり契約を締結する。

（目的）

第1条 甲は、延岡市老人デイサービスセンタ一条例（平成4年条例第 36号）第4条に規

定するセンターの管理を乙に委託し、乙はこれを受託するものとする。

（委託期間）

第2条 委託業務の委託期間は、平成 16年4月 1日から平成 17年3月 31日までとする。

ただし、委託期間；前了の日の3か月前までに、叩又は乙から別段の意思表示がないときは、

更に 1年間この契約を継続するものとし、以後同様とする。

（維持管理・補修費）

第3条 センターの維持管理及び維持補修に要する費用は、乙が負担するものとする。ただ

し、大規模な維持補修については、甲乙協議のうえ実施するものとする。

（目的外使用の禁止）

第4条 乙は、センターをこの契約の目的以外に使用してはならない。ただし、あらかじめ

甲の承認を得たときは、この限りでない。

（原状変更の承認）

第5条 乙は、センターの原状を変更しようとするときは、あらかじめ甲の承認を受けなけ

ればならない。

（再委託の禁止）

第6条 乙は、委託業務を第三者に再委託しではならない。

,. （権利の譲渡等の禁止）

第7条 乙は、この契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせては

ならない口

（損害賠償）

第8条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に似害を与えたときは、その損

害を賠償・しなければならない。

（契約の解除）

第9条 甲は、乙が次の各号のーに該当するときは、この契約を解除することができる。

(1) 乙がその責めに帰するJfE1Utこより この契約に違反したとき U

(2) 乙が委託業務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。

(3) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。

2 甲は、前項の規定による契約の解除によって生じた乙のmtg:については、その賠償の責め

を負わないものとする。



（協議）

第 10条 この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない事項

については、甲乙協議の上、定めるものとする。

この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自 1通を保有す

るものとする。

平成 16年4月 1日
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委託契約書

延岡市（以下 f甲Jという。）と社会福祉法人みのり会〈以下「乙Jという。）とは、

延岡市雄老人ホーム若葉荘〈以下晴朗Jという。〉の管理運営の委託について次の

とおり契約を締結する。

（目的）

第 1条 甲は、延岡市養護老人ホーム条例（平成49年条例第55号〉第4条の規定に基

づき若葉荘の管理・運営を乙に委託し、乙はこれを受託する。

2 前項の委託業務（以下「委託業務j という。〉の処理のために、甲は別紙財産目録記

載の施設物件〈以下「施設物｛ねという。〉を乙に使用させる。

（委託業務の処理）

第2条 乙は、善良な管理者の注意をもって委託業務を処理し、施設物件の管理をしなけ

ればならない。

2 乙は、委託業務の処理及び施設物件の管理について、関係法令等及び甲の指示に従っ

て行わなければならない。

（委託の期間）

第3条委託業務の委託期間（以下 f委託期間j という。〉は、平成8年4月1日から平

成9年3月31日までとする。

ただし、委託期間満了の目前3ヶ月以内にrp又は乙から別段の走法d誌がない時は、

更に 1年間この契約を継続（l:flの議会における委託業務に係る予算の議決があった場合

に限る。）できるものとし、以後同様とする。

（委託料）

第4条 甲は、業務を委託するため、老人福祉法（昭和］ 3 8 年法待場~ 1 3 3号）第21条

の規定に基づいて支弁される費用を乙に支払うものとする。

2 前項に規定にする費用には、老人保護措置費国庫負担金交付基準により算定された民

rm施設給与等改苦－費相当額の範問内で加算するものとする。

この場合において、その取扱いについては、昭和63年5月27日社施第84号社会

局長通知「社会福tll:方血設における民llU施設給与等改普

とす－る。
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（目的外使用の禁止）

第5条乙は、施設物件をその設置の目的以外に使用しではならない。ただし、あらかじ

め甲の書面による承認を得たときは、この限りでない。

（施設物件の原状変更〉

第6条 乙は、施設物件の原状を変更しようとするときは、甲の書面による承認を得なけ

ればならない。

（施設物件の滅失又は損傷）

第7条 乙は、施設物件を滅失又は損傷したときは、直ちに甲にその旨を報告し、甲の指

示を受けなければならない。

2 乙は、施設物件の滅失又は損傷が自己の責めに掃すべき理由により生じたときは、乙

の負担において当該古島設を原状に復し又はその損害を賠償しなければならない。

（改築等の費用負担）

第8条施設物件の土台改築及び補修（以下「改築等j という。〉に要する経費は、乙が負

担するものとする。

ただい次の各号のーに該当する場合は、原則として甲が負担するものとし、その都

度甲乙協議するものとする。

( 1) 災害による場合

(2) 大規模な場合

(3) 改築等に要する経費が措置貨の範閤を越え運営に支障があると判断される場合

（再委託の禁止）

第9条乙は、委託業務を第三者に再委託してはならない。ただい甲が適当と認めるー

部の業務においては、この限りではない。

（権利譲渡等の禁止）

第 10条 乙は、この契約から生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせ

てはならない。

（事業計画等の承認〉

第 11条 乙は、委託業務を実施するにあたっては、あらかじめ委託業務に係わる事業計

画書及び収支予算討を作成し、甲に提出しなければならない。

a、
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（事業実績書等の提出〉

第12条乙は、事業年度終了後2ヶ月以内に、委託業務の事業実績書及び収支決算書を

甲に提出しなければならない。

（実地調査等〉

第13条 甲は、必要があると認められるときは、委託業務の実施状況その他必要な事項

について報告を求め、又は実地に調査することができる。

（契約の解除）

第 14条 甲は、乙がこの契約にi違反した場合には、この契約を解除することができる。

2 前項の規定による解除によって生じた乙の損害については、甲はその賠償の責めを負

わないものとする。

3 乙は、第 1項の規定によりこの契約を解除されたときは、速やかに施設物件を甲に返

還しなければならない。

〈損害賠償）

第 15条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、そ

の損害を賠償しなければならない。

2 乙は、委託業務の実施について第三者にt口容を与えたときは、その損害を賠償しなけ

ればならない。

（秘衝の保持）

第 16条 乙は業務上知りえた砲、密を他人に漏らし、又は、他の目的に利用しではならな

し、。

（契約の費用）

第 17条 この契約の締結及び、履行・に｜見！し必要な時用は、乙の負担とする。

（協議）

trn 8条 この契約に定める事項について疑義を生じた場合、又は、この契約に定めのな

い事項については、［｜！乙協議の_I二、定めるものとする。
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この契約の成立を証するため、本書2適を作成し、甲乙記名押印の上、各自 1通を保有

するものとする。

平成8年4月1日

a、
甲 延岡市東本小路2番地 l

延 岡 市

延岡市長 桜井 哲

乙 延岡市岡元町63 0番地イ

社会福祉法人みのり会

理事長 甲斐 英 ベ



延岡市養護老人ホーム若葉在の委託についての覚書

延岡市（以下「甲j という。）と社会福祉法人みのり会（以下「乙j という。）とは、

延岡市養護老人ホーム若葉荘の管理運営委託に関し、次のとおり覚書を定める。

1 甲は、定員の確保に努めるものとする。

,.. 2 甲は、平成8年4月l日以降の事務引き継ぎが円滑にできるよう一定期間必要な職員

を配置するo

この覚書は、本r1r2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自 l通を保有するものとする。

平成8年4月1日

，‘ t
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延岡市東本小路2番地l

延岡市

延 岡市長 桜井 哲

乙 延岡市岡元町63 0番地イ

社会福祉法人みのり会

理事長 甲斐 英



内力J

外
局

在宅介護支援センター委託契約書／

／ 

延岡市（以下「甲Jという。）と社会福祉法人 康生会（以下「乙Jという。）とは、

在宅介護支援センター（以下「センターJという。）の運営に関する業務の委託について

次のとおり契約を締結する。

（目的）

第1条 甲は、延岡市在宅介護支援センター運営事業実施要綱（以下「要綱J という。）

に規定する業務（以下「委託業務Jという。）を乙に委託し、乙はこれを受託するもの

とする。

（委託期間） ／ 
／ 

第2条 委託業務の委託期間は、平成 16年 4月 1日から平成 17年 3月 31日までとす

る。

（委託業務の実施）

第 3条 乙は、委託業務を中央在宅介護支援センター及び土々呂在宅介談支援センターの

2カ所において実施しなければならない。

（委託料）

第4条 委託業務の委託料は、下記の通りとする。ただし、委託期間満了後、収支精算額

が委託料を下回った場合は、その精算額をもって委託料とする。 （消費税非課税）

①基本事業 センター 1カ所あたり 2,790, 000円／

② 実態把握加算 1件あたり 2, 700円〆

③ 介護予防プラン作成加算 1件あたり 2,000円

④ 介護予防教室加算 1回あたり 30,000円 4

（契約保証金）

第 5条 契約保証金は、延岡市契約規則第 27条第 3項により免除する d

,.. （事業実施状況報告書の提出）

,.. 

第 6条 乙は、甲に対し、毎月 5日までに事業実施状況報告書により、前月分の委託業務

の実施状況に関する報告をしなければならない。

（委託料の支払）

第 7条 乙は、甲に対し、四半期における事業計画書及び請求書（以下「事業計画書等J
／／どど

という。）を当該四半期！の初月（ 4月、 7月、 10月、 1月）の 5日までに提出しなけ

ればならない。

2 甲は、前項の規定による事業計図書等を受理したときは、内容を審査し、適当と認め

たときは事業計画1J}:等を受理した日の属する月の 20日までに委託料をそれぞれの事業

所に支払うものとする口

（委託業務の処理方法）

第 8条 乙は、委託業務の処理にあたっては、関係法令及び要綱を道守するほか、叩の指

示に従わなければならない。

（再委託の禁止）

第 9条 乙は、委託業務を第三者に再委託してはならない。



t権利の譲渡等の禁止）

第 1Oi条 乙は、この契約によって生じる一切の権利又は義務を、第三者に譲渡してはな

らない。

（実地調査等）

第 11条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の実施状況等必要事項について報

告を求め、又は実地に調査することができる。

（契約の解除）

第 12条 甲は、乙が次の各号のーに該当するときは、この契約を解除することができる。

① 乙がその責めに帰する理由によりこの契約に違反したとき。

② 乙が委託業務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。

③ 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。

2 甲は、前項の規定による契約の解除によって生じた乙の損害については、その賠償の

責めを負わないものとする。

（秘密の保持） 、
第 13条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。

（協議）

第 14条 この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない事

項については、甲乙協議のうえ定めるものとする。

この契約の成立を証するため 本書 2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自 1通を保

有するものとする。

平成 16年 4月 1日
／ 
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高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業委託契約書

／ 

延岡市（以下「甲Jとしづ。）と社会福祉法人康生会（以下「乙」としづ。）とは、業務

の委託について、次のとおり契約を締結する口

（委託業務）

第 1条 甲は、次に掲げる業務（以下「委託業務J）を乙に委託し、乙は、これを受託す

るものとする。

① 市営住宅西階すみれ団地に生活援助員を派遣し、高齢者世話付住宅の入居者に対し、

次に掲げるサービスを提供すること。

イ 生活指導及び生活相談

ロ 安否の確認、

ハ一時的な家事援助

一緊急時の対応

ホ 関係機関等との連絡

へその他日常生活上必要な援助

② 市営住宅西階すみれ団地の生活相談団らん室の正常な管理を行うこと。

（処理の方法）

第 2条 乙は、高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業実施要綱及び高齢者世話付住宅生活

援助員派遣事業業務処理要領により委託業務を処理しなければならない。

（委託期間）
／ 

／ 
第3条委託業務の委託期間は、平成 16年4月1日から平成 17年 3月 31日までとす

る。

（委託料）
／ 

第4条委託業務の委託料は、年額 2, 088, 00 0円（消費税非課税）とする。但し、

委託期間満了後、収支精算額が委託料を下回った場合は、その精算額をもって委託料と

する。

（契約保証金）

第5条契約保証金は、延岡市契約規則第 27条第3項により免除する。

（委託料の支払） 〆イ ピ

第6条 乙は、甲に対し、四半期における請求書を当該四半期の初月（ 4月、 7月、 10月、
〆

1月）の 5日までに提出しなければならない。

2 甲は、前項の規定による請求書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは

請求書を受理した日の属する月の 20日までに委託料を支払うものとする。

（再委託の禁止）

第7条 乙は、委託業務を第三者に再委託してはならない。



（定例報告）

第 8条 乙は、委託業務に関する毎月の実施状況を翌月 5日までに甲に報告しなければな

らなし、。

（事業実績報告書等の提出）

第 9条 乙は、委託期間終了後 20日以内に収支決算書及び事業実績報告書を甲に提出し

なければならない。

（実地調査等）

第 10条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の実施状況、委託料の使途その他

必要な事項について報告を求め、文は実地に調査することができる。

（契約の解除）

第 11条 甲は、乙が次の各号のーに該当するときは、この契約を解除することができる。

① 乙がその責めに帰する理由により、この契約に違反したとき。

② 乙が委託業務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。

③ 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。

2 甲は、前項の規定による契約の解除によって生じた乙の損害については、その賠償の

責めを負わないものとする。

（秘密の保持）

第 12条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。

（協議）

第 13条 この契約に定める事項について疑義が生じた場合又は、この契約に定めのない事

項については、甲乙協議のうえ定めるものとする。

この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自 1通を保

有するものとする。

平成 16年4月1日 ／ 

甲

／‘ 

a、

a、
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⑪ 延岡市老人福祉センタ一条例

（趣旨）

第 1条 この条例は、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 24 4条の 2

の規定に基づき、老人福祉法（昭和 38年法律第 13 3号）第 20条の 7に

規定する老人福祉センター（以下「福祉センターJ という。）の設置及び管

理に関し、必要な事項を定めるものとする。

（名称及び位置）

第 2条 福祉センターの名称、及び位置は、次のとおりとする。

名 称 所 在 地

北老人福祉センター 延岡市山下町 1丁目 7番地 9

南老人福祉センター 延岡市平原町 2丁目 79 0番地 3

（使用者）

第 3条 福祉センターを使用することができる者は、 60歳以上の者（その付

添人を含む。）とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に定める者以外の者に福祉セン

ターを使用させることができる。

3 市長は、前 2項に定める者が次の各号のーに該当するときは、福祉センタ

,. ーを使用させなし1ことができる。

(1) 伝染性疾患があるとき。

(2) 他の使用者に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

（使用料）

第 4条 福祉センターを使用しようとする者は、別表に定める使用料を納入し

なければならない。ただし、前条第一項に規定する者が会議室を使用する場

合にあっては、使用料は徴収しない。

（使用料の減免）

第 5条 市長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、前条の使用料

の全部又は一部を減免することができる。

（管理の委託）

第 6条 福祉センターの管理は、財団法人延岡市高齢者福祉協会に委託する。
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（委任）

第 7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

別表

区 Jノ3＼ 料 ー，』へム

6 0歳以上の者 1人につき 100円

浴

付
中学生以上の者 1人につき 100円

場 添
人

小学生以下の者 1人につき 60円

午 目IJ 午前 8時30分～正午 1,500円

大会議室

~ 三 午 後 午後 1時～午後 5時 2, 500円

6義
F主－＆．、

午 目IJ 午前 8時30分～正午 800円

小会議室

午 後 午後 1時～午後 5II寺 1, 200円

備考

1 午後 5時以後会議室を使用する場合の使用料は、その使用時間 1時間

( 1 II寺問未満は、 1時間とする。）につき大会議室にあっては 700円、小

会議室にあっては 400円とする。

2 会議室を使用する場合において、冷暖房設備を使用するときは、当該

会議室使用料の 5害1J相当額を使用料・に加算する。

3 浴場の使用時間は、午後 1時から午後 411寺30分までとする。
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＠ 延岡市老人福祉センタ一条例施行規則

（趣旨）

第 1条 この規則は、延岡市老人福祉センタ一条例（昭和 44年条例第 30号）

の施行について必要な事項を定めるものとする。

（事業）

第2条 延岡市老人福祉センター（以下「福祉センターJという。）は、次の

各号に掲げる事業を行う。

(1) 生活相談及び健康相談に関すること。

(2) 生業及び就労の指導に関すること。

(3) 機能回復訓練に関すること。

,.. (4) 教養講座等に関すること。

,.. 

(5) 老人クラブに対する援助等に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、老人の福祉の向上に関する事業

（使用許可）

第 3条 福祉センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければな

らない。

（使用料の還付）

第4条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のーに該当す

る場合は、その全部又は一部を還付することができる。

( 1) 福祉センターの使用の許可を受けた者（以下「使用者j という。）の責

めに帰することができない理由により、使用することができないとき。

(2) 福祉センターを使用しようとする日の三目前までに使用の取消しを申

し出たとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき。

（休館 1=1) 

第 5条 福祉センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必

要があると認、めたときは、これを変更し 又は臨時に休館日を定めることが

できる。

(I) 第 3日曜日

(2) 1~1 民の祝日に闘寸る法律（昭和 2 :3年法律第 17 8号）に規定する休日。

ただし、敬老の日を除く。

(3) l 2月 2 9 l=l治、ら l月 3日まで

（開館H寺問）

第 6条 栴祉センターの開館H寺聞は、午前8 時30分から午後5 II寺までとする。
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2 市長が特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、開館時間を変

更することができる。

（損害賠償）

第 7条 使用者は、福祉センターの建物、付属設備等に損害を与えた場合は、

市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特に認めた

ときは、この限りでない。

（禁止事項）

第 8条 使用者は、福祉センターにおいて、市長の許可を得ないで物品の販売

その他の商行為又は管理上支障のある行為をしてはならない。

附則

この規則は、公布の日から施行する。
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＠ 延岡市高齢者コミュニティセンタ一条例

（趣旨）

第 1条 この条例は、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 24 4条の 2

第 1項の規定に基づき、延岡市高齢者コミュニティセンター（以下「センタ

ーJ とし、う。）の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

（設置）

第 2条 高齢者の生きがし、活動、地域住民の交流、地域における福祉活動を推

進するため、次のとおりセンターを設置する。

名 ．称 イ立 置

延岡市恒富地区高齢者コミュニティセンター 延岡市愛宕町 1丁目 1番地 1

（使用の許可）

第 3条 センターを使用しよう．とする者は、市長の許可を受けなければならな

し、。

2 市長は、前項の許可をする場合に必要な条件を付することができる。

（使用の不許可）

第4条 市長は、センターの使用の目的又は態様が次の各号のいずれかに該当

すると認めるときは、センターの使用を許可しない。

(I）公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2）管理上支障があると認めたとき。

（使用料）

第 5条 センターの使用許可を受けた者（以下「使用者j という。）が、冷暖

房器具、調理台又は陶芸窯を使用するときは、別表に定める使用料を納入し

なければならない。

2 前項の規定は、使HJ者が国又は地方公共団体の場合には迎用しない。

（使用許可の取消し等）

第 6条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使

用許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(I）この条例又はよこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2）使則許可の条件に違反したとき。

(3）第 4条各号のいずれかに該当することとなったとき。

(4）偽りその他不正な手段により使用許可を受け－たとき。
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2 前項の使用許可の取消し又は使用停止によって使用者が受けた損害につい

ては、市はその賠償の責めを負わない。

（使用権の譲渡等の禁止）

第7条 使用者は、センターの使用に関する権利を第三者に譲渡し、又は転貸

しではならない。

（損害賠償）

第8条 使用者は、その責めに帰すべき理由によりセンターの施設、設備等に

損害を与えたときは、その損害額を賠償しなければならない。

（管理の委託）

第9条 センターの管理は、社会福祉法人延岡市社会福祉協議会に委託する。

（補則）

第 10条 この条例に定めるものほか、センターの管理及び運営に関し必要な、

事項は、市長が別に定める。

附則

この条例は、平成 12年 11月 1日から施行する。

別表

種 月IJ 使 用 事I・ の 額

冷暖房器具使用料 1基につき 1時間あたり 1 0 0円

調 理台使用料 1台につき 1回あたり 1 0 0円
ベ

陶芸窯使用料 1回あたり l , 0 0 0円
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＠ 延岡市高齢者コミュニティセンタ一条例施行規則

（趣旨）

第 1条 この規則は、延岡市高齢者コミュニティセンタ一条例（平成 12年条

例第 48号。以下「条例j という。）の施行について必要な事項を定めるも

のとする。

（使用許可の申請等）

第 2条 条例第 3条第 1項の規定により延岡市高齢者コミュニティセンター

（以下「センターj という。）の使用許可を受けようとする者は、延岡市高

齢者コミュニティセンター使用許可申請書（様式第 1号）を市長に提出しな

ければならない。

,.. 2 前項の使用許可申請書は、使用期日の 1箇月前から当該使用期日の前日ま

,. 

での聞に提出しなければならない。ただし、特別の理由があると市長が認め

るときは、この限りでない。

3 市長は、第 1項の使用許可申請を適当と認めるときは、使用を許可し、延

岡市高齢者コミュニティセンター使用許可書（様式第 2号）を申請者に交付

するものとする。

（遵守事項）

第 3条 センターの使用許可を受けた者（以下 I使用者J という。）は、次に

掲げる事項を遵守しなければならない。

(1）センターの備品、器具等を使用する場合には、あらかじめ市長の許可を

受け、その指示に従うこと。

(2）センターの使用が終了したときは、直ちに原状に復し、係員の検査を受

けること。

(3）センターの良好な運営を維持するために市長が行う指示に従うこと。

（禁止事項）

第 4条 何人もセンター（赦地を含む。）において次に掲げる行為をしてはな

らない。

(1）所定の場所以外の場所で火気を使用し、飲食し、又はl喫煙すること

(2）前号に掲げるもののほか、他の者の迷惑となる行為をする等センターの

正常な運営を妨けfること ι

（休館日）

第 5条 センターの（本館 IJは、次のとおりとする。

(1) 日H翠日

(2）国民の祝日に関寸る法律（昭和23年法律第 178号）に規定する休日
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(3) 1 2月 29日から翌年の 1月 3日まで（前号に規定する日を除く。）

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、同項の

休館日を変更することができる。

（開館時間）

第6条 センターの開館時間は、午前 10 時から午後 10 時までとする。

2 前項の規定にかかわらず市長が特に必要があると認めるときは、同項の使

用時間を変更することができる。

（補則）

第 7条 この規則に定めるもののほかセンターの管理及びに運営に関し必要な

事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、平成 12年 1I月 1日から施行する。
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延岡市老人デイサービスセンター条例

平成4年12月25日
条例第36号

改正 平成9年12月24日条例第37号 平成11年12月22日条例第31号

平成12年3月28日条例第32号 平成12年12月25日条例第51号

（趣旨）

1/2ページ

第1 条この条例は、型方自治法（昭和n_年法律第白雪土筆~4_1会の2の規定に基づき、老よ福
祉法｛昭手回全年法律2恒鐙号）第20条の2の_grこ規定する老人デイサービスセンター（以下「センタ
ーjという。）の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
（名称及び位置）
第2条センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 位置

延岡市東海デイサービスセンター 延岡市無鹿町1丁目2031番地5

延岡市岡富デイサービスセンター 延岡市中川原町2丁目4591番地2

延岡市島浦デイサービスセンター 延岡市島浦町468番地68

（使用の許可）
第3条センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
（管理の委託）
第4条市長は、センターの設置の目的を効果的に達成するため、次の表の左欄に掲げるセンタ
ーの管理をそれぞれ同表の右欄に掲げる法人（以下「管理受託法人Jという。）に委託する。

名称 委託先

延岡市東海デイサービスセンター 社会福祉法人＝葉会

延岡市岡富ヂイサービスセンター 財団法人延岡市高齢者福祉協会

延岡市島浦デイサービスセンター 社会福祉法人千寿会

（利用料金）
第5条センターにおいて企護保険法（平成9年法律包n号）第7条第11項に規定する通所介護
を受けようとする者は、利用料金を納付しなければならない。
2 利用料金は、次の各号に掲げる額の合計額の範囲内において管理受託法人が市長の承認
を得て定めるものとする。
( 1）介護保隆2皇室担金筆生璽及び筆究会窒2璽において厚生労働大臣が定める基準により算
定した通所介護に係る費用の額又は同法第53条第2項及び第54条第2項において厚生労働大
臣が定める基準により算定した通所介護に係る費用の額

(2）恒定居窒サービス等の事業金主忌－設備＆1E運営！こ閉支益基準〔杢埼JJ年厚生省令第~］
号）第96条第~l頁各号に定める費用の額
3 利用料金は、管理受託法人の収入とする。
（委任）

第6条この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附員lj

この条例は、平成5年3月1日から施行する。
附則（平成9年12月24日条例第37号）
この条例は、平成10年3月1日から施行する。

附則（平成11年12月22日条例第31号）
この条例は、平成12年3月1臼から施行する。

附則（平成12年3月28日条例第32号）
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
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2/2ページ

附則（平成12年12月25日条例第51号）
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
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延岡市老人デイサービスセンター条例施行規則

平成4年12月25日
規則第26号

（趣旨）

1 /1ページ

第1 条この規則は、延閉貴重~_Aデイサー主三七注生三重三例（平成4年条例第36号）の施行につ
いて必要な事項を定めるものとする。
（開館時間）
第2条老人テイサービスセンター（以下「センターJという。）の開館時間は、次のとおりとする。
月曜日から金曜日まで午前9時から午後4時まで
土曜日午前9時から正午まで

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。
（休館日）
第3条センターの休館日は、次のとおりとする。
(1）国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日
(2）日曜日
(3) 1月2日及び1月3日並びに12月28日から12月31固まで

,. 2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の休館日を変更することができる。

_.. 

（入館の禁止等）
第4条市長は、次の各号のいずれかに該当する者の入館を禁止し、又は退館を命ずることがで
きる。
( 1）他人に危害を加え、若しくは迷惑を及ぼし、文はこれらのおそれがある行為をする者
(2）その他センターの管理に支障があると認める者
（その他）
第5条この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成5年3月1日から施行する。

http:/ /10.1.3.230/01 W_SAVVY /HTML_ TMP /svhtml1456276895.0.Mokuji.2.0.DAT A.html 04/10/19 



、

延岡市養護老人ホーム条例

昭和49年4月10日
条例第55号

改正 平成2年12月25日条例第30号 平成5年3月26日条例第7号

〔この条例で題名改正〕

平成8年3月29日条例第9号

（趣旨）

1/1ページ

第1条この条例は、世方自治法（昭和zi＿：年法律筆喧呈2-~2-44条{!2？.の規定に基づき、老込福
祉法L昭担~~年法律第リ3号）第29＿条型空に規定する養護老人ホーム（以下「老人ホームJとい
う。）の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
（名称及び位置）
第2条老人ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

呼称 I 所在地

,. l延岡市養護老人ホーム若葉荘

（定員）

延岡市若葉町1丁目2734番地

’‘ 

司

第3条老人ホームの定員は、 100人とする。
（管理の委託）
第4条老人ホームの管理は、社会福祉法人みのり会に委託する。
（委任）
第5条この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 延岡市老人ホーム設置条例（昭和31年条例第10号）は廃止する。
附則（平成2年12月25日条例第30号）
この条例は、平成3年1月1日から施行する。

附則（平成5年3月26日条例第7号）
この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附則（平成8年3月29日条例第9号）
（施行期日）
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
（延岡市一般職職員給与条例の一部改正）
2 延岡市一般職職員給与条例（昭和26年3月2日議決）の一部を次のように改正する。

（次のよう略）
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公の施設のヒヤリング

施設所管課 児Ji・三ミよき認 ノfキム； l・c..:z .. 1-.心》政i，，食f7d
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延岡ライトJ、ウス委託契約金額

内訳）点字図書館等事務費

［基準費
情報化対応特別管理費

盲人ホーム等事務費

24,381,800円

20,600,000円

18,200,000円 1

2,400,000円 j

3,781,800円

J¥i玄会庭課障害福祉係



~~＼ b 、吋下旬ライト付入 l~l銭信長バえ戸時

平成 16年 2月 20日

施設長各位

児 童 家 庭 課 長 笠 江 孝 一

指定管理者制度について（お知らせ）

， 

時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

日頃より本市福祉行政にご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて地方自治法が一部改正され、法律で管理者が指定されている施設を除き、市の

全ての施設につきまして管理・運営の方式が、下記のとおり「管理委託制度jから「指

定管理者制度Jに変わることとなりました。詳細についてはまだ決まっておりません

ので、現時点で、わかっていることをお知らせします。

なお、改正地方自治法は平成 15年9月に施行され、新たに管理者を指定する場合

には平成 16年3月末日までに行うこととなっておりますが、現在委託している施設

につきましては猶予期間がありますので、平成 18年3月までに管理者を指定するこ

とになっております。

ヨい＝＝ロ

法改正の目的 公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上

を図るとともに、経費の節減等を図ることが目的。

施設の管理者 委託による管理から指定管理者の指定を受けた者による管理に

替わります

,.. 管理者の指定 指定管理者の指定は条例に基づき、管理者募集の広告を行い、指

定を受けようとする者から申請書を提出してもらいその中から

選定を行うこととされています。

具体的運営 管理運営の必要事項は仕様書に定めますが、現在委託している内

容から大きく離れることはないとおもわれます。

新たな業務 この制度の導入に伴い、事業計画書や収支予算書などを申請の際

に添付して提出するようになります。

管理する期間 法律では、 5～10年程度の指定期間を想定しています。



延岡市点字図書館設置条例

昭和47年3月31日
条例第15号

改正 昭和62年10月1日条例第25号

（設置）

1/1ページ

第1 条昼休障害者福祉法工昭和24年法律第f_~号〉第J.7条第3項の規定により本市に点字図
書館を設置する。
（名称及び所在地）

第2条前条により設置する点字図書館の名称及び所在地は、次のとおりとする。

呼称 I 所在地

延岡ライトハウス点字図書館 延岡市山下町1丁目7番地9

（利用者）， 第3条点字図書館を利用することができる者は、身偉障害賓福祉塗別表第1号に定める視覚
障害者とする。
（管理の委託）

第4条点字図書館の管理は、財団法人延岡愛盲協会に委託する。
（委任）

第5条この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則

この条例は、所管庁の認可を経て、昭和47年4月1日から施行する。
附員IJ(昭和62年10月1日条例第25号）

この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

，‘ 
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延岡市盲人ホーム条例

昭和55年7月21日
条例第18号

1/2ページ

改正 昭和62年10月1日条例第24号 平成12年9月26日条例第47号

（設置）

第1条社会福祉法旦醇日盆年法律重信号i筆2委筆3項の事業として、自営し又は雇用される
ことの困難なあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を有する視覚障害
者の自立更生をはかるため、本市に盲人ホームを設置する。
（名称及び所在地）

第2条盲人ホームの名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称 I 所在地

延岡ライトハウス盲瓦示＝ム 延両市両下町IT百7番面吾－

,.. （事業）
第3条盲人ホームは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1）あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり文はきゅうの施術に関すること。
(2）盲人の職業指導及び生活相談に関すること。
(3）その他盲人の福祉増進に関すること。
（利用の許可）

第4条首人ホームを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
（使用料）

第5条前条の利用の許可を受けた者は、担去に定める使用料を納入しなければならない。
（使用料の免除）

第6条利用者が病気その他やむを得ない理由により、月のうち15日以上利用しない場合は、
使用料の全部を免除することができる。
（利用の許可の取消し等）

第7条市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は必要な
措置をとることができる。
(1）この条例文はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2）その他市長が不適当と認めたとき。

r （管理の委託）
第8条盲人ホームの管理は、財団法人延岡愛盲協会に委託する。
（委任）

第9条この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則

（施行期日）
1この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の規定は、昭和55年8月1日から施行

する。
（経過措置）

2 この条例施行の際、既に延岡市ライトハウス管理規則（昭和37年規則第2号）により利用の
許可を受けている者については、この条例により許可を受けたものとみなす。

附員tJ(昭和62年10月1日条例第24号）
（施行期日）

1 この条例は、昭和62年10月1日から施行する。
（経過措置）

2 この条例による改正後の別表の規定は、昭和62年10月分以後の利用に係る使用料から適
用し、同月前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

附員tj（平成12年9月26日条例第47号）
この条例は、公布の日から施行する。
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別表（第5条関係）

｜ 区分

ー世
料金

円nu 
nu 

n
U
 

F
O
 

http:/ /10.1.3.230/D 1 W_SAVVY /HTML_TMP I svhtml-1439372368.0.Mokuji.O.O.DAT A.html 04/11 /04 



2/2ページ

別表（第5条関係）

｜ 区分

｜使用料 額月

料金

.. 
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延岡市保育所設置条例

昭和62年3月30日
条例第8号

1 /1ページ

改正 昭和63年7月2日条例第16号 平成12年9月26日条例第49号

平成16年3月30日条例第16号

延岡市保育所設置条例（昭和30年条例第15号）の全部を改正する。
（設置）

第1 条旦童福祉法（昭手血2年法律第1Q4号）第~Q_条第3項の規定に基っき、日々保護者の委
託を受けて、保育に欠ける乳児又は幼児を保育するため、保育所を設置する。

（名称、定員及び所在地）
第2条前条により設置する保育所の名称、定員及び所在地は、別表のとおりとする。

（委任）
第3条この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

附則’‘ この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

,_. 

附員IJ(昭和63年7月2日条例第16号）

この条例は、公布の日から施行する。
附則（平成12年9月26日条例第49号）

この条例は、平成12年10月1日から施行する。
附貝IJ(平成16年3月30日条例第16号）

この条例中第1条の規定は平成17年4月1日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施
行する。
別表（第2条関係）

名称 定員 所在地

山下保育所 60人 延岡市山下町1丁目7番地9

川中保育所 60人 延岡市東本小路5番地1

土々E保育所 60人 延岡市土々自町4丁目4390番地20

東海保育所 60人 延岡市樫山町2丁目2977番地1

恒富保育所 60人 延岡市恒富町3丁目 1番地6

伊形保育所 45人 延岡市伊形町5884番地2

東保育所 60人 延岡市出北1丁目 10番7号

日の出保育所 60人 延岡市昭和町1丁目 14番地1

島浦保育所 45人 延岡市島浦町866番地5

南保育所 90人 延岡市平原町2丁目822番地1

ーケ岡保育所 90人 延岡市北ーケ岡3丁目 11番12号

中島保育所、 60人 延岡市中島町3丁目356番地2

注1 平成17年4月1日から施行
別表東海保育所の項、伊形保育所の項及び日の出保育所の項を削る〆

注2 平成18年4月1日から施行
別表南保育所の項及び一ケ岡保育所の項を削る。 〆シ
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公の施設のヒヤリング

施設所管課

施設名 子系有戸「

16年度委託先

16年度施設管理委託料

委託の内容

a・
今後の運営方針

17年度委託予定先

指定管理者制度への移行時期

-- 直営で行う場合の理由付け

備 考



” 

’‘ 

‘ 
1/2ページ

延岡市児童館設置条例

改正

（目的及び設置）

昭和43年4月11日
条例第26号

昭和45年4月15日条例第1号

昭和48年3月31日条例第12号

平成4年3月27日条例第8号

平成9年12月24日条例第38号

平成10年6月23日条例第15号

昭和46年3月26日条例第30号

昭和56年2月21日条例第2号
平成7年3月29日条例第15号

平成10年3月30日条例第9号

第1条児童に健全な遊びを与えその健康を増進し、又は情操を豊かにし、その福祉を図るた
め児童館を設置する。
（名称及び所在地）

第2条児童館の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称 所在地

旭児童館 延岡市中川原町2丁目4591番地2
1 山下児童館 延岡市山下町1丁目7番地の9

緑ケ丘児童館 延岡市緑ケ丘3丁目 15番8号

、ーデ
中島児童館 延岡市中島町3丁目356番地の2

（職員）
第3条児童館（旭児童館及び緑ケ丘児童館を除く。）に必要な職員を置く。

（管理の委託）
第4条次の表の左欄に掲げる児童館の管理は、同表の右欄に掲げる法人に委託する。

名称 I 管理を委託する法人

旭児童館

緑ケ丘児童館

（委任）

社会福祉法人杉の子福祉会

社会福祉法人緑ケ丘福祉会 ／ 

,.. 第5条この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則

この条例は、所管庁の認可を経て、公布の日から施行する。
附員lj(昭和45年4月15日条例第1号）

この条例は、所管庁の認可を経て、公布の日から施行する。
附員lj（昭和46年3月26日条例第30号）

この条例は、所管庁の認可を経て、昭和46年4月1日から施行する。
附員IJ(昭和48年3月31日条例第12号）

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附員lj（昭和56年2月21日条例第2号）

この条例は、昭和56年3月1日から施行する。
附員lj（平成4年3月27日条例第8号）

この条例は、公布の日から施行する。
附員lj（平成7年3月29日条例第15号）

この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附員lj（平成9年12月24日条例第38号）

この条例は、公布の日から施行する。
附則（平成10年3月30日条例第9号）

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

http://10.1.3.230/D1W_SAVVY /HTML_TMP/svhtml-1439372368.0.Mok吋i.6.0.DATA.html 04/11 /04 



.. 
‘ー

,.. 

,. 

． 
附則（平成10年6月23日条例第15号）

この条例は、公布の日から施行する。
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公の施設のヒヤリング

施設所管課

施設名 jベ日Jメ、z’ ノdメメ斤bヲ (fl~ ） 

16年度委託先

16年度施設管理委託料

委託の内容

，降
台%（~？，：／fl1完了i.7ν：ー）

今後の運営方針

17年度委託予定先

指定管理者制度への移行時期

ャ毛f1示ご所：.：・/.j ~ ) 

ムT1¥J 5リ／1 4.f l 'b l' ) . 

{ti利幸子1a竺 u St~＜ I( /fキJ皇官
入りn，イifij今）fj ~·J • ,.. 

直営で行う場合の理由付け

備 考



公の施設のヒヤリング

施設所管課

施設名 ／ベfj~ ；~号，~~~，ァ （也 J"、，，，、』ー

16年度委託先 豆町フ／οM ぷ
7♀： 』 'l-1、1・ハ1p~ ワ庁bEA 
ー－ー・ 唱’・ー・・・・一一． - -

」一一ー←＿＿＿＿，，

16年度施設管理委託料

•' ~／！）： 勺 'v.f A ミ, ＇（’~~·・を /l 6"!, ／ 

委託の内容 . ，；てt哩‘u、 q 」，3，マkで’f、：.， ・~ ；，、 、

／ 

，‘ 
今後の運営方針

17年度委託予定先 j 

メr/J'.. ~rν 
指定管理者制度への移行時期 //  fミ ヤ「」，

ir－－，一一？；‘芯／寸，ー－~r~一一f’一（tr一－ーロF E，ト

、

くb
司、、、司、

？？ケb‘旬必与-1tε勾令フうフ＇・＂
『－、＼、

p；三右手i~1lJ./- 1 JI? ！｛－？~とるぎ人 7 [ l 6 t 

一 ー－－一一一一’・『
ーー－－咽開圃島曹－－’開園．司司・・・司圃・ー・ーーー ーーー・ーー ー『・ー司ー圃．ー．一，．一．．．ー・・・ーー・・－－・－守司圃圃園田．．．． ，・ー・ー－ －・園田唱圃戸・』， ---・・骨唱曲両副圃・‘ ー－圃圃圃困圃恒国ー－・圃困司’－・・ーー，．唱一一岡一’一－圃4ー圃園ー同圃』F明－ ’ 

，‘ 直営で行う場合の理由付け

備 考



公の施設のヒヤリング

施設管理課 児童家庭課

施設名 旭児童館

16年度委託先 社会福祉法人杉の子福祉会

16年度施設管理委託料 7,100,000 

児童館の施設及び設備の維持管理

延岡市児童館運営管理規則第2条に規定する事業

委託の内容
(1）健全な遊びを通して児童の集団的及び個別的指導を行うこと。

’‘ 
(2）母親クラブ、子ども会等の地域組織活動の育成助長を図ること。

(3）前2号に掲げるもののほか、地域の児童の健全育成に必要な活動を行うこと。

指定管理者制度に移行し運営を続ける

今後の運営方針
（民営化についても検討したい）

17年度委託予定先 社会福祉法人杉の子福祉会

指定管理者制度への移行時期 平成18年4月

’‘ 直営で行う場合の理由付け

1階が高齢者対策課のデイサービスセンターである。

民営化した場合、建物を譲渡することが難しい。．

備 考
一・一一ー ．ー－． ー

鋼、‘－・司圃圃圃圃・・・-.. -. ．，，司司・ ・F • －ー



公の施設のヒヤリング

施設管理課 児童家庭課

施設名 緑ヶE児童館

16年度委託先 社会福祉法人緑ケ丘福祉会

16年度施設管理委託料 7,000 000 

児童館の施設及び設備の維持管理

延岡市児童館運営管理規則第2条に規定する事業

委託の内容
( 1）健全な遊びを通して児童の集団的及び個別的指導を行うこと。

，．‘ (2）母親クラブ、子ども会等の地域組織活動の育成助長を図ること。

(3）前2号に掲げるもののほか、地域の児童の健全育成に必要な活動を行うこと。

指定管理者制度に移行し運営を続ける

今後の運営方針

17年度委託予定先 社会福祉法人緑ケ丘福祉会

指定管理者制度への移行時期 平成18年4月

’‘ 直営で行う場合の理由付け

同一の建物の2階がファミリーJ、ィツである。

備 考



、「

4・
延岡市母子生活支援施設設置条例

昭和30年4月1日
条例第14号

改正 昭和34年4月7日条例第9号

昭和44年2月6日条例第10号

昭和58年3月25日条例第4号

平成10年3月30日条例第7号

〔この条例で題名改正〕

昭和42年11月1日条例第6号

昭和56年2月21日条例第2号
平成4年3月27日条例第8号
平成10年3月30日条例第10号

平成10年6月23日条例第15号 平成12年12月25日条例第55号

（設置）

1/2ページ

第1 条旦童福一祉法慣L~1122_年法律~妻。以空法」と必至ター）第旦条第豆項の規定に基づ
き、法第坦全の目的のため、延岡市母子生活支援施設（以下「母子生活支援施設Jとし、う。）を
設置するo

,,. （名称及び所在地） ？：イヤ／
第2条母子生活支援施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。 一／

名称 I 所在地

ファミリーハイツ 延岡市緑ケ丘3丁目 15番8号

（定員及び資格）
第3条母子生活支援施設の定員は、次のとおりとし、入所することのできる者は、法第塑季第一
1項に規定する保護者及び児童とする。

定員

｜世帯 120世帯
ド轟一一一一一 ~ 

（管理の委託）
第4条母子生活支援施設の管理は、社会福祉法人緑ケ丘福祉会に委託する。
（委任）

,,. 第5条この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。

附則（昭和34年4月7日条例第9号）
この条例は、公布の日から施行する。

附員lj(昭和42年11月1日条例第6号）
この条例は、所管庁の認可を経て、昭和42年11月1日から施行する。

附則（昭和44年2月6日条例第10号）
この条例は、所管庁の認可を経て、公布の日から施行する。

附則（昭和56年2月21日条例第2号）
この条例は、昭和56年3月1日から施行する。

附 員lj(昭和58年3月25日条例第4号）
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

附則（平成4年3月27日条例第8号）
この条例は、公布の日から施行する。

附員lj(平成10年3月30日条例第7号）
この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附則（平成10年3月30日条例第10号）
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
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附則（平成10年6月23日条例第15号）
この条例は、公布の日から施行する。

附則（平成12年12月25日条例第55号）
この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2/2ページ
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公の施設のヒヤリング

施設所管課

施設名 苦手笠，，＇~え長 5乞？え ｛つう~＇）ーノ＼イつ）

16年度委託先 ／ 

16年度施設管理委託料 メノ~t-_I; /, ln弓＂守

lfJZ~h%《 ι、幻．（ぐえれ FJt ) ／：子三主主役：＝JIう匂

委託の内容

， 
今後の運営方針

17年度委託予定先

指定管理者制度への移行時期 fl Aε，半～，／

,.. 
直営で行う場合の理由付け

備 考



公の施設のヒヤリング

施設管理課 児童家庭課

施設名 ファミリーハイツ

16年度委託先 社会福祉法人緑ケ丘福祉会

16年度施設管理委託料 16 551 000 

児童福祉法第38条に規定する業務

（母子生活支媛施設は、配偶者のない女子文はこれに準ずる事情にある女子及び

委託の内容
その者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの

-.... 者の自立の促進のためにその生活を支媛することを目的とする施設とする。）

指定管理者制度に移行し運営を続ける

今後の運営方針

17年度委託予定先 社会福祉法人緑ケ丘福祉会

指定管理者制度への移行時期 平成18年4月

同一の建物の1階が緑ケ丘児童館である。

-. 
直営で行う場合の理由付け

備 考
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延岡市児童養護施設設置条例

昭和28年3月31日
条例第10号

改正 昭和34年4月7日条例第10号

昭和56年2月21日条例第2号

平成8年3月29日条例第8号

昭和42年5月15日条例第3号
昭和62年10月1日条例第23号

平成10年3月30日条例第7号

〔この条例で題名改正〕

， 

（設置） t'!_ •• J, ,i,) ｛~ I~~~ f . .:ttυI＼入「後εL

第1条児童の福祉を保障する目的をもって乳児を除き、、保護者のない児童、虐待されている e

児童、その他環境上養護を要する児童を入所させて、Jこれを養護し、あわせてその自立を玄援
するため児童養護施設を設置する。
（名称及び所在地）
第2条前条により設置する児童養護施設の名称及び所在地は次のとおりとする。

名称 I 所在地

みどり学園 l延岡市若葉町1丁目2,726番地

（定員等）
第3条児童養護施設の定員は50人とし、入所することのできる者は児童福祉法〔E酪恒2年法
律筆四壁涜幻条第1項第3号による措置児童とする。
（管理）
第4条児童養護施設の管理は、社会福祉法人愛育福祉会に委託す石L、
（委任）
第5条この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。

附則（昭和34年4月7日条例第10号）
この条例は、公布の日から施行する。

附則（昭和42年5月15日条例第3号）
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

附則（昭和56年2月21日条例第2号）
この条例は、昭和56年3月1日から施行する。

附則（昭和62年10月1日条例第23号）
この条例は、公布の日から施行する。

附則（平成8年3月29日条例第8号）
この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附員IJ(平成10年3月30日条例第7号）
この条例は、平成10年4月1日から施行する。

， 
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公の施設のヒヤリング

施設所管課

施設名 乞童話ミfl花？支
16年度委託先

( )tノz¥fl.?J-三l 乏えネ5ヂt上会q

16年度施設管理委託料 6，－£ゾヌグジク f守

ιfオjJ.夕刊Zh 貯 rノψゥヘ七 tt' c＇好子《 3飢胤
委託の内容

さオ~TJ I処←εhf与立で 1 、t}、きみ；f¥. 

, ( I乙を t~ j長十rti字詰くf<1 n人向1t.)0 J 

今後の運営方針

17年度委託予定先

指定管理者制度への移行時期 ノムノザ， v---' 

。ノ~th ヤ？ ' !{/(<JI-、つ川 7r. eだ：(:_T2 f? ＼＇ ~Ii ~－ o 

,.. 
直営で行う場合の理由付け

備 考



公の施設のヒヤリング

施設管理課 児童家庭課

施設名 みどり学園

16年度委託先 社会福祉法人愛育福祉会

16年度施設管理委託料 6,537 000 

延岡市養護施設「みどり学園J管理規程に定めた内容に基づき、

施設を管理運営する。

委託の内容
（保護者のいない児童、虐待されている児童、その他環犠盛上房h金＿：；Lを必要とする児童

”h 

を入所させて養護し自立を支媛する。）

指定管理者制度に移行し運営を続ける

今後の運営方針
（民営化についても検討したい）

17年度委託予定先 社会福祉法人愛育福祉会

指定管理者制度への移行時期 平成18年4月

4’h 

直営で行う場合の理由付け

備 考
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公の施設のヒヤリング

施設所管課 長株三来

施設名 j時7マ処区多白的苅イ修セグー
(..J'Iεtf Ji') 

16年度委託先 舞可徒及多目的F奇妙e.:9 －~テ協会長会白鶴市··~~

16年度施設管理委託料
A串担，写多『ーt ..),k/.J;宵，nノ) l.'.Lt肋•3j奇p，景問子

人ぷ傍 ρ、去2~， tT1/7J ) / ~~：：：：：： fl 

ヌ.llf /J.色1'3$勾主札
q兆

F右手lへ屯 2~c ・,) 
委託の内容

,.. 
今後の運営方針

17年度委託予定先

指定管理者制度への移行時期

,... 
直営で行う場合の理由付け

、文 ζ-,n. d?,~ 丹吟戸：］Jiff]料公） ＂ゃれ式見 n入3・
、＂ 寸Y.t7tTOf1J γフ〉ド j'/6,ffl fiJ (.h肉料三安、

備 考 ャ61旬月どゐ匁持y

，大総~)ri t,rt ；＇.枇誌をめ C' /tJDO.Jt-1／.揃（い定期名b

メ），If・店長オtli幻ぐJず名作久q
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延岡市舞野地区多目的研修センター条例

昭和57年9月29日
条例第26号

1/3ページ

改正 平成3年9月25日条例第35号 平成9年3月31日条例第10号

平成16年3月30日条例第17号

（趣旨）
第1条この条例は、地方自治法（昭和2_2年法律第・＿57号〕第型4条型2の規定に基づき、延岡市
舞野地区多目的研修センター（以下「センターJという。）の設置及び管理に関し、必要な事項
を定めるものとする。
（目的及び設置）

第2条農用地の有効利用の促進、農業経営の改善及び農業担い手の育成・確保を図り、地
区全体の農業生産力の向上に資するためセンターを延岡市舞野町2550番地に設置する。
（管理）

第3条市長は、センターを常に良好な状態において管理し、最も効率的に運用しなければなら， ない。
（使用の許可）

第4条センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に条件を付けることができる。

（使用の不許可）
第5条市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1）公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2）建物又は附属設備等をき損するおそれがあるとき。
(3）管理文は運営上支障があると認められるとき。
(4）その他使用を不適当と認めるとき。
（使用許可の取消し等）

第6条市長は、センターの使用許可を受けた者（以下「使用者Jとしづ。）が次の各号のいずれ
かに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1）この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2）使用許可の条件に違反したときn

(3）前条に該当する理由が発生しTことき。
(4）偽りその他不正の手段により使用許可を受けたときo

,.. 2~1~~開？の取消し文は使用停止によって使用者が被った損害については市Mの
（入館の禁止等）

宅三？長は、次の各号のいずれかに該当する者の入館を禁止し、又は退館を命ずることが
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延岡市舞野地区多目的研修センター条例

昭和57年9月29日
条例第26号

1/3ページ

改正 平成3年9月25日条例第35号 平成9年3月31日条例第10号

平成16年3月30日条例第17号

（趣旨）
第1 条この条例は、地方自治法（昭和2_2年法律第旦7号〕第·＿2A~条の2の規定に基づき、延岡市
舞野地区多目的研修センター（以下「センター」という。）の設置及び管理に関し、必要な事項
を定めるものとする。
（目的及び設置）

第2条農用地の有効利用の促進、農業経営の改善及び農業担い手の育成・確保を図り、地
区全体の農業生産力の向上に資するためセンターを延岡市舞野町2550番地に設置する。
（管理）

第3条市長は、センターを常に良好な状態において管理し、最も効率的に運用しなければなら， ない。
（使用の許可）

第4条センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に条件を付けることができる。

（使用の不許可）
第5条市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1）公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2）建物又は附属設備等をき損するおそれがあるとき。
(3）管理又は運営上支障があると認められるとき。
(4）その他使用を不適当と認めるとき。
（使用許可の取消し等）

第6条市長は、センターの使用許可を受けた者（以下「使用者Jという。）が次の各号のいずれ
かに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1）この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2）使用許可の条件に違反したとき。
(3）前条に該当する理由が発生したとき。
(4）偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。

,.. 2 前項の使用許可の取消し又は使用停止によって使用者が被った損害については市は、その
責めを負わない。
（入館の禁止等）

第7条市長は、次の各号のいずれかに該当する者の入館を禁止し、又は退館を命ずることが
できる。
(1）他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる行為をする者
(2）その他管理に支障があると認める者
（使用料）

第8条使用者は、 ~11表に定める使用料（その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数
は切り捨てる。）を前納しなければならない。
（使用料の減免）

第9条市長は、公益上その他特に必要があると認めるときは使用料を減免することができる。
（使用料の還付）

第10条既に納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合
は、その全部文は一部を還付することができる。
(1）天災地変その他使用者の責めに帰することができない理由により、センターの使用がで
きなかったとき。

(2）センターの使用の日の7目前までに使用の取消しの申出があったとき。
(3）その他市長が特別の理由があると認めるとき。
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（遵守事項）
第11条センターの使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1）センターを使用する権利を他に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2）センターの原状を変更し、又はこれに工作を加えないこと。
(3）センターを許可を受けた目的以外に使用しないこと。
(4）その他市長において指示した事項

2/3ページ

（損害賠償）
第12条使用者は、センターに損害を与えた場合は、市長の認定する損害額を賠償しなければ

ならない。
（管理の委託）

第13条センターの管理は、舞野地区多目的研修センター運営協議会に委託する。
（委任）

第14条この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附員IJ(平成3年9月25日条例第35号）

（施行期日）
1 この条例は、平成3年10月1日から施行するo

,.. （経過措置）
2 改正後の延岡市舞野地区多目的研修センター条例の規定は、平成3年10月1日以後の使
用許可に係る使用料について適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従
前の例による。

附則（平成9年3月31日条例第10号）
（施行期日）

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
（経過措置）

2 この条例による改正後の延岡市舞野地区多目的研修センター条例の規定は、平成9年4月
1日以後の使用許可に係る使用料について適用し、同日前の使用許可に係る使用料につい
ては、なお従前の例による。

附則（平成16年3月30日条例第17号）
（施行期日）

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
（経過措置）

2 改正後の延岡市舞野地区多目的研修センター条例の規定は、平成16年4月1日以後の使
用許可申請に係る使用料について適用し、同日前の使用許可申請に係る使用料について

,.. は、なお従前の例による。
別表（第8条関係）
延岡市舞野地区多目的研修センター使用料

使用時間 午前 午後 夜間 全日

区分 午前9時から 正午から 午後5時から 午前9時から

正午まで 午後5時まで 午後10時まで 午後10時まで

円 円 円 円

多目的ホール 1 570 2 620 3150 7 340 

大研修室 午前9時から午後5時まで 310円

(1時間につき）
午後5時から午後10時まで 420円

小研修室 午前9時から午後5時まで 210円

(1時間につき）
午後5時から午後10時まで 260円
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調理実習室 l午前9時から午後5時まで

什比聞ド（卓、 l午後5時から午後10時まで

設備器具 lバレーボール 11組1回につき

310円

420円

E
F
 

、ンアロフ
円n

U
 

G
U
 

η
ζ
 

1枚1回につき

100円

1人1回につき

100円

1時間につき

100円

バドミントン 1組1回につき
一

備

ワ

設

ヤ

－

送

シ
－
放

円

－

円

n

u

n

u

 

p
o
n
o
 

n
，ι
n

ζ

 

車球 1組1回につき

付記

1 多目的ホールを部分的に個人で使用するときは、 1時間につき50円とする。

2 入場料を徴収する場合又は営利を目的とした展示会等に使用する場合は、上記の使
用時間区分に従い、当該額の3倍額とする。

3 許可時間を超えて使用するときは、超過時間1時間につき次の使用料を徴収する。

午後5時以前午後の使用料の5分の1
午後5時以後夜間の使用料の5分の1

" I 4 特別に電気等を使用するときは、実費相当額を加算する。

5 多目的ホールを半面使用するときは、半額とする。

，． 
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公の施設のヒヤリング

施設所管課 愛林f系 〈：長(t)1-ん〉

施設名 ｝；主）司キ業村句人同イ吟ヒ：？－←

16年度委託先

16年度施設管理委託料

委託の内容

,.. 
今後の運営方針

17年度委託予定先

指定管理者制度への移行時期

,. 
直営で行う場合の理由付け

（寸tJtY侃1 耗対処＼

え主jをη 1~ 土 lID 殺＆教えZるうう。

え志色気今イみ，t善対のぷ賞。 f協念ぎの悌）rバ Q

備 考 次_gf.t.＂）；支えー f手：泉村t]IJ比二ターザ〉
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l農村婦人研修セントの概要（指定管理者制度資料）｜

収入・ 経費 につ いて

〔市の支出〕

・委託料（施設管理業務委託料）・

－管理維持費（消耗品費・燃料費・光熱水費・修繕料・通信運徹費・手数料）・．

・土地借上料（ J A所有）・
賞.fb;ioみ1ム

〔市の歳入（施設使用料）〕

平成 15年度： 34 2, 0 7 0円、

2. 管理委託について

1 4年度： 33 3, 5 8 0 

5 0, 0 0 O円

・850, 00 0円｜

・300, 00 0円｜

1 3年度： 34 2, 

1. 150, 00α司

2 1 0円

延岡市農村婦人研修センター運営協議会人委託。（条例にも書いている）

!!J..礼職員収入）が施設管理。：人件費は：！IiAが負担.~：u

JA.，汀..~ ;4_ (i子；：.，， fみ~（凌《氏f仁、

3. 業務内容 〈委託内容〉

使用料の収納、施設利用申請受付、施設維持管理、設置器具の操作・指導

4 当施設に関する市の業務

－各経費（光熱水費等）の支払い、利用状況表の作成 等

5. 指定管理者制度に移行したら・

の支払し忠利用状況表め作成等）を完全委託

、る管理維持費を委託料として協議会に支出

使用料も協議会収入となる （価格設定の融通が利く）

・委託料（案）

＋ 人件費を請求されるかも・・？

③〉使用料を協議会収入とする場合・・ 12 0万 3 5万（利用料収入） =85万（委託料）

※使用料を市の収入とする場合・・・ 12 0万円（委託料）

6. 現状 維持はできないのか？

・「直営Jとし、う形をとらないと無理。条例に「協議会に委託する」

体育館等は「委託するJと条例に入っていない）

と明記しであるので難しい。（市民
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延岡市農村婦人研修センター条例

（趣旨）

昭和62年3月30日
条例第4号

改正 平成3年9月25日条例第36号 平成9年3月31日条例第11号
平成16年3月30日条例第18号

第1 条この条例は、地左自治法f昭和22_年法律第幻号）第2~4条の2の規定に基づき、延岡市
農村婦人研修センター（以下「センターJとしヴ。）の設置及び管理に関し、必要な事項を定め
るものとする。
（目的及び設置）

第2条農村婦人の生活改善等の研修を行い、活気あるむらづくりを推進するため、センターを
延岡市大武町39番地2に設置する。
（管理）

第3条市長は、センターを常に良好な状態において管理し、最も効率的に運用しなければなら
,.. ない。

（使用の許可）
第4条センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に条件を付けることができる。

（使用の不許可）
第5条市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しない。

(1）公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2）建物又は附属設備等をき損するおそれがあるとき。
(3）管理又は運営上支障があると認められるとき。
(4）その他使用を不適当と認めるとき。
（使用許可の取消し等）

第6条市長は、センターの使用許可を受けた者（以下「使用者」という。）が次の各号のいずれ
かに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1）この条例文はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2）使用許可の条件に違反したとき。
(3）前条に該当する理由が発生したとき。
(4）偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。

,.. 2 前項の使用許可の取消し又は使用停止によって使用者が被った損害については、市長は、
その責めを負わない。
（使用料）

第7条使用者は、別表第1及び別表第2に定める使用料を前納しなければならない。
（使用料の還付）

第8条既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理
由によりセンターの使用ができなかったとき、その他市長が特別の理由があると認めたとき
は、使用料の全部又は一部を還付することができる。
（禁止事項）

第9条使用者は、次の各号に掲げる事項をしてはならない。
(1）センターを使用する権利を他に譲渡し、又は転貸すること。
(2）センターの原状を変更し、又はこれに工作を加えること。
(3）センターを許可を受けた目的以外に使用すること。
(4）その他市長において指示した事項に反すること。
（損害賠償）

第10条使用者は、センターに損害を与えた場合は、市長の認定する損害額を賠償しなければ
ならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
（管理の委託）

第11条センターの管理は、延岡市農村婦人研修センター運営協議会に委託する。
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（委任）

第12条この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 員lj

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則（平成3年9月25日条例第36号）

（施行期日）

1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。
（経過措置）

2/3ページ

2 改正後の延岡市農村婦人研修センター条例の規定は、平成3年10月1日以後の使用許可
に係る使用料について適用し、同目前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例
による。

附貝lj(平成9年3月31日条例第11号）
（施行期日）

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
（経過措置）

2 この条例による改正後の延岡市農村婦人研修センター条例の規定は、平成9年4月1日以
後の使用許可に係る使用料について適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、
なお従前の例による。

附貝lj(平成16年3月30日条例第18号）
（施行期日）

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
（経過措置）

2 改正後の延岡市農村婦人研修センター条例の規定は、平成16年4月1日以後の使用許可
申請に係る使用料について適用し、同日前の使用許可申請に係る使用料については、なお
従前の例による。

別表第1（第7条関係）

施設使用料

使用時間

区分

自給農産物加工室

家事共同室

付記

午前

午前9時から

正午まで

午後 全日

午後1時から 午前9時から

午後5時まで 午後5時まで

1,260円 1,680円 2,940円

520円 630円 1,150円

1 自給農産物加工室の使用に伴って家事共同室を使用するときは、家事共同室の使用料
は、徴収しない。

2 自給農産物加工室を使用時間を超えて使用するときは、その超える時間1時間（1時間
未満は、 1時間とする。）につき520円を徴収する。この場合には、その超える時間の別表
第2の使用料は、徴収しない。

別表第2（第7条関係）

機械器具使用料

区分

真空フライヤー

殺菌槽

圧力煮釜

回転式一重釜

蒸し器

ガスバーナーコンロ

ミートチヨツノ《ー

単位 金額

1 ムロ 210円

1台 150円

1 ムロ 150円

1 ムロ 150円

1 ムロ 150円

1ムt:l 150円

1台 100円

http:/ I 1 0.1.3.230/D 1 W _SAVVY/HTML_ TMP I svhtml-13 7 3061 088.0.Mok吋i.4.0.DATA.html 04/11 /05 



3/3ページ

’－ ＇巴

フードカッター 1台 100円

フィニッシャー 1 ムロ 100円

簡易シール機 1台 100円

水物シール機 1 ムロ 100円

真空包装機 1 ムロ 100円

ポン菓子機 1 ムロ 100円

ガス炊飯器 1台 100円

ガスオーブン 1 ムロ 100円

製粉機 1台 100円

付記
1 金額は、 1回当たりのものとする。
2 1回とは、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時までのそれぞれをいう。

r 

r 
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支豆I司？行居蔓;;f:寸京帯J人石汗イ謹吾寸Z ンター棺元芸要

l.事業名 ー 昭和 61年度農村地域ドータルライフ向上対策事業

（昭和 6"2年4月1日開設）

2－.事業の目的 食生活の改善のため自家農産物の加工や村おこしの一環と

( 3.事業費

4.事業量

5.設置場所

－ 

・，

6.管理運営

7.利用状況

して、地場農産加工品の開発をめざし、その技術習得及び

学習ができる施設を整備する。

46. 200. 000円

本体施設 3 3. 4 7 7. 0 0 0円

内部設備 1 2. 7 2 3. 0 0 0円

〔うち国庫補助（ 1/3) 15. 066, 000円〕

鉄骨平屋建

機械器具一式

l棟 20 7 . 9下nf

延岡市大武町39番地2 TEL (34) 3041 

延岡市農村婦人研修センター運営協議会に委託

年度

6 3 

フE

2 

-J 

午
ち

年間利用回数

1 9 6日

1 8 9 

1 6 9 

17¥) 

163 

I ~o 

団体数

2 5 3 

2 1 8 

2 0 8 

え／／

)-0与4

~Ob 

利用延人数

L 8 6 5人

1. 9 6 8 

1. 6 3 6 

~7与志

／，~－／タ
ペ7£＇ぷ

ー，・） 

機 械器具

真空フライヤ 1基 蒸気ボイラー Ii基

殺菌槽 1台 全自動軟水器 1 ：基

圧力煮釜 l基， オイルタンク l基

回転式三重釜 l基 一槽シンク 2台

蒸し器 l台 計量器 1 ムロ

ガスバーナー 1台 湯沸器 l台

動力ミンチ l基 打栓器 1 ムロ

フードカッタ－ l基 製麺器 l基

フィニッシャー l台 ミキサー l台

簡易シール機 l基 ミンチ台 l台

水物シール機 l基 作業台 2台

真空包装機 l基 調理実習台 2台

穀類膨張機 1基 調理台 2台

ガス炊飯器 2台 運搬車 1 ムロ

ガスオーブン l台 冷蔵庫 l台

製粉器＋ -1－基 扇風機 Z台

その他小設備一式
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公の施設のヒヤリング

施設所管課

施設名 制地E足時J牝ター（諸島J

16年度委託先 ぬ；街区長~

16年度施設管理委託料 グ行司

委託の内容

今後の運営方針

17年度委託予定先

指定管理者制度への移行時期

災発~ヰ苧τ. l主。ιt色〈え， （ 
， 

／＠演美）L~fl 勺 T ノ~＇ib~1, 
J疹者t：シF

＼ 
G 工均時為林.filね’）宅復r!rE リ Z れ ~o

直営で存ラ場 A - －一・，．．． ー‘ 
ロザ五一 刊 tJ #I二処1>'J'e 1 <Y> ,XJU"に

4 以 07TOfl (;ti削減1・fH.特長）

. －~・1 、1J -~＇f ノm巧 Z j:' I ftO,n-pPJ ( lilJJ泌成〉

備 考 。乎会合手よ~
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延岡市南浦地区基幹集落センター条例

（趣旨）

昭和58年3月25日
条例第2号

1/1ページ

第1 条この条例は、地元自治遺100和＿？_2年法律第~7号；窒望11-~ーの2の規定に基づき、延岡市
南浦地区基幹集落センター（以下「センターJという。）の設置及び管理に関し、必要な事項を
定めるものとする。
（目的及び設置）

第2条産業の振興と住民の福祉の向上に資するため、センターを延岡市熊野江町1916番地
に設置する。
（管理）

第3条市長は、センターを常に良好な状態において管理し、最も効率的に運用しなければなら
ない。
（使用の許可）

第4条センターを使用する者（以下「使用者Jという。）は、あらかじめ市長の許可を受けなけれ
ばならない。、（使用の制限）

、v

第5条使用者は、センターの使用に当たって次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1）センターの設置目的に反する行為
(2）センターの建物文は附属設備を破損し、若しくは滅失するおそれのある行為
(3）前2号に掲げるもののほか、センターの管理運営上支障がある行為
（損害賠償）

第6条使用者は、センターに損害を与えた場合は、市長の認定する損害額を賠償しなければ

ならなし，＇.o-・－’
（－管重通営の委託）x －一

第7条センターの管理運営は、南浦区長会に委託する。
（委任）

第8条この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
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公の施設のヒヤリング

施設所管課 森林持，

施設名 g1司市宏之5排をフ伶ヌ~fi1色ムタ－ (Hr_lt) 

16年度委託先 （有）店内版局椛ijlJ11乞〉ター一

16年度施設管理委託料 ／ぷ〉三戸bλ門 L土佐える守J1J2 ) 

定事勢同フ紛内込理

委託の内容

今後の運営方針

17年度委託予定先

指定管理者制度への移行時期

之子持れ111.li~ ：氏今元：，%'1 才~·主ど；·1~ cJ§之之、、'3Q 

>f¥勺祁的？何／ rt・ フf：勺い L Ii〕必{f_$Q 

直堂？で在う場奮の理由村－げ一

•'( t.え司J;J；骨．

－ 名店先ふ .JA. ，~炎勺まど Z 持上 （（（＂，河 Z ，［老夫

備 考 布伶便利ぞ：クー
ヌ~I留守主計J、‘ つ'C"O℃λ

ι. ct・「入｝／／

jc:~五－－－初主委ノ
一，F --

闘も

、，

、v
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延岡市家畜排せつ物処理センター条例

（趣旨）

平成7年3月29日
条例第9号

1/1ページ

第1条この条例は、地方自治法（昭和i2年法律第幻呈1筆塑4条{!)__2.の規定に基づき、延岡市
家畜排せつ物処理センター（以下「センターJという。）の設置及び管理に関し、必要な事項を
定めるものとする。
（設置）

第2条家畜排せつ物等による環境汚染の防止及び畜産経営の合理化を図るため、センターを
延岡市追内町684番地1(こ設置する。
（管理の委託）

第3条市長は、センターの設置の目的を効果的に達成するため、その管理を有限会社延岡地
区有機肥料センター（以下「管理受託会社jという。）に委託する。
（利用料金）

第4条家畜排せつ物をセンターで処理しようとする者は、利用料金を納付しなければならな

、2 利用料金は、家畜排せつ物の処理に要する経費の範囲内において、管理受託会社が市長
の承認を得て定めるものとする。

、，

3 利用料金は、管理受託会社の収入とする。
（禁止行為等）

第5条家畜排せつ物をセンターで処理しようとする者は、家畜排せつ物の処理に支障がある
物を当該家畜排せつ物に混入させてはならない。

2 市長文は管理受託会社は、処理に支障がある家畜排せつ物の処理を拒否することができ
る。
（委任）

第6条この条例に定めるもののほか、センターの設置及び管理に関し必要な事項は、市長が
別に定める。

附 則
この条例は、別に規則で定める日から施行する。（平成7年8月規則第23号で、同7年9月1日

から施行）
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公の施設のヒヤリング

施設所管課 受林ヲ采

施設名 ぇ町市役t勾ヒユクー

16年度委託先 17 ）~ 乙－ ｝セγγ ー

16年度施設管理委託料
{f '"11 ;f2Jノ

/OiS円 (!..t号ィ笠酬や、M川 bをを勺Hぶ倒ti？倣〉

委託の内容

、.
今後の運営方針

17年度委託予定先

指定管理者制度への移行時期

、w 直営で行う場合の理由付け

·~· !¥J J攻 ）A ；~＇.， 品、νl{j何i

；、足ュt・ ‘パ1 詮iえ

備 考
・1とさら扮j革、むん1rJ¥1r広ゑん＼' ~l 
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延岡市食肉センター設置条例

昭和53年3月28日
条例第11号

1/2ページ

改正 昭和60年10月1日条例第19号 平成3年9月25日条例第37号

平成9年3月31日条例第12号 平成16年3月30日条例第19号

（設置）

第1条と畜場法（昭和鈎年法律一筆11慢）第慢の目的達成のため、本市に食肉センターを設
置する。
（名称及び所在地）

第2条食肉センターの名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称 I 所在地

延岡市食肉センター 延岡市塩浜町2丁目2052番地ノ1

、， （使用申込み）
第3条食肉センターを使用する者（以下「使用者」という。）は、市長に申し込みをしなければな
らない。

司・v

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは食肉センターの申込みを制限し、また受理し
ないことができる。
(1）食肉センターの許容能力を超えるとき。
(2）管理上必要があると認めたとき。
(3）その他市長において必要と認めたとき。
（使用料）

第4条利用者は、申込みのとき次表に定める使用料（その額に10円未満の端数が生じたとき
は、その端数は切り捨てる。）を前納しなければならない。

区分 使用料 備考

牛・馬 1頭につき 630円 開場時間以外及び休

豚 1頭につき 520円 日の使用料は、 5割増

子牛・子馬 1頭につき 520円
とする。

めん羊・山羊 1頭につき 100円

（使用料の還付）
第5条既納の使用料は市長において特別の理由があると認める場合のほか返還しない。

（損失負担）

第6条市長は、天災地変等避けることができない事故によって損害を生じた場合は、その責を
負わない。
（委任）

第7条この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則

（施行期日）
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
（経過措置）

2 新施設の供用開始までは、条例第2条に規定する所在地は延岡市塩浜町2丁目2049番地ノ
7とする。
（他条例の改廃）

3 延岡市と畜場使用料徴収条例（昭和8年7月17日）は廃止する。
4 延岡市？を別会：jt設置会例（昭手口39年条例第16号）の一部を次のように改正する。

http:/ /10.1.3.230/D 1 W_SAVVY /HTML_ TMP I svhtml一1373061088.0.Mokuji.7.0.DATA.html 04/11 /05 



、
司令

2/2ページ

九、．‘ 

ー

（次のよう略）
附則（昭和60年10月1日条例第19号）

この条例は、公布の日から施行する。
附則（平成3年9月25日条例第37号）

（施行期日）
1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。
（経過措置）

2 改正後の延岡市食肉センター設置条例の規定は、平成3年10月1日以後の使用許可に係る
使用料について適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

附員IJ(平成9年3月31日条例第12号）
（施行期日）

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
（経過措置）

2 この条例による改正後の延岡市食肉センター設置条例の規定は、平成9年4月1日以後の
使用許可に係る使用料について適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお
従前の例による。

附則（平成16年3月30日条例第19号）
（施行期日）

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する0・（経過措置）
2 改正後の延岡市食肉センター設置条例の規定は、平成16年4月1日以後の使用申込みに
係る使用料について適用し、同日前の使用申込みに係る使用料については、なお従前の例
による。

‘’ 
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公の施設のヒヤリング

施設所管課 三 ，~t 乃をが／乙不

施設名 j釘（名ぶil易関／ ゐ階L~ii1~t~

16年度委託先 方＝久去か／二；ル／、ィj才色；ター
〔／11Jll) x 7 ?o PJ ) 

16年度施設管理委託料 究芯金たえM三£ρlr).a:叫：1t/1'- ((l.J.),!7Tb司

。場l内今月杯初公し牟－樹木η想定 p

委託の内容

、v
今後の運営方針

17年度委託予定先 礼状，f§持t'4J(.

指定管理者制度への移行時期 c--・ ；；，；；；－－－－一一「

ノヂIt /, -2/J・ 笠.：-ti究ル河内之ムダ2・・1Jく毛

《 f~i魚 I二ト 1 ぃ： Q (8~，~ 咋：盈ーフ〉

、， 直営で行う場合の理由付け

＼ご斉捧 J 庁五-2-.l: ~ 1i/1 －巴：ト ー－－ーーーー園旬』

えaな 2と｛ Ii)・oi ff_J私l；相手 iさ］J臼 r－~t良4~
備 考

J！－~方、内心定

り／レ，，.＿ J(f ヂメリ。 区12r~ ＼不姐 2自
／／／  

q 



、．． 

園
町

、v

、，

－、

‘ 
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担当 者
起 案 検 討 者 決 裁 者

責任者 係長 課長補佐 課 長

⑧ ⑮ 
‘；事） ⑧ 改1

TEL 

発信番号 意見

（第 号）

施 行

平成 年 月 日 ,J.口~ 議 者

あて先 係 員

与量
発信者名

文書取扱主任 公印

意見

件名 今後の市営墓地の管理方針について （報告）

（別紙 枚）

地方自治法の一部が改正され、公の施設（＝市営墓地）の管理については、その様態によっ

ては指定管理者制度へ移行しなければならなくなりました。

そこで、今後の市営墓地の管理方法について課内協議しましたが、別紙理由等により、今後

もゴミ回収や草刈りなどの事実上の行為についてのみ委託を行い、管理の形態としては直営と

する方針となりましたので報告いたします。



公の施設の指定管理者制度への移行について （検討資料）

地方自治法の一部が改正され、公の施設で旧法 244条の 2第 3項に基づく委託を行なって

いたものについては、指定管理者制度へ移行しなければならなくなった。

（またこの機会に、直営で管理していたものについても効率性等を再検討し、可能であれ

ば前記制度へ移行されたいとの趣旨も含まれている。）

、，

（変更の概要）

旧法では、委託先が「地方公共団体が出資している法人J、「公共団体J若しくは「公共的

団体Jに限定されていたが 改正後は、自治体が適当と認める団体であれば、そのほぼす

べてについて管理の指定を行なうことが可能となった。但しその際には、指定の方法（手

続）、管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項をあらかじめ条例で定め、更に、指定管

理者の決定については議会の承認を受けなければならないこととなったo

（法改正の背景）

旧法では上記のとおり委託先が制約されていたため、公の施設を設置した場合にはその多

くが第 3セクタ一方式により管理運営されてきているが、非効率などからその殆どが失敗

しており、民間の経営ノウハウを取り入れるべきとの意見がでていること、また、昨今の

不況により民需が低迷しているため、特定の団体が独占してきた業務受注を広く民間に開

放することにより景気の浮揚を図る意図も含まれているものと思われる。

延岡市営墓地＝公の施設

現在の墓地管理の状況、w ・雑草の刈り取り、簡易な雑木伐採 → シルバー人材センター

ゴミの回収、簡易雑務 → 延岡市庁友会

（※但し、旧地方自治法第 244条の 2第3項の基づく委託契約ではなし、）

・今回の法改正で管理の対象となる業務とは、清掃や警備といった事実上の行為としての

業務だけでなく、使用の許可や使用料の徴収といった公法上の管理行為としての業務をも

含むものを指し、現在市営墓地の管理のために行なっている清掃や草刈りなどの事実上の

行為としての業務についてのみの委託については、指定管理者制度への移行を行わなけれ

ばならないものとは解釈されていない。

－

t
i
l－
－
、



（指定管理者制度へ移行する場合の想定し得る業務形態）

前述のとおり、法律の想定している業務とは使用の許可など公法上の管理行為を含めた業

務である。よって市営墓地について指定管理者制度を採用する場合、清掃、草刈り等現在

において委託している管理業務は勿論、生活環境線において市職員により行なわれている

使用の許可、危険個所の選定と整備、使用者の調査等をも含めた総合的な管理を業務の範

囲として検討する必要がある。

（指定管理者制度へ移行しないと決定した場合の論拠）

使用者の所在調査が困難

折に触れ、住基端末を使用するなどの方法により調査が必要となるが、この行為につ

いては、公務員以外では容易に出来ない。

市営墓地全体の調整が図れない

特に岡富墓地については、利便性や安全性に欠ける状況であり、且つ、立地条件等から

その環境を改善することも困難な状況。したがって、将来的には墓地の新設と同時に当

該墓地の整理縮小を考えなければならなくなると予想されるが、その際には将来的な構

想、を基に計画的な整理を進めていく必要があり、使用の許可など、公法上の管理について

まで指定管理者制度による管理にしてしまうと不都合が生じる。

l 
司V
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延岡市墓地条例

（設置）

昭和55年12月22日
条例第32号

1/2ページ

第1条墓地、埋葬等！三関する法律（昭和23年法律第48号）に基づき、焼骨を埋蔵し、公衆衛生
の向上に資するため、本市に墓地を設置する。
（名称及び位置）

第2条墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

岡富公園墓地

西階公園墓地

（使用の許可）

位置

延岡市岡富町1064番地

延岡市西階町2丁目4762番地

第3条墓地を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
（使用者の資格）、第4条墓地を使用する者（以下「使用者」という。）は、本市に住所を有し、祭事を主宰する者で
なければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、この限りでない。
（使用条件及び費用負担）

第5条市長は、墓地使用者に対し、その使用について条件を付し、又は維持管理上必要な措
置を命ずることができる。

2 使用者が前項の措置に応じないときは、市長がこれを行い、その費用は使用者から徴収す
る。
（使用地の返還）

第6条使用者は、使用地が不用になったときは、これを原形に復し、市長ヘ返還しなければな
らない。ただし、市長の承認を得たときは、現状のまま返還することができる。
（使用地の変更及び返還措置）

第7条市長は、公用、公共用文は公益上必要があるときは、使用地の変更文は返還を命ずる
ことカ〈できる。

2 市長は、前項により変更又は返還を命じたときは、他の墓地及び移転に要する費用を交付
し、又は既納使用料を還付することができる。
（使用権の承継）、第8条使用者の死亡等により、その祭事を承継した者は、市長の許可を得て使用権を承継す
ることができる。
（使用権の消滅）

第9条次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用権は消滅する。
(1）使用者が死亡し、又は使用者である法人が解散した場合において、祭事を承継する者
が2年以内に当該使用地の継続使用を市長に申請しないとき。

(2）使用者が住所不明となり7年を経過しても、祭事を承継する者が継続使用を市長に申請
しないとき。

2 市長は、前項各号の規定により使用権が消滅したときは、墳墓その他の物件を一定の場所
に改葬文は移転することができる。
（使用許可の取消し）

第10条市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。
(1）使用地をその目的以外に使用したとき。
(2）市長の許可なく使用権を譲渡又は転貸したとき。
(3）市長が相当の理由があると認めた場合を除き、使用許可の日から2年を経過しても使用
しないとき。

2 前項により使用許可を取り消されたときは、使用者は、直ちにその使用地を原形に復し、市
長へ返還しなければならない。

3 使用者が前項の措置を行わないときは、市長がこれを行い、その費用は使用者から徴収す
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る。
（使用地の制限）

第11条墓地の使用は、使用者1人につき1区画とする。ただし、市長が特別の事情があると認
めたときは、この限りでない。
（使用料）

第12条使用料は、 1平方メートルにつき2万円とする。
2 使用料は、使用許可の際これを納付しなければならない。
3 継続使用許可を受けた墓地については、使用料は徴収しない。

（使用料の不還付）
第13条使用料は、第7条第2項に規定する場合を除き還付しない。ただし、使用許可を受けた
後3年以内に返還したときは、既納使用料の半額を還付する。
（使用料の減免）

第14条市長は、特別な理由があると認める者については、使用料を減免することがで、きる。
（委任）

第 15条この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則

1 この条例は、昭和56年1月1日から施行する。
2 延岡市市営墓地使用条例（昭和29年条例第23号）は、廃止する。
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公の施設のヒヤリング

施設所管課 下水 l玉砕
施設名 愛づ宇系，：忌排水処花

16年度委託先

16年度施設管理委託料

委託の内容

、，
今後の運営方針

17年度委託予定先

指定管理者制度への移行時期
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日本ヘルス工業側

九州富士電機側

南九州ソイル側

農興産業側

延岡市町友会
宮崎ビルサービス（鮒

（槻南日本環境センター
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f社1延喧喧~l1'~S竺λ担埜ユノタ！ー
備）宮通

側東洋検査センター

未定

安協会

平成16年度公の施設の委託内容
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延岡市集落排水処理施設条例

平成2年3月31日
条例第16号

改正 平成4年12月25日条例第40号 平成9年3月31日条例第9号

1/4ページ

平成10年12月24日条例第28号 平成12年3月28日条例第13号

〔この条例で題名改正〕

平成15年6月26日条例第25号

（趣旨）
第1条この条例は、農村地域及び漁村地域における生活環境の整備を図るため、挫方自治
j忠堕塑22___fE法律第堅1号）第型僚の2第1項の規定に基づき、延岡市（以下「市」という。）が
設置する集落排水処理施設（農業集落排水処理施設及び漁業集落排水処理施設をいう。）
の管理に関し、多生槽法（昭和58年法律第43号）その他の法令に定めるもののほか、必要な
事項を定めるものとする。、， （定義）

第2条この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1）汚水し尿及び雑排水（生活に起因する排水をいい、雨水、工場廃水その他排水処理施
設の機能を妨げるおそれのある排水を除く。）をいう。

(2）排水処理施設汚水を排除し、文は処理するために市が設置し、管理する施設で、処理

場を有し、かつ、汚水を排除すべき施設の相当部分が暗渠である構造のものをいう。
(3）排水設備家屋也君見法＿(J!酬お年一塗律算包喧立第~Al全第3号に規定する家屋をい
う。以下同じ。）から排除される汚水を排水処理施設に流入させるために必要な排水管、排

水渠その他の排水施設（屋内の排水管並びにそれに固着する流し、浴槽及び洗面器並び
に水洗便所のタンク及び便器を含み、し尿浄化槽を除く。）をいう。

(4）排水区域排水処理施設により汚水を排除することができる区域であって、市長が公告
した区域をし、う。

(5）水道本道法i昭如程年法律第1空垂1第金会筆5項に規定する水道事業者である市が
経営する水道をいう。

（公告）
第3条市長は、排水区域を定めたときは公告するものとする。、， 2 市長は、排水処理施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ次の各号に掲げる事項
を公告するものとする。
(1）供用を開始する期日
(2）汚水を排除することができる区域
(3）前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
（排水設備の設置）

第4条排水区域内の家屋の所有者で、汚水を排水処理施設に排除しようとするものは、排水
処理施設の供用が開始された場合においては、遅滞なく排水設備を設置しなければならな
い。ただし、特別の理由がある場合であって、市長の許可を受けたときは、この限りでなしえ
（排水設備の構造等の基準）

第5考排水設備の設置及び構造については、建築基準法（昭和25年法律第201号）その他の
法市の規定の適用がある場合においては、それらの法令の規定によるほか、規則で定める
技術上の基準によらなければならない。
（排水設備の計画の確認）

第6条排水設備の新設、増設、改築文は撤去（以下「排水設備の新設等Jという。）を行おうと
する者は、あらかじめ、その計画が前条に定める基準に適合するものであることについて7相
則で定めると与ろにより、市長に申請し、その確認を受けなければならない。確認を受けた正
項を変更しょっとするときも同様とするoただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのな
い変更にあっては、あらかじめ、その旨を市長に届け出ることで足りる。

http://10.1.3.230/D1W_SAVVY /HTML_TMP/svhtml-1114421473.0.Mokuji.0.0.DATA.html 04/11/08 



宅、

， 
2/4ページ

（排水設備の工事の実施）
第7条排水設備の新設等の工事（規則で、定める軽微な工事を除く。）は、市長が指定した者
（以下「指定工事店Jという。）で、なければ行つてはならない。
（排水設備の工事の検査）

第8条排水設備の新設等を行った者は、当該工事が完了したときは、当該工事の完了した日
の翌日から起算して5日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出て、当該
工事が第5条に定める基準に適合しているものであることについて、市長の検査を受けなけ
ればならない。

2 市長は、前項の検査をした場合において、当該工事が第5条に定める基準に適合していると
認めるときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより、検査済

証を交付する。
（指示）

第9条市長は、排水設備の新設等を行おうとする者、排水設備により汚水を排水処理施設に
排除してこれを使用する者（以下「使用者jという。）及び指定工事店に対し、排水設備の管
理、使用及び工事に関し、必要な指示をすることができる。
（使用開始等の届出）

第10条排水設備を有する家屋の所有者又は使用者は、排水処理施設の使用を開始し、休止
し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、規則で定める
ところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。、， 2 排水設備を有する家屋の所有者又は使用者は、使用者に変更が生じたときは、規則で定め
るところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

、w

（排除の制限）
第11条使用者は、第2条第1号に規定する汚水以外の排水を排水処理施設に排除してはなら
ない。
（使用料の徴収）

第12条市長は、使用者から使用料を徴収する。
（使用料の額等）

第13条使用料の額は、使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定める基本料金及び従
量料金の合計額！こ100分の105を乗じて得た額（その額lこ1円未満の端数が生じたときは、そ
の端数は切り捨てる。）とする。

汚水の種類 基本料金（1月につき） 従量料金

排除汚水 金額 排除汚水量 金額（1立方
i呈ヨ． メートルlこつ

き）

一般汚水 10立方メー 640円 10立方メートルを超え20立方メート 68円
トルまで ルまでの分

20立方メートルを超え30立方メート 77円
ルまでの分

30立方メートルを超え40立方メート 88円
ルまでの分

40立方メートルを超え50立方メート 106円
ルまでの分

50立方メートルを超え100立方メー 121円
トルまでの分

100立方メートルを超え500立方メ 140円
ートルまでの分

500立方メートルを超える分 160円
その他汚水 100立方メートルまでの分 58円

100立方メートルを超え500立方メ 77円
ートルまでの分
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500立方メートルを超え1000立方メ 97円
ートルまでの分

1000立方メートルを超える分 116円

浴場汚水 10立方メー 640円 10立方メートルを超える分 19円
トルまで

備考
(1）一般汚水とは、その他汚水及び浴場汚水以外の汚水で排水処理施設に排除するものを
いう。

(2）その他汚水とは、冷暖房用水及びこれに類する汚水で、排水処理施設に排除するものを
いう。

(3）浴場汚水とは、公衆浴場法施行条例（平成15年宮崎県条例第14号）第2条第1号に規定
する一般公衆浴場の汚水で排水処理施設に排除するものをし句。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1）水道水を使用した場合は、水道の使用水量とするoただし、 2以上の使用者が1個の水
道メーターを共同で使用している場合において、当該使用者の使用水量を確知することが
できないときは、当該使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(2）水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用態様を勘案して市長が認定、 する。

(3）水道水及び水道水以外の水を併用した場合は、前2号の規定により算定した使用水量
を合算する。

(4）氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い排水
処理施設に排除する汚水の量と著しく異なる場合は、申告に基づいて市長が認定する。

(5）月の中途において排水処理施設の使用を開始し、休止し、又は廃止した場合には、規則
で定めるところにより、前各号の規定に基づき汚水の量を算定する。

3 市長は、前項第2号に規定する場合において、必要があると認めるときは、汚水の量を計測
するための装置（以下「計測装置Jという。）を取り付けることができる。

4 前項の規定に基づき、計測装置を取り付けた場合において、使用者は善良な管理者の注意
をもって当該計測装置を管理しなければならない。

5 使用者は、計測装置をき損し、又は亡失したときは、その損害額を賠償しなければならな
い。ただし、使用者の責めに帰することができない理由による場合は、この限りでない。
（資料の提出）

第14条市長は、必要があると認めるときは、使用者に対し、汚水量の認定のために必要な資
料の提出を求めることができる。、， （使用料の減免等）

第15条市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減免し、又は納期
限を延長することができる。
（罰則）

第16条次の各号のいずれかに掲げる者は、 5万円以下の過料に処する。
(1）第6条の規定による確認を受けないで、排水設備の新設等を行った者
(2）第7条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を行った者
(3）第8条第1項の規定による届出を怠り、文は検査を拒否した者
(4）第9条の規定による指示に従わなかった者
(5）第14条の規定により資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

第1手詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の
5fロに相当する金額（当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、 5万円とする。）以
下の過料に処する。

第18条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又
は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人文は人
に対しても各本条の過料を科する。
（委任）

第19条この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定
める。
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附則
この条例は、公布の日から施行する。

附則（平成4年12月25日条例第40号）
（施行期日）

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
（経過措置）

4/4ページ

2 この条例による改正後の第10条第1項の規定は、平成5年4月分以後の使用料について適
用し、同年3月分以前の使用料については、なお従前の例による。

附則（平成9年3月31日条例第9号）
（施行期日）

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
（経過措置）

2 この条例による改正後の延岡市農業集落排水処理施設条例の規定は、平成9年4月分以
後の使用料について適用し、同年3月分以前の使用料については、なお従前の例による。

附則（平成10年12月24日条例第28号）
（施行期日）

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
（経過措置）

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による0・ 附則（平成12年3月28日条例第13号）

、，

（施行期日）
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
（罰則の適用に関する経過措置）

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則（平成15年6月26日条例第25号）

この条例は、公布の日から施行する。
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＼一一一－二一一一一一－－－ --
第二章公共下水道

（管理）
第三条公共下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理は、市町村が行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、都道府県は、二以上の市町村が受益し、かつ、関係市町村のみ

では設置することが困難であると認められる場合においては、関係市町村と協議して、当該
公共下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理を行うことができる。この場合において、
関係市町村が協議に応じようとするときは、あらかじめその議会の議決を経なければならな
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国制：下企努~ 7 l号

平1戊l6年：1月：iOU  

[JjrJ添

b位

殿

各Im道府県下水道担当部長

各政令指定都市下水道担当局長

IT-I J；交通行郎rli・地域整備局

ド水道部下水道企nm課長

指定作.fin者制度による下水道の作.f.IEについて

平成 15年 6月 13 Flに公布された地方自治法の一部を改正する法作（平成 15年法律第 81 

号）において公の施設の符理に閲する指定管理者制度が創設されたところである。

？千 rii~道府県、政令指定都rliにおいては、指定作.flJ!者；lflJJJr による公共下水道守；の1'f.fl！！について、

ド記事項に留意の上、適切に対比；されたい。

なお、 !tt都道府県内巾・111r村（政令指定都市を除く。）にもこの円周知lをされたい。

、，

ii己

指定管理者制度の趣旨

従来、地方自治法（II｛｛和 22年法律第 67サ）第 24 4条の 2において、普通地方公共団体

（士、条例の定めるところにより、公の施設の符埋をれと近i地方公共同体が出資している一定の法

人等に委託することができることとされていた（管則委託制度＇）。

今般、多係化する住民ニーズ‘により効果的、効w
のf定力をfi号丹jしつつ、住民サービスの向上を凶るとともに、経費’の節減等を凶ることを日的と

して、地方自治法第 24 4 条の 2 が改正され、従来の管耳I~委託制度に代わる新たな；lilJ度として

指定管.fl!!者制度が創設され、地方公共団体が指定する法人その他のFti体（指定管旦H汗）に公の

施~の符J:1JIを行わせることができることとなった（桁定管rm苦制度）ものである。

、v

2 ド水道における指~：m:.t~n者·i!JIJJ_(tの適rn

( I ）地方自治法の指定：11；；埋者；IJI日立と伽！別の公物信：.im訟とのl~H系

地方自治法の指定代；用者i!Jlj皮と個目｜｜の公物行.f'H法は、 -t1:,tt.去と特別法のrnJ係にあるため、

何別の公物についてj山 Ji1~1 lM.hのJ行J;E管理者HilJ皮．が辿iJFJされるか任かは、 Ml別訟の規定の解

釈によるものである。

なお、地方（~I ￥合法の解釈として、 m定管.＠：百－；じljJJ'.t （士、事実行為のみにも i白川可能であるが、

使用料の強制徴収、行政財産の目的外使用許可等の必令により地方公共同体の長のみが行う

ことができる権限は桁定符.flH行に行わせることはできないζ ととされているり

( 2）下水道における指定管問弁制度の適用



、，

._....... 

( 1 ）を踏まえ、下水道における指定伐：理者－m11伎の述iJI] については、以 Fのとおりと寸司る0

一ド水処旦t場等の.iill' 、保守点検、補修、 71刊誌ミ？？：や管渠のf!t~~J：点検、補修、 ti'J-1il：·等あるいは

使用料の徴収管理等の事実行為については、 j行定管理者・j!JIJJ交を活用することなく業務委託を

行うことが従前どおり可能であるほか、委託する伝子！！の内得（こ！よ；じ指定管理者－制度による ζ

とも可11ちである。

一方、排水区域内の下水辺・の利川義務付け、 J巴＇l't. 卜．水の排除規；1t1J 、物件のi没（i~r：の許可、（史．

川料等の強制徴収、＇·~交官処分等の下水道管理計が行うべき公権力の行使に係る事務等につい

ては、指定管理者；IJIJ皮は適川できないのでイ－分似立すること。

3 下水道において指定符理者llJIJ皮を適則する場合の子続

( 1 ）条例の制定

指定管理者制度を適用する場合には、条例において、指定管理者の指定の手続、指定住：煙

者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項を定めるものとされている（地方自治

法第 244条の2第4項）ので、下水道において指定管理者制度を適！日する場合には、具体

的に以下の事項を定めることが適当である。

① 指定の手続

中前の方法、選定基準等について定めることとなるので、申請の方法として業務実施計

画ii'.1＝を提出させること等を定めるとともに、選定基準として、以下の事項等を定めること。

－施設の維持管；尽！を効率的に行うことができる専門的知I波及び技術的な能力に加え、維

持作理を安定的に継続して行う財産的基盤を；釘していること。

－指定管理者に管理を行わせることにより、施設の~）J川を最大限に発揮することが可能

になるとともに胞設の維持管理経費の縮減が｜えlられること。など

② 管J:TP:の基準

下水道として辿－切な維持管理を依保する上で必要となる事項として、放流水の水質やif}

j尼の含水率、施設の機能的：｛呆等について、 f汚；.1-mを行わせようとするード水道胞設などのうた怖

を日告まえて定めること。

③ 業務の範凶

2 (2）を踏まえた上で、各施設の｜ニ｜的や態係等に！ぶじて指定作男！！者が行う業務の具体、w 的な範囲を定めること。

この場合、市川、警備等の個々の具体的な業務の一部を指定管問者から第三者へ委託す

ることは差し文えないが、 :r~：JIJに係る業務を －・1liして第三者へ委託することはできないも

のであることをfll_保すること。

( 2）指定住；£11!者の指定

① 指定管理者の指定にあたっては、指定n=.1m二百.~こ管 Jfl! を行わせようとする施設の名件、

指定作旦H者となる凶休のずI件、指定の！りi川咋について議会の議決を経ることとされて

し、る（地方自治法第 244条の 2第6.lJ［）。

② 指定住；埋者の指定に｜探しては、 Ji包f＆の諸ノ己、流入水の水質等の！日核施設の特性のほか、

下水道の維持符.1:11!に関する専門的な知議及び技術的な能力、 H1・rf'Ut~J ）.~~l~等の応募条件をi記

載した募集要項等を事前に公表するなど広く L\':llfPJ~業者が参加できるように配慮すること。

③ 条例制定、選定等の手続き、議会のl議決、協定の締結、事務引継等の！りIfllJを考慮して計

画的に事務手続を進め、指定管理者が業務を円滑に開始できるように必要な附li'r：を講ずる



、，
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こと。

④ 指定作.f'H者に支ti¥する委託貨の傾等条例で定めるm日以外のキIll目的事項については、地

方公共同体と指定住；JIH行との間の協定等の中でI~］らかにしておくこと。

( ~3) 指定1·~：.E!H訴に対する院に作等

地方公共同体は、指定代；；m：.斤からの事業報告書の挺11¥ （地方向7MHH24 4条の2第7項）、

指定管.E!H：削こ対する当該位；JJHの業務又は経理の状況に｜刻する報告、’JU也調査又は必要な指示

ができるほか、地方公共同体は、指定住；.tm者が｜二記m示に従わないU,，｝合等においては、指定

の取消し又は業務の停止命令を行うことができる（地方自治法第 244条の 2第 l0項及び

第 11 JJ'i) ので、適n：必~なHr置を~1W寸去ること。

4 下水道1守男H者として適切な管理を確保するための留芯事項

① 下水道管JIH者として、指定管理者への指示、佐野等の施設の適切な管理を依保するための

必要なt/~： 1丘が行えるよう十分な体ilflJ が’！倒的できていることり特に、異常H寺、緊急時におい

て下水道？？理者として行うべき権限、事務を適切に行使するとともに、指定作翌I~者への桁

示などを的確に行うための必要な休日ii］が整備できていること。

② 従来の作別委託制度、民間業者への業務委託と同級に、指定作煙者に管理を行わせる場

合においても、下水道竹埋者には下水道法第3条に基づく下水道竹理者として本来行うべ

き権限、：！Jq'.芳を適切に行使する責任が存することはもちろん、 !Jll家賠償・法における公の常

造物の設1!'1符理取庇にぷづく損害賠償百任等の対外的な法的目任を負うこと。

③ 指定作用者；ijlj ［変による下水処FIPJ,~与の維持管理！の委託を包｝，fj1’l~J1芝問委託で、実胞する場合

においては、別途通知する「下水処J'n均等の維持作理における包活的民間委託の推進につ

いてJ（平成 16年 3J:J 3 0日 国郎下作第 10 －~ナ 下水道管JIH指導室長通知）を参考にす

ることο

5 その他

( 1 ）経過tn=1j.. ，~ 

管理委託制度を適用してし、る施設について、同制度に答えて引続き指定管耳ll者；li'J度を適川、w する場合には、平成 15 ｛ド 9 月 2 日（改正地方自治法の｝庖行 ~I ）から起算して 3年以内に、

当該施設の：i~：月｜！に関する条例を改正し、指定管.f!H者fliljJJtを適HJするための本通知lに基づく手

あtきを行う必要があること口

( 2）その他

平成 1fj年 2月 27 H 付け地域再生本 1'fl)決定の『「地域再生+fi~j庄のためのプログラム J :1 

( 1 ) J出械が与による資源の有効活JTJ ③アウトソーシングの促進』において「地方公共UI
体の行政サービスについて、潜在的ニーズ‘を民11¥Jの創立工夫で‘顕fr（ヒさせ、新たなビジネス、

応用の機会をfjlJH＼する的UXJから本ili'JJ交を活用できることとされてし、るので参考にされたい。
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公の施設のヒヤリング

施設所管課 . ~~I -:t ~~＿， 

施設名 力／し各一流設 a 市立l宝防長官..{.tε孝1~·~ ンター

16年度委託先 i三1’＇6λ－， t~税込／：）刻 171~ 刊紙 e

16年度施設管理委託料 戦変更；長： ／ぐ，／.，.＼P，~ t.2メヲ

宗務ぎえ~IゐJふ／j以J ＃く。

委託の内容
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今後の運営方針 バグ／

／ υ 

17年度委託予定先 ~·佐ノ
指定管理者制度への移行時期

~「

o 1J Iレチp一九ti ，市立111悦；； 7,µt~1t:j一例市1：脱j
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備 考



平成 16年度施設に係る委託

図書館

①館内警備委託

・委託先 企業警備保障

．委託料 00 0円（夏季警備委託経費は除く）

②機械警備委託

・委託先企業警備保障

．委託料

6 8 8 

00 0円

③電算システム保守委託

－委託先 行政システム九州側

．委託料

264 

‘’ 
460円

④寄贈図書装備等委託

－委託先 図書館流通センター

．委託料

9 7 1, 

998円

シルバー人材センター

4 6 3 

⑤土・日曜日図書配架委託

－委託先

・委託料

2, 

7 2 8円1 8 3, 

⑥移動図書館車運転委託

－委託先

・委託料

l , 

、，
シルバー人材センター

－コ’ト （＜.，ヲ3・F
ψ 

TCク’）.（~ ぺ~ 1うh'

040円8 7 8, 

{"-/rγ電C斗

~ -『ーー一一一⑦ホームページ機器等保守委託

？？；士通ビジネス f ｛宇~~id Li＇ど宅￥ .z..i 11 ｛；~究’ Z 本え 2 ・ ： ・I..、レ－委託先

・委託料
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カルチャープラザのべおか条例

平成8年12月26日
条例第33号

1/4ページ

改正 平成9年3月31日条例第16号 平成16年3月30日条例第30号

目次
第1章総員lj(第1条－第3条）
第2章カルチャー施設（第4条一第12条）
第3章市立図書館（第13条）
第4章社会教育センター（第14条）
第5章補貝lj(第15条）
附員lj

第1章 総則
（趣旨）

第1条この条例は、他方且治法（昭平皿2年塗律筆白雪l策24-4重量の2の規定に基づき、カルチ
ヤープラザのべおか（以下「カルチャープラザJとし、う。）の設置及び管理に関し、必要な事項を
定めるものとする。
（設置）

第2条市民の生涯学習と文化活動を促進し、もって市民文化の創造と振興に資するため、カ
ルチヤープラザを延岡市本小路39番地1に置く。

2 カルチャープラサ。は、次の各号に掲げる施設をもって構成する。
(1）カルチャー施設
(2）＿責立図書館（図書館遺（昭和2§年法律勧型車警立金に規定する図書館をいう。）
(3）社会教育センター（社会教育法（日暦日Z1年塗律第2-S)｝＿号＿）＿第2__Q査をに規定する公民館をい
う。）

（正常な運営の維持）
第3条何人もカルチャープラザにおいてその正常な運営を妨げる行為であって教育委員会規
則で定める行為をしてはならない。

2 何人も、カルチャープラザの正常な運営を維持するために発する教育委員会の指示に従わ
なければならない。

3 教育委員会は、第1項の規定に違反した者又は前項の指示に従わない者に対し、カルチャ
ープラザからの退去を命ずることができる。

第2章カルチャー施設
（使用許可）

第4条カルチャー施設を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において必要があると認めるときは、当該許可に条
件を付することができる。
（使用の不許可）

第5条教育委員会は、カルチャー施設の使用の目的又は使用の態様が次の各号のいずれか
に該当すると認めるときは、カルチャー施設の使用を許可しない。
(1）公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2）カルチャー施設の施設、設備等をき損し、又は汚損するおそれがあるとき。
(3）専ら商品等の宣伝、展示、販売等を目的とするとき。
(4）埜会教賓j圭筆~重量第1項第2号及ひ・算ig!頁の規定！こ該当するときo
(5）カルチャープラザの設置の目的に反するとき。
(6）カルチャープラザの管理文は運営に支障があるとき。
（使用権の譲渡禁止等）

第6条カルチャー施設の使用許可を受けた者（以下「使用者Jとしづ。）は、当該使用許可に基
づく使用の権利を譲渡し、文は転貸してはならない。

2 使用者は、使用許可を受けた目的以外の目的にカルチャー施設を使用してはならない。
（特別の設備等）
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第7条使用者は、カルチャー施設の使用に当たって、特別の設備を付加し、又はカルチャー施
設の備品以外の器具を搬入して使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受
けなければならない。

2 教育委員会は、カルチャー施設の管理運営上必要があると認めるときは、使用者に対して
特別の設備をすることを命ずることができる。この場合において、当該特別の設備に要する費
用は、使用者の負担とする。
（使用許可の取消し等）

第8条教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可の条件を変
更し、又は使用を停止させ、若しくは使用許可を取り消すことができる。この場合において、使
用者が損害を受けても市及び教育委員会は、その責めを負わない。
(1）使用の目的又は使用の態様が第5条各号のいずれかに該当するとき。
(2）使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(3）使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(4）使用者がこの条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。
(5）使用者がカルチャープラザの正常な運営を維持するために発する教育委員会の指示に
従わないとき。

(6）前各号に掲げる場合のほか、教育委員会が管理上又は公益上必要があると認めると
き。

（原状回復義務）、第9条使用者は、カルチャー施設の使用が終了したとき文は前条の規定により使用を停止さ
れ、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに自己の負担で器具、設備等を撤去し、カ
ルチヤ一施設を原状に回復しなければならない。

、，

（損害賠償義務）
第10条使用者が故意又は過失によりカルチャー施設の施設、設備等をき損し、又は汚損した
ときは、使用者はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。
（使用料等）

第11条使用者は、別表に定める使用料（その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数
は切り捨てる。）を教育委員会規則で定める期固までに納付しなければならない。
（使用料の不還付）

第12条既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、教育
委員会規則で定めるところにより、その全部文は一部を還付することができる。
(1）天災地変その他使用者の責めに帰することがで、きない理由によりカルチャー施設を使用
することができないとき。

(2）使用者が教育委員会規則で定める期固まで、に使用許可の取消しを申し出た場合におい
て、教育委員会が相当の理由があると認めるとき。

(3）前2号に掲げる場合のほか、教育委員会が特別の理由があると認めるとき。
第3章市立図書館

（図書館協議会）

第13条図書館法第14_条第1項の規定に基づき、市立図書館に延岡市立図書館協議会（以下
「協議会」というo）を置く。

2 協議会の委員の定数は、 8人とする。

3~：員の任期は、配する。ただし、補欠による委員の任期は、その前任者の残任期間とす

4 協議会は、図書館長が招集する。
第4章社会教育センター

（社会教育センター）

第14条社会教育センターの管理及び運営について必要な事項は、延岡電公民←鍍条例（昭和
2年条例第25号）に定めるところによる。

第5章 補則
（補員IJ)

第15条この条例に定めるもののほか、カルチャープラザの管理及び運営について必要な事項
は、教育委員会が別に定める。

附 則
（施行期日）
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1 この条例は、別に規則で定める日から施行する。（平成9年1月規則第1号で、同9年2月21

日から施行）
（延岡市市立図書館条例の廃止）

2 延岡市市立図書館条例（昭和36年条例第14号）は、廃止する。
（延岡市公民館条例の一部改正）

3 延岡一貫公民館会例の一部を次のように改正する。
（次のよう略）
附則（平成9年3月31日条例第16号）

（施行期日）
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
（経過措置）

2 この条例による改正後のカルチャープラザのベおか条例の規定は、平成9年4月1日以後の
使用許可に係る使用料について適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお

従前の例による。
附則（平成16年3月30日条例第30号）

（施行期日）
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
（経過措置）

2 この条例による改正後のカルチャープラザのベおか条例の規定は、平成16年4月1日以後、の使用許可申請に係る使用料について適用し、同日前の使用許可申請に係る使用料につい

ては、なお従前の例による。

、，

別表（第11条関係、カルチャー施設使用料）
1 施設使用料
(1）ホール使用料

施設名 使用時間帯

使用区分

多目的 移動座 入場料を徴収しない
ホ－）レ 席を使用 とき

するとき 1,000円未満の入場料
を徴収するとき

1,000円以上の入場料
を徴収するとき

移動座 入場料を徴収しない
席を使用 とき
しないと 1,000円未満の入場料
き を徴収するとき

1,000円以上の入場料
を徴収するとき

J、ーモ 入場料を徴収しないとき
ニーホ 1,000円未満の入場料を徴収す
ール るとき

1,000円以上の入場料を徴収す
るとき

(2）ギャラリー使用料

午前 午後 夜間 全日

午前9時～ 午後1時～ 午後5時～ 午前9時～

正午 午後5時 午後10時 午後10時

6,300円 8,400円 10,500円 25,200円

9,450円 12,600円 15,750円 37,800円

11,340円 15, 120円 18,900円 45,360円

1,890円 2,520円 3,150円 7,560円

2,830円 3,780円 4,720円 11,330円

3,460円 4,620円 5,770円 13,850円

3,150円 4,200円 5,250円 12,600円

4,720円 6,300円 7,870円 18,890円

5,670円 7,560円 9,450円 22,680円
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施設名 使用時間帯 午前 午後 全日

使用区分 午前9時～正 正午～午後5 午前9時～午後
午 時 5時

アートギ 入場料を徴収しないとき 2,830円 4,720円 7,550円
ヤラリー 入場料を徴収するとき 4,410円 7,350円 11,760円

フリース 入場料を徴収しないとき 1,260円 2,100円 3,360円
ペース 入場料を徴収するとき 1,890円 3,150円 5,040円

(3）音楽スタジオ使用料

使用時間帯 午前 午後 夜間 全日

施設名 午前9時～正 午後1時～午 午後5時～午 午前9時～午
午 後5時 後10時 後10時

音楽スタジオ1 940円 1,260円 1,570円 3,780円

音楽スタジオ2 630円 840円 1,050円 2,520円

備考
1 入場料とは、入場料、会費、会場整理費等入場することに関し徴収される入場の対価を
いう。

2 入場料に段階を設けているときは、その最高額を適用する。
3 ホール及びギャラリーの使用者が商品買上者に対し招待券を発行するとき、会員制度
により会員を招待するときその他これらに類するときは、ホールにあっては1,000円以上の
入場料を徴収するときの使用区分の使用料を、ギャラリーにあっては入場料を徴収すると
きの使用区分の使用料を徴収する。

4 ホール及びギャラリーを専ら準備及びリハーサルのために使用するときは、使用料に
100分の60を乗じて得た額を使用料とする。

5 午前及び午後の使用時間帯を継続して使用する場合の使用料は、各使用時間帯の使
用料の合計額とする。

6 使用時間帯を超過して使用する場合の使用料は、各使用区分に従い1時間（1時間に
満たない場合は、 1時間とする。）につき次の各号に定める使用時間帯の使用料の1時間
当たりの単価（当該使用時間帯の使用料を当該使用時間帯の時間で除して得た額をい
う。）とする。

(1）ホール、ギャラリー及び音楽スタジオの午前9時以前の使用文はホール及び音楽ス
タジオの正午から午後1時までの使用午前の使用時間帯

(2）ホール及び音楽スタジオの午後10時以後の使用夜間の使用時間帯
(3）ギャラリーの午後5時以後の使用午後の使用時間帯 ． 

7 使用時間には、準備及びあとかたづけの時間を含むものとす石。
2 冷暖房設備使用料

冷暖房設備の使用料は、施設使用料の100分の501こ相当する額とする。
3 附属設備及び備品使用料は、別に教育委員会規則で定める。 ー
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延岡市公民館条例

昭和52年10月12日
条例第25号

l/Jヘーン

改正 平成3年9月25日条例第40号
平成9年3月31日条例第17号

平成13年3月30日条例第17号

平成8年12月26日条例第33号
平成12年3月28日条例第22号

平成16年3月30日条例第29号

（設置）
第1条社会教育法（昭和44年法律第irrz号。以下り去」とし？う。）第20条の目的を達成するた
め、本市に公民館を設置する。
（名称及び所在地）

第2条公民館の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称 I 所在地

延岡市社会教育センター 延岡市本小路39番地の1

、v （職員）
第3条公民館に館長のほか、主事その他必要な職員を置く。
第4条削除
（使用の許可）

第5条公民館を使用する者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合、公民館の管理上必要な条件を付することができ
る。
（使用の制限）

第6条教育委員会は、法に規定する公民館の運営方針に反するもののほか、次の各号のい
ずれかに該当するときは、公民館の使用を許可しない。
(1）秩序をみだし、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2）建物及び附属設備等を汚損又は損傷するおそれがあるとき。
(3）その他、公益上文は管理運営上支障があるとき。
（使用料）

第7条公民館の使用料については、別表に定める使用料（その額に10円未満の端数が生じた
ときは、その端数は切り捨てる。）を使用許可の際納入しなければならない。
（使用料の減免）・第8条次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。
(1）法第10条の規定による社会教育関係団体が使用するとき。
(2）国又は地方公共団体において公用又は公共の用に使用するとき。
(3）前2号に掲げるもののほか、教育委員会において特に相当な事由があると認めたとき。
（使用料の返還）

第9条既納の使用料はこれを返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、
その全部又は一部を返還することができる。
(1）天災・地変その他使用者の責でない事由で使用することができなくなったとき。
(2）教育委員会の都合により使用許可を取り消したとき。
(3）使用期日3日以前に使用の取り消し、文は変更を願い出て、相当の事由があると認めた
とき。

(4）その他、教育委員会において相当の事由があると認めたとき。
（使用権の譲渡禁止）

第10条公民館の使用許可を受けた者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
（使用許可の取消等）

第11条次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は使用許可を取り消し、又は必
要な措置を命ずることができる。
(1）この条例又は規則に違反したとき。
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(2）使用許可の条件に違反したとき。
(3）その他、教育委員会が不適当と認めたとき。
（損害賠償）

第12条使用者がその責に帰すべき理由により建物又は附属設備を損傷し、文は滅失したとき
は、その損害額を賠償しなければならない。
（委任）

第13条この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附員lj

1 この条例は、公布の日から施行する。
2 延岡市公民館設置条例（昭和24年12月15日）、延岡市公民館使用条例（昭和26年9月26日）
及び延岡市公民館運営審議会条例（昭和28年条例第20号）は、廃止する。

附則（平成3年9月25日条例第40号）
（施行期日）

1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。
（経過措置）

2 改正後の延岡市公民館条例の規定は、平成3年10月1日以後の使用許可に係る使用料に
ついて適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

附員IJ(平成8年12月26日条例第33号抄）
（施行期日）・1 この条例は、別に規則で定める日から施行する。

附則（平成9年3月31日条例第17号）
（施行期日）

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
（経過措置）

2 この条例による改正後の延岡市公民館条例の規定は、平成9年4月1日以後の使用許可に
係る使用料について適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例によ

る。
附員IJ(平成12年3月28日条例第22号）

この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附員lj（平成13年3月30日条例第17号）

この条例は、平成13年6月1日から施行する。
附則（平成16年3月30日条例第29号）

（施行期日）
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
（経過措置）

2 改正後の延岡市公民館条例の規定は、平成16年4月1日以後の使用許可申請に係る使用、， 料について適用し、同日前の使用許可申請に係る使用料については、なお従前の例による。
別表（第7条関係）
社会教育センター使用料

使用時間帯 午前 午後 夜間 全日

室名 午前9時～正午 午後1時～午後5午後5時～午後 午前9時～午後
時 10時 10時

研修室1 2,830円 3,040円 3,360円 9,230円

研修室2 840円 1,050円 1,360円 3,250円

研修室3 840円 1,050円 1,360円 3,250円

研修室4 1,360円 1,570円 1,890円 4,820円

研修室5 2,100円 2,310円 2,620円 7,030円

研修室6 1,050円 1,260円 1,570円 3,880円

会議室1 730円 940円 1,260円 2,930円

会議室2 1,570円 1,780円 2,100円 5,450円
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会議室3 1,050円 1,260円 ＼ ~10円 3,SSO円｜

和室1 1,050円 1,260円 1,570円 3,880円

和室2 1,050円 1,260円 1,570~ ． 3,BBOP1 

調理室 2,100円 2,310円 2,620円 7,030円

備考
1 午前及び午後の使用時間帯を継続して使用する場合の使用料は、各使用時間帯の使
用料の合計額とする。

2 使用時間帯を超過して使用する場合の使用料は、 1時間（1時間に満たない場合は、 1
時間とする。）につき次の各号に定める使用時間帯の使用料に100分のmを乗じて得た額
とする。

(1）午前9時以前の使用又は正午から午後1時までの使用午前の使用時間帯
(2）午後10時以後の使用夜間の使用時間帯

3 入場料（入場料、会費、会場整理費等入場することに関し徴収される入場の対価をい
う。）を徴収する場合は、使用料の100分の30（こ相当する額を加算する。

4 調理室においてガス及び水道を使用する場合は、使用料のほかにガス料金相当額及び
水道料金相当額の実費を徴収する。

5 冷暖房設備使用料は、使用料の100分の50に相当する額とするn

6 使用時間には、準備及びあとかたづけの時間を含むものとするJ
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第二章公立図書館
（設置）

第十条公立図書館の設置に関する事項は、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定

めなければならない。
［改正注記］
第十一条及び第十二条削除
［改正注記］

（職員）
第十三条公立図書館に館長並びに当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会が必

要と認める専門的職員、事務職員及び技術職員を置く。
2 館長は、館務を掌理し、所属職員を監督して、図書館奉仕の機能の達成に努めなければな

らない。
［改正注量］

（図書館協議会）
第十四条公立図書館に図書館協議会を置くことができる。
2 図書館協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館

奉仕につき、館長に対して意見を述べる機関とする。
， 第十五条図書館協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験のある

者の中から、教育委員会が任命する。

.., 

［改正注量］
第十六条図書館協議会の設置、その委員の定数、任期その他必要な事項については、当該

図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。
lQ&正j主記］

（入館料等）
第十七条公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収し

てはならない。
（公立図書館の基準）

第十八条文部科学大臣は、図書館の健全な発達を図るために、公立図書館の設置及び運営
上望ましい基準を定め、これを教育委員会に提示するとともに一般公衆に対して示すものと
する。

［改正注記］
次ヘ
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公の施設のヒヤリング

施設所管課 議fキ汁＆オえ

施設名 若p~ドぶ 1[1

16年度委託先

16年度施設管理委託料

委託の内容

、， 今《と：ラ、見；If.rと：／~iて、、弘

今後の運営方針

17年度委託予定先

指定管理者制度への移行時期

‘’ 
直営で行う場合の理由付け

、七：p；＞は含む 7?.rフ，納伝1{)／：角打，械設獄事由

れ ±~唄念へ ~A するとの争。
備 考 ぞηぷ今 %tと安』1:J: l J行，
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随 意契約理由

平成16年度都市公園管理業務を下記理由により、別紙都市公園管理委託契約内訳表の

とおり委託してよろしいか。

1.業務委託する理由

本市の管理する都市公園は、市内に185箇所有り、レクレーションや憩、いの場として、市民

に親しまれ、防災面で、も貴重な拠点となっています。

しかしながら、環境問題等に人々が敏感となってきた今日、ゴミの散乱や雑草の繁茂などが

大きな社会問題となっており、特に、快適で潤いのある生活空間を提供する公園には、市民の

関心が集まっています。

このため、圏内の草刈りや清掃、樹木の勢定等の日頃の維持管理が、重要な業務となって

おり、市民のニーズに応えるためにも、この業務を留まらせることなく、円滑に遂行する必要が

あります。

したがって、浜川公園を含む塩浜地区の公園管理については、地元で結成し、当地に事

務所を構え、管理機材を所有する延岡市美化事業協会に、城山公園の管理については、鐘

守として長期契約をしている矢島夫妻に、また、市内の既設公園の管理については、多数の

労力が必要なことと、軽作業のため、高齢者の雇用機会の創出に最適であることから、延岡市

シルバー人材センターと随意契約による年間契約を行うことが、経済性と公共性の両面におい

て、極めて有効な手段と考えます。

2.業務委託の内容

別紙都市公園管理委託契約内訳表参照

契約件数 4件（43,502千円）

3.予算措置

土木費都市計画費公園費委託料（都市公園管理委託料）

（予算52,850千円）

4.平成15年度実績

別紙都市公園管理委託契約内訳表の朱書き

契約件数 4件（48,436, 400円）
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既設公園管理業務委託処理要領

本委託の業務処理要領は、下記のとおり業務別に定める。

1.延岡市公圏内公衆便所清掃業務 (Hl6予算3,256,800円）（H15実績3,264,000円）

1）水を流しながら刷毛を使って洗い、再び水洗いすること。

2）便器に付着した汚物等を良く洗い落とすこと。なお、汚物が落ちlこくし、場合は、

塩酸等により洗い流すこと。

3）便所（建物）の周辺3.0m程度を含む範囲まで、清掃及び草刈りをすることO

4）便所の天井・外壁・内壁及びガラス窓等も、局lj毛を使って水洗いすること。

5）汲み取り便所の場合は、便槽の大きさにより、適当に消毒液を薄めて投入する

こと。

6）水飲み場周辺は常時水気がありコケ等で滑りやすくなるため定期的に清掃を

行うこと。

7）便所（建物）の破損箇所及び汲み取りの要否、その他補修箇所がある場合は

速やかに都市計画課まで報告すること。また、その内容を日誌に記載すること。

8）便所の清掃箇所、及び清掃回数等は別表「公園公衆便所清掃委託箇所及び

回数一覧表Jのとおりとする。ただし、甲が必要と判断し別途指示した場合はその

都度清掃を行うものとする。

例：西階公園や妙回公園でのスポーツ大会開催時は利用増が考慮されるため

期間中の追加清掃は別途指示することがある。

2.五ヶ瀬川河川敷駐車場広場管理業務 (Hl6予算1,514,700円）（Hl5実績2,138,400円）

1）業務時間は午前8時から午後6時までとする。

休業日は、毎週土、日曜日及び平成16年12月29日から平成17年1月3日までの6

日間とする。

2）業務内容は河川敷駐車場広場の管理・点検・清掃・除草・草刈・新規利用者

の届出・時聞外駐車車両の記録・規制看板の表示、城山公園北及び南駐車場

の鍵の管理とする。（原則として開場8:30、施錠18:00)

3）常駐を原則とする。



3.城山公園管理業務 (Hl6予算2,692,800円）（Hl5実績3,801,600円）

1）業務時間は、午前8時15分から午後5時15分までとする。

休業日は、毎週土、日曜日及び平成16年12月29日から平成17年1月3日までの6

日間とする。ただし、業務の量により、休業日を変更する場合は、別途指示する。

2）業務内容は、城山公園の管理及び清掃・除草・草刈・便所清掃・樹木の簡易な

努定・石垣の点検・来園者の案内等とし、作業範囲は、別図「城山公園管理業務

範囲平面図Jのとおりとする。

4.七つ島展望台管理業務 (H16予算672,000円）（Hl5実績1,200,000円）、 1）トイレ清掃は、 1ヶ月に1回を標準とするが、 6月から9月の聞は、利用者の増が考え

られるので1ヶ月に2回とする。

、w

2) lOt貯水槽への給水は使用状況に応じて、適時行うこと。

3）園地周辺の清掃及びゴミ収集は、 1ヶ月にl回を標準とするが、実状に応じて実施

すること。

4）園地周辺の草刈は、 4月から10月の問は月 1回行うこと。

5）施設の保守点検は1ヶ月に1回以上実施すること。

6）園地における利用者の事故及び火災、風水害による施設の被災等を知ったときは

直ちに、都市計画課まで報告すること。

7）園地は日豊海岸固定公圏内に位置することから、草花・樹木の盗掘や鳥獣の捕獲

を行わないよう利用者に自然保護の啓蒙を呼びかけること。

5.既設公園緑地管理業務 (H16予算25,227,300円）（H15実績27,920,000円）

1）既設公園緑地とは、市が管理する全ての公園をしづ。

2）業務内容は、草刈・除草・簡単な勢定・遊具点検及び別途甲が指示する作業とする。

3）翌月分の作業実施計画書を甲と協議の上作成し、毎月末に提出すること。

4）原則として、作業実施計画書に基づき作業すること。

5）遊具点検は、 2ヶ月に1回、別途甲が示す要領でおこなうこと。
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1.公共施設美化管理業務 （朱書き15年度実績） 受託者延岡市美化事業協会
、『F 唱F ’E唱F 唱園F 司’ －・ ・-ー ー， ー 『ー， 司，， F 司 h ー ． 竃 ， ， － ， ー

公園名 位置 面積 業務内容

浜川公園 塩浜町1丁目 1536番地11地先 21,000rrf 芝刈、除草、便所・一般清掃

浜J11緑道 緑ケ丘66番地の1地先 33,504rd 芝刈、除草、便所・一般清掃

塩浜第1街区公園 塩浜町2丁目56番地 2,700Irl 

塩浜運動広場 塩浜町2丁目2027番地 4,200Irl 

合計 61,404rd 

※詳細は別紙公共施設美化菅理業務委託業務処理要領参照

2.城山公園時報業務 (Hl6予算1,820,000円） 受託者．．．．． 
委・1, 820, 000円

別紙時報業務委託処理要領参照

除草、一般清掃

除草、便所・一般清掃

3.城山公園管理業務 (H16予算1,316,400円） 受託者・・・・・
委託料 1, 29正瓦00円

別紙城山公園管理業務委託処理要領参照

4.既設公園管理業務 (H16予算33,363,600円） 受託者（社）延岡市シlレハ．一人材センター

別紙既設公園管理業務委託処理要領参照

（予算措置）

委託料 38, 324, 000円

土木費都市計画費公園費委託料（都市公園管理委託料）
(H16予算43,500,000円）

（平成15年度実績）

契約件数 4件（決算48,436, 400円）
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延岡市都市公園条例

昭和43年4月1日
条例第24号

改正

目次

昭和46年7月22日条例第4号
昭和50年7月12日条例第13号

昭和51年12月25日条例第34号

昭和54年7月20日条例第21号

昭和56年12月23日条例第31号

平成3年6月25日条例第23号

平成8年3月29日条例第10号

平成12年3月28日条例第11号

平成16年3月30日条例第23号

第1章総員IJ(第1条・第2条）、第2章管理（第3条ー第13条）
第3章雑貝lj(第14条ー第15条）
第4章罰則（第16条ー第18条）
附則

第1章総則
（趣旨）

昭和49年6月20日条例第11号

昭和51年3月27日条例第12号

昭和54年3月26日条例第11号

昭和56年3月27日条例第11号

昭和62年3月30日条例第2号

平成3年9月25日条例第34号

平成9年3月31日条例第25号

平成14年6月25日条例第15号

第1条この条例は、都電公園塗（昭和31年法律第79号。以下「法」という。）及び去に基づく命
令に定めるもののほか、都市公園（以下単に「公園」という。）の設置及び管理につき必要な事
項を定めるものとする。
（設置、区域の変更及び廃止）

第2条市の設置する公園については、法第2会・mgによるものとする。
2 前項の公園の区域を変更し又は廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更文は廃止に
係る区域、その他必要と認める事項を公告しなければならない。

第2章管理
（行為の制限）

第3条公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければ
ならない。、， (1）行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2）業として写真又は映画を撮影すること。
(3）興行を行うこと。
(4）競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しを行うこと。

2 前項の許可を受けようとする者は、市長の指示する事項を記載した申請書を提出しなけれ
ばならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載
した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園利用に支障を及ぼさないと認める場合に限
り、第11頁又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、前項の許可を与える場合、公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができ
る。
（許可の特例）

第4条遺筆宣条箪1項又は第呈璽の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前
条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

2 法筆6条筆~~ただし書の規定による軽易なものとは、公園の利用文は効用に影響を与え
ないもので、次の各号に掲げるものとする。
(1）占用物件の内部の塗装又は占用物件の外部の色彩を変えない塗装
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(2）占用物件の構造を変えない修繕
(3）占用物件の主要構造部に影響を与えない内部の模様替
(4）その他市長が軽易と認めるもの
（行為の禁止）
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第5条公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法箪里会第21頁、法
筆巳条筆1項若しくは筆3重文は第~：条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、こ
の限りでない。
(1）公園を損傷し、文は汚損すること。
(2）竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3）土地の形質を変更すること。
(4）鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5）はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6）立入禁止区域に立ち入ること。
(7）指定された場所以外の場所ヘ車等を乗り入れ、又はとめおくこと。
(8）たき火その他公園施設等に危険を及ぼすおそれのある行為をすること。
(9）公園をその用途外に使用すること。
（利用の禁止文は制限）

第6条市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は
公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はそ
の利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することが
できる。
（有料公園施設）

第7条有料公園施設（公園施設で有料で利用させるものをいう。以下閉じ。）は、別表－第7のと
おりとする。

2 有料公園施設（遊泳場を除く。）を利用しようとする者は、市長の指示する事項を記載した申
請書を提出しなければならない。
（公園施設の設置文は管理の許可申請書の記載事項）

第8条法第5条第2-!Hの申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1）公園施設を設けようとするとき。
ア申請者の住所、氏名及び職業
イ種類及び数量
ウ設置の目的、期間及び場所
エ構造及び工事実施の方法
オ工事の着手及び完了の時期
力公園の復旧方法
キ管理の方法

(2）公園施設を管理しようとするとき。
ア申請者の住所、氏名及び職業
イ管理の目的及び期間
ウ管理する公園施設
工管理の方法

(3）許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項
（占用の許可申請書の記載事項）

第9条法第β全筆~買の申請書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1）申請者の住所氏名
(2）種類及び数量
(3）占用物件の管理方法
(4）工事計画及び工事期間
(5）復旧方法
（設計書等）

第10条公園施設の設置、管理若しくは公園の占用の許可を受けようとする者文はそれらの許
可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に、必要な設計書、仕様
書及び図面を添付しなければならない。
（使用料）
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第11条法第豆室長第三項、法策室条第j項、同条第三理、筆3きを第1項若しくは閉会第3項の許可
を受けた者又は有料公園施設を利用しようとする者は、別表第2に定める使用料（その額に
10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。）を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2の1公園使用料の表に規定するもののうち使用許可の
期聞が1か月未満のものの使用料については、同表に定める額lこ100分の105を乗じて得た
額（その額！こ1円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。）を納付すべき使用料
の額とする。
（使用料の減免）

第12条市長は、公益上その他市長が必要と認める理由がある場合は、使用者の申請により
使用料の全部文は一部を免除することができる。
（監督処分）

第13条市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許
可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若
しくは公園よりの退去を命ずることができる。
(1）この条例文はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2）この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3）偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受
けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることがで
きる。
(1）公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2）公園の保全文は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3）公園の管理上の理由以外の理由に基つく公益上やむを得ない必要が生じた場合

第3章 雑則
（届出）

第14条次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにそ
の旨を市長に届け出なければならない。
(1 ）法第5条第2項文は法第豆金賞~若しくは筆呈璽の許可を受けた者が、公園施設の設
置文は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2）前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。
(3）第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。
(4）法第11 条第1 項文は筆~の規定により同条第1 項に規定する必要な措置を命ぜられた
者が、その工事を完了したとき。

(5）公園を構成する土地物件について所有権を移転し、文は抵当権を設定し、若しくは移転
したとき。

(6）前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者
が、その工事を完了したとき。

（公園予定地及び予定公園施設についての準用）
第14条の2 第3条から前条までの規定は、法第23条第3壇に規定する公園予定地文は予定
公園施設について準用する。
（委任）

第15条この条例の施行につき必要な事項は、市長が定める。
第4章 罰則

第16条次の各号のいずれかに該当する者は、 1万円以下の過料に処する。
(1）第3条第1項又は第3項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者
(2）第5条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者
(3）第13条各項の規定による市長の命令に違反した者

第17条詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の
5倍に相当する金額（当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、 5万円とする。）以
下の過料に処する。

第18条法人の代表者文は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又
は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するのほか、その法人文は
人に対して各本条の過料を科する。

附貝lj
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（施行期日）
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
（他条例の廃止）

2 次に掲げる条例（以下「旧条例」という。）は、廃止する。
延岡市公園管理条例（昭和26年9月26日）
延岡市公園使用料徴収条例（昭和26年9月26日）
延岡市西階野球場条例（昭和40年条例第28号）

（経過規定）
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3 この条例施行の際、旧条例の規定に基づいて行為又は使用の許可を受けている者が、その
許可にかかる行為文は使用をすることができるものとされている期間中は、その行為又は使
用について、この条例の規定による許可を与えられたものとみなす。

附則（昭和46年7月22日条例第4号）
この条例は、公布の日から施行する。

附則（昭和49年6月20日条例第11号）
この条例は、公布の日から施行する。

附員lj(昭和50年7月12日条例第13号）
この条例は、公布の日から施行する。

附則（昭和51年3月27日条例第12号）
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。、2 この条例による改正後の使用料は、この条例施行の日以後に使用料を徴収するものから適
用し、同日前に使用料を納入したものについては、なお従前の例による。

附則（昭和51年12月25日条例第34号）
この条例は、公布の日から施行する。

附貝lj(昭和54年3月26日条例第11号）
この条例は、公布の日から施行し、照明施設の使用料は、昭和54年4月1日以降の使用分か

ら徴収する。
附則（昭和54年7月20日条例第21号）

この条例は、公布の日から施行する。
附則（昭和56年3月27日条例第11号）

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則（昭和56年12月23日条例第31号）

（施行期日）
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1中西階公園の弓道場及び浜川公園
の遊泳場の規定並びに別表第2中弓道場の規定は、昭和57年4月1日から施行する。
（経過措置）

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、昭和57年4月1日以後の使用に係る分から適用、し、昭和57年3月31固までの使用に係る分については、なお従前の例による。
附員lj(昭和62年3月30日条例第2号）

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則（平成3年6月25日条例第23号）

（施行期日）
1 この条例は、平成3年7月30日から施行する。
（経過措置）

2 平成3年7月30日から平成4年3月31固までの間における改正後の延岡市都市公園条例別
表第2 2有料公園施設使用料（1）野球場の表中妙田野球場の使用に係る使用料は、同表に
規定する使用料の額の2分の1rこ相当する額とする。

附則（平成3年9月25日条例第34号）
（施行期日）

1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。
（経過措置）

2 改正後の延岡市都市公園条例の規定は、平成3年10月1日以後の使用許可に係る使用料
について適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

附則（平成8年3月29日条例第10号）
（施行期日）
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1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
（経過措置）

2 この条例による改正後の延岡市都市公園条例の規定は、平成8年4月1日以後の使用許可
に係る使用料について適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例
による。

附員lj（平成9年3月31日条例第25号）
（施行期日）

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
（経過措置）

2 この条例による改正後の延岡市都市公園条例の規定は、平成9年4月1日以後の使用許可
に係る使用料について適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例
による。

附員lj(平成12年3月28日条例第11号）
（施行期日）

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
（罰則の適用に関する経過措置）

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則（平成14年6月25日条例第15号）

この条例は、平成14年7月1日から施行する。、 附則（平成16年3月30日条例第23号）
（施行期日）

、，

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
（経過措置）

2 改正後の延岡市都市公園条例の規定は、平成16年4月1日以後の使用許可申請に係る使
用料について適用し、同日前の使用許可申請に係る使用料については、なお従前の例によ
る。

別表第1（第7条関係）
有料公園施設

都市公園名

西階公園

有料公園施設

ぷ fI 2 )_,OIむい｝

野球場 ・1 J益＇：i附
陸上競技場 立蒋

、~)t

JJ 豹同千~ ¥ ノ) d ~37 f.; 07ro P) 

土々呂公園

浜川公園

妙田公園

別表第2（第11条関係）
1 公園使用料

区分

公園施設を利用する場合

公園施設を設ける場合

芝刈IJIJ句、 庭球コート す17広
、ピ？ノ補助グラ叫 碑

J完

球技場 2'・f ,, Jる

弓道場

遊泳場

遊泳場

野球場

使用料の額

施設売店 1区画 月額 3,000円

施設内に臨時売店 4平方メートルにつ日額 700円

を設ける場合 き

有料公園施設 1平方メートルにつ月額 200円
き
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都市公園を占用する場合 延岡市道路占用型徴収条例（昭和56年条例第30号）の別表に
定めるそれぞれの種別について、その占用料の1.5倍の額（同
条例第2条第2項の規定を適用する前の額とする。）

公圏内において行為をなす 興行 1平方メートルにつ日額
場合 き

行商類 4平方メートルにつ日額
き

（自動車移動販売を含む。）

競技会展示会その 1平方メートルにつ日額
他の行為 き

（販売を伴う場合は、 2倍の額とする。）

2 有料公園施設使用料
(1）野球場

施設名 区分

西階野 入場料 一般
球場 を徴収し

児童・生徒
ない場
必ロ』 職業野球

入場料 一般
を徴収

児童・生徒
する場

早朝 午前 午後

6時から8時 8時30分から 12時からげ
30分まで 12時まで 時まで

1 570 2410 2 940 

840 1 260 1 470 

9 450 12 600 

4,720 6 300 

5円

150円

2円

全日

8時30分から
17時まで

4410 

2 200 

11 760 

18 900 

9,450 

£ロ~ 職業野球 入場料総額の100分の3とし、最低33,600円とする。

妙田野 一般 1 260 1,890 

球場 児童・生徒 630 

備考時間外の使用料 1時間につき全日料金の2割の額
附属設備

場内放送設備 1試合

スコアボード 1試合

更衣室 1団体

シャワー 1団体

会議室 1回

照明施設 30分

備考
照明施設
使用期間 4月1日から10月31日まで
30分未満の端数は30分とする。

(2）陸上競技場

940 

2 310 3 570 

1 150 1 780 

単位円

630 

630 

420 

1 150 

420 

4200 
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区分 午前 午後

8時30分から12時 12時から17時ま
まで で

入場料を徴収し 一般 6,300 

ない場合 児童・生徒 3150 

入場料を徴収す 一般 24150 

る場合 児童・生徒 12 070 

個人で練習のため使用する場合 2時間 一般

児童・生徒

備考大会役員室、記録室及び選手控室を含む。
時間外の使用料 1時間につき全日料金の2割の額
附属設備

区分 午前 午後 全日

8,400 

4200 

28 350 

14, 170 

8時30分から12 12時からげ時ま 8時30分から17時
時まで で まで

場内放送設備 1 260 1 890 3150 

大会議室 940 1 360 2 310 

中会議室 630 940 1 570 

小会議室 420 630 1 050 

写真判定装置 6,820 8 920 15,750 

合宿室 1人1泊につき 一般

高校生

小・中学生

調理室を利用するときは、 1人につき100円を加算する。

シャワー 1人1回 100（合宿室を利用する場合を除く。）

備考時間外の使用料 1時間につき全日料金の2割の額
附属器具
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単位円

全日

8時30分から17時
まで

14,700 

7 350 

52 500 

26 250 

210 

100 

夜間

17時から21時ま
で

1 470 

1 050 

730 

520 

7,350 

840 

420 

310 

（西階陸上競技場）

器具名 単位 金額（円）

走高跳高度計 1個 140 

棒高跳高度計 1個 140 

ストップウオッチ 1個 140 

マラソン用親時計 1個 880 

ポ－｝レ（グラスファイパー） 1本 140 

槍 1本 60 

円盤 1個 60 

砲丸 1個 60 

ハンマー 1個 60 

風向風速計 一式 140 
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走高跳用支柱 1組 90 

棒高跳用支柱 1組 130 

スターティングブロック 1組 60 

ノ、一ドル 1個 30 

3,000メートル障害物 一式 290 

周囲表示器 一式 140 

走巾跳、一段跳距離表示器 一式 140 

投てき用距離表示器 一式 140 

I＼・ーー 1本 60 

鋼製巻尺 1個 140 

天幕 1組 小 150 大 630

バトン 1本 30 

決勝柱 1組 140 

計時員台 1 ムロ 310 

審判台 1A 口 310 

ハンマー、円盤なげ周囲い 1組 630 

セフティーマット 1個 310 

ハンドマイク 1個 100 

フィールド成績表示器 1台 140 

得点板 1A ロ 140 

ビーチJ《ラソル 1本 60 

走巾跳、一段跳距離測定器 1式 140 

フィールド用制限時間告知器 1式 140 

黒板 1個 60 

組合せ掲示板 1個 60 

混成競技掲示板 1個 60 

ライン引用装置及び塗料 一式 3150 

備考トラック文はフィールドの専用使用に伴い、附属器具を使用する場合であって、当該附
属器具の使用料の合計額が5,250円を超えるときは、 5,250円とする。

(3）補助グラウンド

区分 午前 午後

8時30分から12時まで 12時からげ時まで

一般 1 400 

児童・生徒 700 

備考時間外の使用料 1時間につき全日料金の2害IJの額
附属設備

｜照明設備 11基30分

1,740 

870 

単位円

全日

8時30分から17時まで

3140 

1 570 

単位場
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備考 30分未満の端数は、 30分とする。
(3）の2 球技場

区分 午前 午後

8時30分から12時まで 12時からげ時まで

一般 940 

児童・生徒 470 

備考時間外の使用料 1時間につき全日料金の2割の額
(4）庭球コート

1 150 

570 

9/10ページ

単位円

全日

8時30分から17時まで

2100 

1,050 

単位 円

区分 9時から21時まで 1面1時間

一般 310 

児童・生徒 150 

、w 附属設備

、w

シャワー

照明設備

備考
照明設備

1人1回

1面30分

30分未満の端数は、 30分とする。
(5）遊泳場

一般利用

区分

一般・高校生

小・中学生

乳幼児

専用利用

区分

25メートルプール

50メートルプール

1人1回につき

150 

100 

50 

9時から12時まで

15 750 

22 050 

備考開設期間は、市長が別に定める。
(6）弓道場

単 位円

100 

200 

単位円

1 団体（30人以上）で入場する場合は、 2割を減
額する。

2 回数券は、 11枚とし、 10回分の金額とする。

単位円

12時から17時まで 入場料を徴収する場合は、左
記の3倍とする。

36,750 
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単位 円

区分 午前 午後 全日 夜間

9時から12時 12時から17 9時からげ時 17時から21時まで
まで 時まで まで

一般 個人 150 210 360 1時間につき 100 

団体 1 050 1,260 2,310 1時間につき 630 

児童生徒 個人 100 100 200 1時間につき 50 

団体 520 630 1,150 1時間につき 310 

備考 1まとの張り替えは、使用者の負担とする。
2 団体は、 20人以上とする。

付記有料公園施設をその設置目的以外に使用する場合の使用料は、当該使用料の3割増
とする。
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公の施設のヒヤリング

施設所管課 ぇ野市計＠＼

施設名 らえ白子え安恥キ埼 3ヶサ

16年度委託先 :;, Ji,,／，＇－ ノ、材セ；レ

16年度施設管理委託料 ~6 o, 760勾。 ( !bi 与オ£~トゐゼ？）

' l~ f~手勾を！"2-. ~だめJ_{(J ~ 
委託の内容

、w
今後の運営方針

17年度委託予定先

指定管理者制度への移行時期 ／－／~ε卒学～

、ID4-前向．（判・ヲJ容之崎）旬）

司自司主1JRt：を， 守勺j；、 問l可~~し． 
~－~＇ ＜：~ ·• :--o t ix-J－ゐむ！の :ttn を d:l~J-え r~ふ 7 II), （正）

Q Uλ、？のλriJl' 、，
直営で行う場合処理且f寸け

t むff_t1旬、；／］；；丸も碍~l. え絞~tppg手iゑ彩ミr'J川

て納付巴守c-({c 1) I 7ん，, f.. 0 

備 考
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公の施設のヒヤリング

施設所管課

施設名 九人台利車、訟手｝号j 2 I fT 

16年度委託先 、六白才λ？と今わ巴 ・1~ 

16年度施設管理委託料

委託の内容

、，
今後の運営方針

17年度委託予定先

指定管理者制度への移行時期

‘v 
直営で行う場合の理由付け

備 考



平成15年度延岡駅周辺施設維持管理費決算

番 τEヲコ 委 託 先 委託金額 委 託 相 手 備考

延岡駅前・東自動車駐車場集金業務委託 806 400 アマノ（株） 年間契約

2 延岡駅前・東自動車駐車場保守業務委託 705 600 アマノ（株） 年間契約

3 延岡駅前・東自動車駐車場警備業務委託 504 000 宮崎綜合警備（株） 年間契約

4 延岡駅前・東駐車場管理業務委託 1445400 シルバー人材センター 年間契約

5 延岡駅前広場霧噴水システム保守業務委託 315 000 清本鉄工（株） 年間契約

6 延岡駅前・東駐車場内植栽管理業務委託 195 300 （株）県北産業 年度末

7 延岡駅前自転車駐車場内清掃管理業務委託 46 200 シルバー人材センター 年度末清掃

4017900 5社

平成16年度延岡駅周辺施設維持管理費契約状況

番 τE亨ヨ 委託先 委託金額 季 託 本目 手 備考

延岡駅前・東自動車駐車場集金業務委託 806 400 アマノ（株） 年間契約
4 ・r ， ー ？

ヘ』ーペ／’ ’～る E

2 延岡駅前・東自動車駐車場保守業務委託 705 600 アマノ（株） 年間契約

3 延岡駅前・東自動車駐車場警備業務委託 504 000 宮崎綜合警備（株） 年間契約

4 延岡駅前・東駐車場管理業務委託 960 960 シルバー人材センター 年間契約

5 延岡駅前広場霧噴水システム保守業務委託 210 000 清本鉄工（株） 年間契約 f d 守？t)

6 延岡駅前・東駐車場内植栽管理業務委託 年度末

7 延岡駅前自転車駐車場内清掃管理業務委託 年度末清掃

3 186 960 

,, 



延岡市自動車駐車場条例

平成9年3月31日
条例第5号

改正 平成11年10月12日条例第22号 平成12年12月25日条例第53号

平成15年3月31日条例第3号 平成16年3月30日条例第10号

（趣旨）

1/2ページ

第1条この条例は、地方自治法（昭和2？年法律第＿67号）第旦4条の2の規定に基づき、自動車
駐車場（駐車場法（昭和.~~年法律第1 Q_6号）筆2会第2号に規定する路外駐車場をいう。以下
「駐車場」という。）の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
（設置）
第2条道路交通の円滑化及び市民の利便性の向上を図るため、次のとおり駐車場を設置す
る。

名称

延岡駅前自動車駐車場

、宮両京支面扇雇雇草扇

（駐車場の使用時間）

延岡市幸町3丁目4266番地4

延岡市日の出町2丁目 14番1

位置

第3条駐車場の使用時間は、終日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、期
間を定めて駐車場の全部文は一部の使用を制限することができる。
（駐車場の定期使用）
第3条の2 市長は、駐車場の有効利用を図るため、駐車場（延岡駅東自動車駐車場に限る。）
を一定の期間継続して使用（以下「定期使用Jという。）させることができる。
2 定期使用に係る駐車場の使用料は、 1月（月の中途において使用を開始し、又は中止したと
きも1月とする。）につき5,000円とする。
3 駐車場を定期使用する者は、市長の許可を受け、定期駐車券の交付を受けなければならな

4 定期駐車券の有効期間は、定期駐車券の交付を受けた日から同日以後最初に到来する3
月末日までとする。
5 定期駐車券の交付手数料は、 800円とする。定期駐車券の有効期間が満了した場合、定期
駐車券を亡失した場合等の再交付手数料も同様とする。、（使用料）
第4条駐車場の使用料（定期使用に係る使用料を除く。）は、別表のとおりとする。
（使用料の納付）
第5条自動車を駐車した者は、当該自動車を駐車場から出場させる際に前条に規定する使用
料を納付しなければならない。ただし、駐車場を定期使用する場合は、市長が別に定める方法
により使用料を前納しなければならない。
（使用料の還付）
第5条の2 既納の使用料は、還付しない。ただし、第3条ただし書の規定により駐車場の使用
を制限したときは、使用料の全部文は一部を還付することができる。
（使用の拒否）
第6条市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、駐車場の使用を拒否することがで
きる。
(1）駐車場の構造（ーの駐車区画の大きさを含む。）上自動車を駐車させることができないと
き。
(2）発火、引火若しくは爆発のおそれのある物品を積載しているとき。
(3）駐車場の施設等を破損し、又は汚損するおそれがあるとき。
(4）前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障があると認めるとき。
（禁止行為）
第7条何人も駐車場において次の各号に掲げる行為をしてはならない。
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』王車させる目的以外の目的で駐車場内に立ち入ること0

. I火若しくは爆発のおそれのある物品を持ち込むこと。
易の施設等を破損し、又は汚損することo

d聞にわたって自動車を放置すること。
斤定の場所以外の場所に自動車を駐車し、又は他の自動車の駐車を妨げること。
みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他の汚物を捨てること。

．／）物品の販売、広告、宣伝その他これらに類する行為をすること。
(8）前各号に掲げるもののほか、市長において管理上支障があると認める行為をすること。
2 駐車場を使用する者は、駐車場の正常な運営を維持するための市長の指示に従わなけれ
ばならない。
3市長は、前条各号のいずれかに該当する自動車の運行者文は第1項各号のいずれかに掲
げる行為をした者若しくは前項の指示に従わない者について、駐車場からの退去文は自動車
の出場を命ずることができる。
（損害賠償）
第8条駐車場の施設等に損害を与えた者は、その損害額を賠償しなければならない。
（駐車場における損害の責任）
第9条駐車場に駐車する自動車の盗難、損傷、滅失その他第三者の行為に起因して生じた損
字、は不可抗力若しくは天災地変による損害については、市はその賠償の責めを負わない。
後任）
第10条この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附則（平成11年10月12日条例第22号）
この条例は、平成11年10月1日から施行する。

附則（平成12年12月25日条例第53号）
この条例は、平成13年3月1日から施行する。

附則（平成15年3月31日条例第3号）
この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則（平成16年3月30日条例第10号）
この条例は、平成16年4月1日から施行する。

別表（第4条関係）

区分 金額

｜午前6時から 使用開始時から最初の1時間（1時間に満たない場合は、 1時間とす
る。）まで

午後10時まで

午後10時から

午前6時まで

備考

200円

使用開始時から最初の1時間を超える時間については、その超える1時
間を経過するまでごとに1時間（1時間に満たない場合は、 1時間とす
る。）当たり

100円

使用開始時から2時間を経過するまでごとに2時間（2時間に満たない
場合は、 2時間とする。）当たり

100円

1使用時間が使用開始時から起算して20分に満たないときは、使用料は無料とする。

2 使用時聞が午後10時以後にまたがるときは、そのまたがる1時間について100円（その1
時間が使用開始時から最初の1時間であるときは、 200円）とする。

3 使用時聞が午前6時以後にまたがるときは、そのまたがる2時間について100円とする。
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4転車駐車場条例

ぷ8年3月29日
采例第4号

改正 平成12年12月25日条例第53号

（趣旨）

．，‘ー

第1条この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の2の規定に基づき、自転車
駐車場（以下「駐車場Jという。）の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
（設置）
第2条自転車の利用者の利便を図り、街の美観を維持するため、次のとおり駐車場を設置す
る。

名称 I 位置

塑塑堕亭堕重一一 I延岡市幸町訂目印番地4
延岡駅東自転車駐車場 l延岡市日の出町2丁目 14番1

~車場の利用時間）
第3条駐車場の利用時間は、終日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、期
間を定めて利用を制限することができる。
（行為の制限等）
第4条駐車場を利用する者（以下「利用者Jという。）は、駐車場において次の各号に掲げる行
為をしてはならない。
(1）発火、引火若しくは爆発のおそれのある物品を持ち込み、又はこれらの物品を積載した自
転車を駐車すること。
(2）駐車場の施設等を破損し、又は汚損すること。
(3）長期間にわたって自転車を放置すること。
(4）所定の場所以外に自転車を駐車し、文は他の自転車の駐車を妨げること。
(5）みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他の汚物を捨てること。
(6）物品の販売、公告、宣伝その他これらに類する行為をすること。
(7）前各号に掲げるもののほか、市長において管理上支障があると認める行為をすること。
2 利用者は、駐車場の正常な運営を維持するための係員の指示に従わなければならない。
3 市長は、第1項各号のいずれかに掲げる行為をした者若しくは前項の指示に従わない者に

、ついて、駐車場における自転車の駐車を拒否し、文は駐車場からの退去を命ずることができ
る。
4 市長は、駐車場において、所定の場所以外に駐車してある自転車があるときは、これを所定
の場所に移動することができる。
（損害賠償）
第5条駐車場の施設等に損害を与えた者は、その損害額を賠償しなければならない。
（駐車場における損害の責任）
第6条駐車場に駐車する自転車の盗難、損傷、滅失その他第三者の行為に起因して生じた損
害又は不可抗力若しくは天災地変による損害については、市はその賠償の責めを負わない。
（放置自転車の処理）
第7条市長は、駐車場に相当の期間放置されている自転車（以下「放置自転車Jという。）があ
るときは、当該放置自転車を自転車の安全和l眉企促－進及益自転婁等~駐車坦jiQl総合血栓
進巳関空る法律（昭如旦年法律筆宣7号）第6条の規定の例により、処理することができる。
（放置自転車の保管）
第8条市長は、駐車場に放置自転車があるときは、当該放置自転車を駐車場から撤去し、保
管することができる。
2 市長は、前項の規定により放置自転車を保管したときは、保管した年月日、保管場所、保管
期問、返還方法その他必要な事項を告示するものとする。
3 市長は、第1項の規定により放置自転車を保管したときは、当該放置自転車の撤去及び保
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A レた実費を利用者から徴収することができる。
、成置自転車の処分）
第9条市長は、前条第1項の規定により保管した放置自転車につき、同条第2項の規定による
告示の日から相当の期間を経過してもなお当該放置自転車を利用者又は所有者に返還できな
い場合において、その保管に不相応な費用を要するときは、当該放置自転車を売却し、その売
却した代金を保管することがで、きる。この場合において、当該放置自転車につき、買受人がない
とき又は売却することができないと認めるときは、当該放置自転車につき廃棄等の処分をするこ
とができる。
（放置自転車の所有権の帰属）
第10条第8条第2項の規定による告示の日から起算して6月を経過してもなお同条第1項の
規定により保管した放置自転車（前条の規定により売却した代金を含む。以下この項において
閉じ。）を返還することができないときは、当該放置自転車の所有権は、市に帰属する。
（委任）
第11条この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附則（平成12年12月25日条例第53号）
この条例は、平成13年1月6日から施行する。

‘’ 

、’
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公の施設のヒヤリング
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延岡市市民会館「内藤記念館」条例

昭和56年12月23日
条例第27号

1/2ページ

改正 平成3年9月25日条例第45号 平成9年3月31日条例第22号

平成16年3月30日条例第27号

（設置）
第1条郷土の歴史的資料を保存、展示し、市民の文化の向上を図るとともに、市民の行事、研
修会等に供するため、延岡市市民会館「内藤記念館」（以下「会館Jという。）を設置する。
（名称及び位置）

第2条会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 I 位置

延岡市市民会館「内藤記念館J 延岡市天神小路255番地1

,.. （職員）
第3条会館に館長のほか必要な職員を置く。

（使用の許可）
第4条会館を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合、会館の管理上必要な条件を付けることができる。

（使用の制限）
第5条教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、会館の使用を許可しない。

(1）専ら営利を目的とするものであるとき。
(2）公共の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(3）建物及び附属設備等を汚損又は損傷するおそれがあるとき。
(4）専ら娯楽又は飲食のみを目的としたものであるとき。
(5）前各号に掲げるもののほか、公益上文は管理上支障があるとき。
（使用料）

第6条会館を使用する者は、使用許可の際、別表に定める使用料（その額に10円未満の端数
が生じたときは、その端数は切り捨てる。）を納入しなければならない。
（使用料の減免）

第7条公用文は公共の用に供する場合で、あって、かつ、教育委員会において特に必要と認め
,.. るものについては、使用料を減免することがで、きるo

（使用料の返還）
第8条既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全
部又は一部を返還することができる。
(1）天災地変その他使用者の責めで、ない理由で、使用することがで、きなくなったとき。

(2）使用期日5日以前に使用の取消し文は変更を申し出て、相当の理由があると認めたと
き。

(3）その他教育委員会において相当な理由があると認めたとき。
（使用権の譲渡禁止）

第9条会館の使用許可を受けた者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
（使用許可の取消し等）

第10条教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は必
要な措置を命ずることができる。
(1）この条例又は規則！こ違反したときo

(2）使用許可の条件に違反したとき。
(3）その他教育委員会が不適当と認めたとき。
（損害賠償）

第11条使用者がその責めに帰すべき理由により、建物文は附属設備等を損傷し、又は滅失し
たときは、その損害額を賠償しなければならない。
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（委任）

第12条この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則

（施行期日）
1 この条例は、公布の日から施行する。
（経過措置）

2 この条例中第6条の別表の規定は、昭和57年4月1日以後の使用に係る分から適用する。
（条例の廃止）

3 延岡市市民会館「内藤記念館J使用料徴収条例（昭和38年条例第25号。以下「旧条例」とい
う。）は、廃止する。
（旧条例の廃止に伴う経過措置）

4 この条例施行の日から昭和57年3月31固までの使用に係る分については、なお旧条例第1
条の別表の規定を適用する。

附則（平成3年9月25日条例第45号）
（施行期日）

1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。
（経過措置）

2 改正後の延岡市市民会館「内藤記念館J条例の規定は、平成3年10月1日以後の使用許可
に係る使用料について適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例
による。

附貝lj(平成9年3月31日条例第22号）
（施行期日）

1 この条例はも平成9年4月1日から施行する。
（経過措置）

2 この条例による改正後の延岡市市民会館「内藤記念館J条例の規定は、平成9年4月1日以
後の使用許可に係る使用料について適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、
なお従前の例による。

附則（平成16年3月30日条例第27号）
（施行期日）

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
（経過措置）

2 この条例による改正後の延岡市市民会館「内藤記念館J条例の規定は、平成16年4月1日
以後の使用許可申請に係る使用料について適用し、同日前の使用許可申請に係る使用料に
ついては、なお従前の例による。

別表（第6条関係）

（単位円）

使用時間帯 9時から 13時から 17時から

名称
12時まで 17時まで 22時まで

会議室1 1 680 2,100 2 520 

会議室2 1 680 2100 2 520 

静思庵 2100 2 520 2 940 

付記使用時間帯を超過して使用するときは、超過時間1時間（1時間未満は、 1時間とす
る。）につき、当該使用時間帯の使用料の4分の1に相当する額を加算する。
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延岡市公会堂「野口記念館」条例

改正

昭和56年12月23日
条例第24号

平成元年12月25日条例第25号 平成2年10月1日条例第28号
平成3年9月25日条例第44号 平成9年3月31日条例第21号

平成16年3月30日条例第26号

（趣旨）
第1条この条例は、地方自治法（昭和1-24:年法律第旬号t第？A4条の2の規定に基づき、延岡市
公会堂「野口記念館」（以下「公会堂Jとし、う。）の設置及び管理に関し必要な事項を定めるも

のとする。
（目的及び設置）

第2条公会堂は、市民の教養を高め、文化の向上を図ることを目的とし、延岡市東本小路119

番地1に設置する。
（使用の許可）

,. 第3条公会堂を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事

項を変更しようとする場合も同様とする。
2 市長は、前項の許可に条件を付けることができる。

（使用の不許可）
第4条市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1）公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2）建物又は附属設備をき損するおそれがあるとき。
(3）管理又は運営上支障があると認められるとき。
(4）その他使用を不適当と認めるとき。
（使用料）

第5条公会堂の使用許可を受けた者（以下「使用者Jという。）は、男IL表に定める使用料（その
額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。）を規則で定める期固までに納
付しなければならない。
（使用料の減免）

第6条市長は、市内に所在する塾経塾責法｛開担22年法律第＿？6号1第7条に規定する学校及
び里童橿？止法〈昭顎12_2_年法一律第16-4呈）第ア条に規定する児童福祉施設が主催してホールを
使用するときは、当該使用時間帯のホール使用料の100分の20に相当する額を減額する。

,.. （使用料の返還）

第7条既に納入した使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、
規則で定めるところによりその全部文は一部を返還するものとする。
(1）天災地変その他使用者の責めに帰することができない理由により、公会堂の使用ができ
なくなったとき。

(2）使用者が規則で定める期固までに使用許可の取消しを申し出た場合において、市長が
相当の理由があると認めるとき。

(3）前2号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
（使用許可の取消し等）

第8条市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の条件を変更し、
使用許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1）この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2）第4条に該当する状態が生じたとき。
(3）使用許可の条件に違反したとき。
(4）偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。
(5）前各号に掲げる場合のほか、市長が管理上文は公益上必要があると認めるとき。

2 前項の場合において、使用者が被った損害については、市は、その責めを負わない。
（使用権の譲渡禁止等）

第9条使用者は、使用の権利を譲渡し、文は転貸してはならない。
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2 使用者は、許可を受けた目的以外の目的に使用してはならない。
（特別の設備等）

第10条使用者は、公会堂の使用に当たって、特別の設備を付加し、又は公会堂の備品以外
の器具を搬入し、使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
（原状回復の義務）

第11条使用者は、公会堂の使用を終わったとき（使用許可の取消し文は使用の停止を受けた
ときを含む。）は、直ちに公会堂を原状に回復しなければならない。
（損害賠償の義務）

第12条使用者は、公会堂の施設、設備及び器具をき損文は滅失した場合には、市長の認定
する額を賠償しなければならない。
（入館の禁止等）

第13条市長は、次の各号のいずれかに該当する者の入館を禁止し、文は退場を命ずることが
できる。
(1）他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる行為をする者
(2）管理上必要な指示に従わない者
（管理の委託）

第14条市長は、公会堂の設置の目的を効果的に達成するため、その管理を財団法人延岡総
合文化センターに委託する。

,. （委任）
第15条この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則
（施行期日）

1 この条例は、公布の日から施行する。
（経過措置）

2 この条例中第6条の別表の規定は、昭和57年4月1日以後の使用に係る分から適用する。
（条例等の廃止）

3 延岡市公会堂「野口記念館」設置条例（昭和30年条例第34号及び延岡市公会堂「野口記念
館J使用条例（昭和30年条例第35号。以下「｜日条例」という。）は、廃止する。
（｜日条例の廃止に伴う経過措置）

4 この条例施行の日から昭和57年3月31固までの使用に係る分については、なお旧条例第3
条の別表の規定を適用する。

附員IJ(平成元年12月25日条例第25号）
（施行期日）

1 この条例は、平成2年1月1日から施行する。
（経過措置）

,.. 2 この条例による改正後の延岡市公会堂「野口記念館」条例の規定は、平成2年1月1日以後
の使用許可に係る使用料について適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、な
お従前の例による。

附則（平成2年10月1日条例第28号）
（施行期日）

1この条例は、平成2年11月1日から施行する。
（延岡市特別職職員給与条例の一部改正）

2 延岡市特別職職員給与条例（昭和26年3月2日施行）の一部を次のように改正する。
（次のよう略）
附則（平成3年9月25日条例第44号）

（施行期日）
1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。
（経過措置）

2 改正後の延岡市公会堂「野口記念館J条例の規定は、平成3年10月1日以後の使用許可に
係る使用料について適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例によ
る。

附員IJ(平成9年3月31日条例第21号）
（施行期日）

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
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（経過措置）
2 この条例による改正後の延岡市公会堂「野口記念館J条例の規定は、平成9年4月1日以後
の使用許可に係る使用料について適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、な
お従前の例による。

附員IJ(平成16年3月30日条例第26号）
（施行期日）

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
（経過措置）

2 改正後の延岡市公会堂「野口記念館」条例の規定は、平成16年4月1日以後の使用許可申
請に係る使用料について適用し、同日前の使用許可申請に係る使用料については、なお従
前の例による。

別表（第5条関係）
1ホール使用料

（単位円）

使用時間帯 午前 午後 夜間

使用区分 午前9時～正午 午後1時～午後 午後6時～午後
5時 10時

入場料を徴収しないとき 平日 7 450 13 230 17 320 

土曜日 9 760 17,320 20 790 

日曜日

休日

1,000円未満の入場料を徴 平日 11 230 19 840 25,930 

収するとき 土曜日 14 700 25 930 31, 180 

日曜日

休日

1,000円以上3,000円未満の 平日 13,440 23,830 31 180 

入場料を徴収するとき 土曜日 17 640 31, 180 37 380 

日曜日

休日

3,000円以上の入場料を徴収 平日 15 010 26 560 34650 

するとき、又は商品の宣伝、 土曜日 19,630 34650 41,580 
展示、販売等営利を目的とし 日曜日
て使用するとき

休日

備考
1入場料とは、入場料、会費、会場整理費等入場することに関し徴収される入場の対価を
いう。

2 入場料に段階を設けているときは、その最高額を適用する。
3 使用者が商品買上者に対し招待券を発行するとき、会員制度により会員を招待するとき
その他これに類するときは、 1,000円以上3,000円未満の入場料を徴収するときの使用料
を徴収する。

4 専ら準備及びリハーサルのため使用するときの使用料は、当該使用時間帯の使用料の
100分の60（こ相当する額とする。

5 午前及び午後の使用時間帯、午後及び夜間の使用時間帯又は午前、午後及び夜間の
使用時間帯を継続して使用するときの使用料は、それぞれ各使用時間帯の使用料の合
計額とする。

6 使用時間帯を超過して使用するときの使用料（以下「超過使用料」という。）は、 1時間（1
時間未満は、 1時間とする。以下同じ。）につき、次の各号に定める使用時間帯の使用料
の100分の30に相当する額とする。
(1）午前9時以前の使用文は正午から午後1時までの使用午前の使用時間帯

http:/ /10.1.3.230/D 1 W_SAVVY /HTML_ TMP I svhtml一1028845362.0.Mok吋i.1.0.DATA.html 04/11 /09 



.. 

’‘ 

,,. 

4/4ページ

(2）午後5時から午後6時までの使用午後の使用時間帯
(3）午後10時以後の使用夜間の使用時間帯

7 休日とは、国塁負担旦l二関空益法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日をいう。
8 使用時間には、準備及びあとかたづけの時間を含むものとする。

2 附属設備等使用料

名称 単位 使用料

ステージサイドスポットライト 1台 150 

フロントサイドスポットライト 一式 730 

フットライト 1夢lj 210 

ボーダーライト 1夢lj 520 

アッパーホリゾントライト 1夢lj 520 

ロアーホリゾントライト 1夢lj 520 

シーリングおスポットライト 1夢lj 520 

サスペンションスポットライト 1台 150 

ピンスポットライト 1 ムロ 1 050 

拡声装置 一式 1 570 

音響反射板 一式 2100 

所作台 一式 3150 

ピアノ（ヤマハCF) 1 ムロ 5 250 

ピアノ（ヤマハFC) 1 ムロ 2 620 

映写機 35ミリ 一式 6 300 

映写機持込料 16ミリ 一式 1,050 

備考
1使用料は、午前、午後及び夜間の各使用時間帯を1回として徴収する。
2 午前及び午後の使用時間帯、午後及び夜間の使用時間帯又は午前、午後及び夜間の
使用時間帯を継続して使用するときの使用料は、それぞれ各使用時間帯の使用料の合
計額とする。

3 超過使用料は、 1時間につき、この表の使用料の100分の30に相当する額とする。
4 使用時間には、準備及びあとかたづけの時間を含むものとする。

3 冷暖房設備使用料
冷暖房設備を使用するときの使用料は、 1時間につき3,150円とし、その実施期間は原則

として次のとおりとする。
冷房 6月中旬から9月末固まで
暖房 11月中旬から翌年の3月末固まで
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改正 昭和61年12月26日条例第28号 平成3年9月25日条例第43号

平成9年3月31日条例第20号 平成16年3月30日条例第28号

（設置）

第1 条芸術文化の向上を図るため、坦方自治法工昭和~f_年法律第型空1第~4条の2の規定
に基づき、田園都市中核施設延岡総合文化センター（以下「文化センタ－Jとしヴ。）を設置す
る。

第2条文化センターは、延岡市東浜砂町611番地2（こ置く。
（使用の許可）

第3条文化センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2市長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

（使用の不許可）
,.. 第4条市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、文化センターの使用を許可しない。

(1）公の秩序文は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2）建物又は附属設備（以下「施設等」という。）をき損し、又は汚損するおそれがあると認め
るとき。

(3）前2号に掲げる場合のほか、施設等の管理上支障があると認めるとき。
（使用料）

第5条文化センターの使用許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、別表に定める使用料
（その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。）を規則で定める期日ま
でに納付しなければならない。
（使用料の減免）

第6条市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、文は免除することができ
る。
（使用料の不還付）

第7条既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で
定めるところによりその全部又は一部を返還するものとする。
(1）使用者の責めに帰することができない理由で使用することができないとき。
(2）使用者が規則で定める期日までに使用許可の取消しを申し出た場合において、市長が

,. 相当の理由があると認めたとき。
(3）前2号に掲げる場合のほか、市長が特別な理由があると認めたとき。
（使用権の譲渡禁止等）

第8条使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
2使用者は、文化センターを使用目的以外の目的に使用する等使用許可に係る事項を変更し
ようとするときは、変更の許可を受けなければならない。
（特別の設備等）

第9条使用者は、文化センターの使用に当たって、特別の設備を付加し、又は文化センターの
備品以外の器具を搬入し、使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければな
らない。
（使用許可の取消し等）

第10条市長は、使用者の申出による場合のほか、次の各号にいずれかに該当するときは、使
用許可の条件を変更し、文は使用を停止させ、若しくは使用許可を取り消すことができる。こ
の場合において、使用者が損害を受けても市はその責めを負わない。
(1）使用者が第4条第1号又は第2号の規定に該当するとき。
(2）使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(3）使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(4）使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(5）前各号に掲げる場合のほか、市長が管理上文は公益上必要と認めるとき。
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（原状回復義務）

第11条使用者は、文化センターの使用が終了したとき文は前条の規定により使用を停止さ
れ、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに自己の負担で器具文は設備を撤去し、当
該施設を原状に回復しなければならない。
（損害賠償義務）

第12条使用者が故意文は過失により施設等をき損し、汚損し、文は亡失したときは使用者
は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
（禁止行為等）

第13条何人も文化センターにおいて次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1）他人に危害を加え、若しくは迷惑を及ぼし、文はこれらのおそれがある行為をすること。
(2）他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがある物文は動物を携帯すること。
(3）施設等をき損し、若しくは汚損し、文はこれらのおそれのある行為をすること。
(4）許可なく物品の宣伝、販売その他これらに類する行為をすること。
(5）許可なく印刷物、ポスターその他これらに類する物を配付し、又は掲示すること。
(6）所定の場所以外で飲食し、文は喫煙すること。
(7）前各号に定めるもののほか、文化センターの管理上支障がある行為をすること。

2 市長は、前項に違反した者に対し、退場を命ずることができる。
（管理の委託）

,. 第14条市長は、文化センターの設置の目的を効果的に達成するため、その管理を財団法人
延岡総合文化センターに委託する。
（委任）

第15条この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則

この条例の施行期日は、規則で定める。（昭和60年11月規則第24号で、同60年11月13日から
施行）

附員lj(昭和61年12月26日条例第28号）
この条例は、公布の日から施行する。

附則（平成3年9月25日条例第43号）
（施行期日）

1この条例は、平成3年10月1日から施行する。
（経過措置）

2 改正後の延岡総合文化センター条例の規定は、平成3年10月1日以後の使用許可に係る使
用料について適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

附則（平成9年3月31日条例第20号）
（施行期日）

,.. 1この条例は、平成9年4月1日から施行する。
（経過措置）

2 この条例による改正後の延岡総合文化センター条例の規定は、平成9年4月1日以後の使
用許可に係る使用料について適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従
前の例による。

附則（平成16年3月30日条例第28号）
（施行期日）

1この条例は、平成16年4月1日から施行する。
（経過措置）

2 改正後の延岡総合文化センター条例の規定は、平成16年4月1日以後の使用許可申請に
係る使用料について適用し、同日前の使用許可申請に係る使用料については、なお従前の
例による。

別表（第5条関係）
1 ホール及び展示室使用料
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（単位：円）

施設名 使用時間帯 午前 午後 夜間 全日
使用区分 午前9時～ 午後1時～ 午後6時～ 午前9時～午

正午 午後5時 午後10時 後10時

大ホー 入場料を徴収 平日 13,650 24,150 31 500 69 300 
jレ しないとき 土曜日 17 850 31 500 37,800 87150 

日曜日

休日

1,000円未満 平日 20470 36 220 47 250 103,940 
の入場料を徴 土曜日 26 770 47,250 56 700 130,720 
収するとき

日曜日

休日

1,000円以上 平日 24570 43 470 56 700 124 740 

,.. 
3,000円未満 土曜日 32130 56 700 68 040 156 870 
の入場料を徴

日曜日
収するとき

休日

3,000円以上 平日 27 300 48 300 63 000 138 600 
の入場料を徴
収するとき文 土曜日 35 700 63 000 75 600 174,300 
は商品の宣
伝、展示、販 日曜日
売等営利を目
的として使用 休日
するとき

小ホー 入場料を徴収 平日 3 670 5,770 7 350 16 790 

Jレ しないとき 土曜日 4 720 6,820 9130 20 670 

日曜日

休日

1,000円未満 平日 5 460 8,610 11 020 25 090 

，‘ 
の入場料を徴 土曜日 7,030 10 180 13,650 30 860 
収するとき

日曜日

休日

1,000円以上 平日 6 610 10,390 13 230 30 230 

の入場料を徴 土曜日 8 500 12,280 16,380 37160 
収するとき

日曜日

休日

商品の官伝、 平日 7 350 11,550 14 700 33 600 

展示、販売等
土曜日 9450 13 650 18 270 41,370 

営利を目的と
して使用する 日曜日

とき 休日

展示室 入場料を徴収 平日 2 620 3 780 4,510 10 910 

しないとき 土曜日 3,150 4,720 5 560 13 430 

日曜日

休日
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入場料を徴収 平日 3 880 5 670 6 720 16 270 
するとき 土曜日 4 720 7 030 8,290 20040 

日曜日

休日

商品の宣伝、 平日 5,250 7 560 9,030 21,840 
展示、販売等

土曜日 6 300 9 450 11, 130 26 880 
営利を目的と
して使用する 日曜日

とき 休日

展示室 入場料を徴収 平日 5 040 7,350 8 920 21,310 
2 しないとき 土曜日 6,300 9 130 11 020 26 450 

日曜日

休日

入場料を徴収 平日 7,560 11 020 13 330 31 910 

するとき 土曜日 9 450 13,650 16 480 39 580 

日曜日

休日

商品の宣伝、 平日 10 080 14 700 17,850 42 630 

展示、販売等
土曜日 12 600 18 270 22 050 52,920 

営利を目的と
して使用する 日曜日

とき 休日

備考
1入場料とは、入場料、会費、会場整理費等入場することに関し徴収される入場の対価を

いう。
2 入場料に段階を設けているときは、その最高額を適用する。
3 大ホール、小ホール、展示室1及び展示室2の使用者が商品買上者に対し招待券を発
行するとき、会員制度により会員を招待するときその他これに類するときは、次の各号に

定める使用区分の使用料を徴収する。
(1）大ホール 1,000円以上3,000円未満の入場料を徴収するときの使用料
(2）小ホール 1,000円以上の入場料を徴収するときの使用料

,.. (3）展示室1及び展示室2 入場料を徴収するときの使用料
4 専ら準備及びリハーサルのため使用するときは、使用料の60パーセントとする。 ． 

5 午前及び午後の使用時間帯又は午後及び夜間の使用時間帯を継続して使用する場合

の使用料は、各使用時間帯の使用料の合計額とする。
6 使用時間帯を超過して使用する場合の使用料（以下「超過使用料jという。）は、各使用
区分に従い1時間（1時間未満は、 1時間とする。以下閉じ。）につき、次の各号に定める

使用時間帯の使用料の30パーセントとする。
(1）午前9時以前の使用又は正午から午後1時までの使用午前の使用時間帯
(2）午後5時から午後6時までの使用午後の使用時間帯
(3）午後10時以後の使用夜間の使用時間帯

7 休日とは、国民型祝旦二関空る法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日をいう。
8 使用時間には、準備及びあとかたづけの時間を含むものとする。

2 附属施設使用料
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（単位：円）

使用時間帯 午前 午後 夜間 全日

施設名 午前9時～ 午後1時～ 午後6時～ 午前9時～

正午 午後5時 午後10時 午後10時

楽屋 楽屋1 420 520 630 1 570 

楽屋2 420 520 630 1 570 

楽屋3 730 940 1,050 2,720 

楽屋4 1 990 2520 2 730 7 240 

楽屋5 940 1 260 1,360 3 560 

楽屋6 420 520 630 1 570 

リハーサル室 2 200 2 940 3460 8 600 

会議室1 1 050 1 260 1 570 3 880 

会議室2 1 050 1 260 1,570 3 880 

広域視聴覚センター 1,570 1 890 2,200 5,660 

研修室 1 780 2,410 3,360 7 550 

Jヲセt‘’ロ\I~三喧E歪 1 260 1 570 2100 4 930 

備考
1午前及び午後の使用時間帯又は午後及び夜間の使用時間帯を継続して使用する場合
の使用料は、各使用時間帯の使用料の合計額とする。

2 超過使用料は、 1時間につき、次の各号に定める使用時間帯の使用料の30パーセントと
するふ
(1）午前9時以前の使用又は正午から午後1時までの使用午前の使用時間帯
(2）午後5時から午後6時までの使用午後の使用時間帯
(3）午後10時以後の使用夜間の使用時間帯

3 使用時間には、準備及びあとかたづけの時間を含むものとする。
3 冷暖房使用料

（単位：円）

区分 冷房（1時間当たり） 暖房（1時間当たり）

大ホール 4 720 3150 

小ホール 2100 1 360 

展示室1 1,050 630 

展示室2

リハーサル室

会議室1 310 210 

会議室2

広域視聴覚センター

研修室

ヲJー（..，と.／rt.三空E室

備考，
冷暖房の実施期間は、原則として次のとおりとする。
冷房 6月中旬から9月末日まで
暖房 11月中旬から翌年3月末日まで
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4 附属設備及び備品使用料は、別に規則で定める。

’‘ 

－・h
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公営住宅の管理と指定管理者制度について（通知）

地方自治法の一部を改正する法律（平成15年法律第81号）は、平成15年6月 13 

日に公布、同年9月2日から施行されており、これによりJ公の施設の管理に関する制度

が見直され、従来の管理委託制度（改正前の地方自治法第244条の2第3項の規定に基

づく管理を委託するものをいう。以下同じ。）に代わり「指定管理者制度Jが創設されたと

ころである。

公営住宅（公営住宅法（昭和26年法律第19 3号）第2条第2号に規定する公営住宅

をいう。以下同じ。）は公の施設に該当するものであり、公営住宅の管理についても、管理

委託制度により管理を委託することが可能であることから、i公営住宅の管理と指定管理者

,. 制度との関係について、下記のとおり通知するので参考にされたい。

また、貴管内の事業主体（公営住宅法第2条第16号に規定する事業主体をいう。以下

同じ。）に対しても、この旨周知されるようにお願いする0 ; 

記

1 指定管理者制度の適用

公営住宅の管理については、公営住宅法上事業主体が行うこととされている管理に関

する事務のうち、入居者の募集や収入審査など及び働巻、l清掃等の事知子為について管

理委託制度により地方公共団体が出資している法人等同委託している実態が多いとこ

ろである。

指定管理者制度は、管理委託制度では受託者となれなかった民間事業者を含む法人そ

の他の団体についても、接会忽鐙迭を経て地方公共団体の指定を受けた場合には、公の

施設の管理を行うことができるものである。
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公営住宅の管理の委任については、下記3の入居者のプライバシー保護に十分配慮し

たうえL、指定管理者制度に基づき行うことができることとなっている。なお、指定管理

者制度については平成18年9月が移行のための猶予期限となっているところである。

,.. 

2 委任の範囲

公賞住宅の管理については、住宅困窮度に応じた優先入居の実施や、地域の実情や居

住者り状況に応じた適切な家賃設定など、公平な住宅政策の観点からの行政主体として

の判断が必要である。このため、公営住宅の入居者の決定その他の公営住宅配事業主

体が行うこととされている事務を指定管理者に委任して行わせることは適当ではない。

したがって、公営住宅の管理について指定管理者が行うことができる事務の範囲は、従

前の管理委託制度により受託者が行うことのできるものと同じものである。

なお、地方公共団体が適当と認めるときは、公の施設の利用料金を指定管理者の収入

として収受（指定管理者自らの収入として受入れることをいう。）させることができる

こととなっている。公営住宅の場合、その利用料金である家賃及ひ激金等の決定や減免

等は公営住宅制度の目的と密接不可分であることから、従来の管理委託制度のもとにお

いても家賃等は事業主体自らの収入として収受していたところである。ーしたがって、指

定管理者制度に移行した後も指定管理者の収入として収受させることは適切ではない。

ただじ、家賃の徴収等の事務のみを委任することや駐車場等共同施設の使用料を収受さ

せることについては差し支えないものである。

,.. 
3 入居者のプライバシー保護について

公営住宅の管理に当たっては、入居者の収入や家族構成等重要な個人情報を取扱うこ

とから、入居者のプライバシー保護について十分に措置することが不可欠である。

入居者のプライバシー保護については、個人情報保護条例、指定管理者の管理の基準

に関する条例または公営住宅の管理に関する条例において指定管理者に対して入居者

の之乏ダパy一保護を義務封ユ之ゑとともに事業主体と指定管理者との聞で締結する契

約に個人情報の保護に関して必要な事項を盛り込むことを規定する必要がある。この場

合においては、傾人情報保護側に罰具睦設けるこ主連軍匙建討することが望まし

い。また、個人情報保護条例が制定されていない場合又は個人情報保護条例に罰則を設

けない場合には、指定管理者の管理の基準に関する条例または公営住宅の管理に関する

条例を定める際に違反に対する罰則規定を設けることが必要である。

さらに、指定管理者制度により公営住宅の管理を行う場合の具体的なプライバシー保

護対策として少なくとも次のような措置を講ずるべきである。

①電算システムで個人情報を取扱う揚合は、事業主体のホストコンビユ｝夕｝と指定

管理者の端末は専用回線とするなど外部からのアクセスが不可能となるようなセキ

ュリティ対策を行うこと。



②篭算システムで個人情報を取扱う者は、電算システムの管理者からユーザ－－ I D、

パスワ｝ドの指定を受けた者とするとともにその人数も極力限定すること。

③指定管理者は、個人情報を取扱う者に対して、第三者から個人情報を求められた場

合の対応について研修等を行うことにより、入居者のプライバシー保護の重要性を認

識させ、第三者への対応が的確に行えるように努めること。

④電算システムにデータ入力すること等個人情報を取扱う業務を指定管理者がさらに

第三者へ委託するような場合には、氏名、住所等の情報の取扱いについては、あらか

じめ個人を特定できないように処理するなど特段の配慮、をすること。

4 その他

,.  ・ なお、平成16年2月27日付け地域再生本部決定の『「地域再生推進のためのプログ．

,.. 

ラムJ3 ( 1）地域主導による資源の有効利用 ③アウトソーシングの促進』において、

本制度を活用できることとされているので参考にされたい。



地
方
自
治
法

4

基
金
の
運
用
か
ら
生
ず
る
収
益
及
び
基
金
の
管

理
に
要
す
る
経
費
は
、
そ
れ
ぞ
れ
毎
会
計
年
度
の

歳
入
歳
出
予
算
に
計
上
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

5

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
の
目
的
の
た
め
に

定
額
の
資
金
を
運
用
す
る
た
め
の
基
金
を
設
け
た

場
合
に
お
い
て
は
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長

は
、
毎
会
計
年
度
、
そ
の
運
用
の
状
況
を
示
す
書

類
を
作
成
し
、
こ
れ
を
監
査
委
員
の
審
査
に
付

し
、
そ
の
意
見
を
付
け
て
、
第
二
百
三
十
三
条
第

五
項
の
書
類
と
併
せ
て
議
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

6

前
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
決
定
は
、
監
査
委

員
の
合
議
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

！

7

基
金
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
基
金
に
属
す
る
財

産
の
種
類
に
応
じ
、
収
入
若
し
く
は
支
出
の
手

続
、
歳
計
現
金
の
出
納
若
し
く
は
保
管
、
公
有
財

産
若
し
く
は
物
品
の
管
理
若
し
く
は
処
分
文
は
債

、
，
権
の
管
理
の
例
に
よ
る
。

8

第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ

か
、
基
金
の
管
理
及
び
処
分
に
関
し
必
要
な
事
項

は
、
条
例
で
こ
れ
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

（
昭
三
人
法
九
九
・
金
改
、
平
三
法
二
回
・
平
九
法
六

七
・
一
郎
改
正
）

（
私
人
の
公
金
取
扱
い
の
制
限
）

第
二
百
四
十
三
条
普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
法
律

文
は
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
に
特
別
の
定
め
が
あ
る

場
合
を
除
く
ほ
か
、
公
金
の
徴
収
若
し
く
は
収
納

文
は
支
出
の
権
限
を
私
人
に
委
任
し
、
文
は
私
人

を
し
て
行
な
わ
せ
て
は
な
ら
な
い
．

（
昭
三
人
法
九
九
・
全
改
）

（
公
の
施
設
〉

第
二
百
四
十
四
条
普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
住
民

の
福
祉
を
増
進
す
る
目
的
を
も
っ
て
そ
の
利
用
に

供
す
る
た
め
の
施
設
（
こ
れ
を
公
の
施
設
と
い

う
J

を
設
け
る
も
の
と
す
る
．

2

普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
正
当
な
理
由
が
な
い

限
り
、
住
民
が
公
の
施
設
を
利
用
す
る
こ
と
を
拒

ん
で
は
な
ら
な
い
．

3

普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
住
民
が
公
の
施
設
を

利
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
不
当
な
差
別
的
取
扱

い
を
し
て
は
な
ら
な
い
．

円
昭
三
人
法
九
九
・
追
加
）

（
公
の
施
設
の
設
置
、
管
理
及
び
廃
止
）

第
二
百
四
十
四
条
の
ニ
普
通
地
方
公
共
団
体
は
、

法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
に
特
別
の
定
め
が

あ
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
公
の
施
設
の
設
置
及
び

四
0 

そ
の
管
理
に
関
す
る
事
項
は
、
条
例
で
こ
れ
を
定

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
条
例
で
定
め
る
重
要

な
公
の
施
設
の
う
ち
条
例
で
定
め
る
特
に
重
要
な

も
の
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
廃
止
し
、
又
は
条
例
で

定
め
る
長
期
か
つ
独
占
的
な
利
用
を
さ
せ
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
議
会
に
お
い
て
出
席
議
員
の
三
分

の
二
以
上
の
者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な

3

普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
公
の
施
設
の
設
置
の

目
的
を
効
果
的
に
達
成
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
そ
の
管
理
を
普
通
地
方
公
共
団
体
が
出
資
し

て
い
る
法
人
で
政
令
で
定
め
る
も
の
文
は
公
共
団

体
若
し
く
は
公
共
的
団
体
に
委
託
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

4

普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
適
当
と
認
め
る
と
き

は
、
管
理
受
託
者
（
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
の

施
設
の
管
理
の
委
託
を
受
け
た
も
の
を
い
う
。
以

下
本
条
に
お
い
て
同
じ
J

に
当
骸
公
の
施
設
の

利
用
に
係
る
料
金
（
次
項
に
お
い
て
「
利
用
料

金
」
と
い
う
J

を
当
該
管
理
受
託
者
の
収
入
と

し
て
収
受
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

5

前
項
の
場
合
に
お
け
る
利
用
料
金
は
、
公
益
上

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
条
例

h
，
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
管
理
受
託
者
が
定
め

ー
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
管
理
受

託
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
利
用
料
金
に
つ
い
て

当
骸
普
通
地
方
公
共
団
体
の
承
認
を
受
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

6
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
文
は
委
員
会
は
、
委

託
に
係
る
公
の
施
設
の
管
理
の
適
正
を
期
す
る
た

め
、
管
理
受
託
者
に
対
し
て
、
当
該
委
託
に
係
る

業
務
又
は
経
理
の
状
況
に
関
し
報
告
を
求
め
、
実

地
に
つ
い
て
調
査
し
、
文
は
必
要
な
指
示
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

〈
昭
三
人
法
九
九
・
追
加
、
平
三
法
二
四
・
平
六
法
四

人
・
平
一
一
法
人
七
・
一
部
改
正
）

（
公
の
施
設
の
区
域
外
設
置
及
び
他
の
団
体
の
公

の
施
設
の
利
用
〉

第
二
百
四
十
四
条
の
三
普
通
地
方
公
共
団
体
は
、

そ
の
区
域
外
に
お
い
て
も
、
ま
た
、
関
係
普
通
地

方
公
共
団
体
と
の
協
議
に
よ
り
、
公
の
施
設
を
設

け
る
こ
と
が
で
き
る
．

2

普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
他
の
普
通
地
方
公
共

団
体
と
の
協
議
に
よ
り
、
当
該
他
の
普
通
地
方
公

地
方
自
治
法

共
団
体
の
公
の
施
設
を
自
己
の
住
民
の
利
用
に
供

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
．

3

前
二
項
の
協
議
に
つ
い
て
は
、
関
係
普
通
地
方

公
共
団
体
の
議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な

’u
 

〈
昭
三
人
法
九
九
・
退
加
）

（
公
の
施
設
を
利
用
す
る
権
利
に
関
す
る
処
分
に

つ
い
て
の
不
服
申
立
て
）

第
二
百
四
十
四
条
の
四
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長

が
し
た
公
の
施
設
を
利
用
す
る
権
刺
に
関
す
る
処

分
に
不
服
が
あ
る
者
は
、
都
道
府
県
知
事
が
し
た

処
分
に
つ
い
て
は
総
務
大
臣
、
市
町
村
長
が
し
た

処
分
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
知
事
に
審
査
請
求
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、

異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

2

第
百
三
十
人
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
機
関

が
し
た
公
の
施
設
を
利
用
す
る
権
利
に
関
す
る
処

分
に
不
服
が
あ
る
者
は
、
当
該
普
通
地
方
公
共
団

体
の
長
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3

普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
及
び
前
項
に
規
定
す

る
機
関
以
外
の
機
関
が
し
た
公
の
施
設
を
利
用
す

る
権
利
に
関
す
る
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請
求

は
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
が
処
分
庁
の
直
近

上
級
行
政
庁
で
な
い
場
合
に
お
い
て
も
、
当
該
普

通
地
方
公
共
団
体
の
長
に
対
し
て
す
る
も
の
と
す

る．
4

普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
公
の
施
設
を
利

用
す
る
権
利
に
関
す
る
処
分
に
つ
い
て
の
異
議
申

立
て
文
は
審
査
請
求
（
第
一
項
に
規
定
す
る
審
査

請
求
を
除
く
。
）
が
あ
っ
た
と
き
は
、
議
会
に
諮

問
し
て
こ
れ
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

5

議
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
諮
問
が
あ
っ
た

日
か
ら
二
十
日
以
内
に
意
見
を
述
べ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
．

6

公
の
施
設
を
利
用
す
る
権
利
に
関
す
る
処
分
に

つ
い
て
の
審
査
請
求
（
第
一
項
に
規
定
す
る
審
査

請
求
を
除
く
J

に
対
す
る
裁
決
に
不
服
が
あ
る

者
は
、
都
道
府
県
知
事
が
し
た
裁
決
に
つ
い
て
は

総
務
大
臣
、
市
町
村
長
が
し
た
裁
決
に
つ
い
て
は

都
道
府
県
知
事
に
再
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
昭
三
人
法
九
九
・
追
加
、
平
一
一
法
一
六

0
・
一
穆

改
正
〉

〈
協
議
の
方
式
〉

第
二
百
五
十
条
普
通
地
方
公
共
団
体
か
ら
国
の
行

政
機
関
文
は
都
道
府
県
の
機
関
に
対
し
て
協
議
の

四

O
三
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延岡市営住宅条例
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平成9年6月30日
条例第28号
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改正 平成10年3月30日条例第5号 平成12年3月28日条例第8号

平成12年12月25日条例第52号 平成13年3月30日条例第5号

延岡市営住宅条例（平成7年条例第7号）の全部を改正する。

目次 G椛偽’ま：Z句＃f.収ーラ f向人。
弟 1早総員lj(第1条・第2条）

＝~＝ ：~：＝~言雲急g：雲ま5雇：t~~；条一第49 箆 J才k広イj →佐l司宇オ友会e

第4章市営住宅の賃貸住宅としての活用（第50条一第54条）
第5章駐車場の管理（第55条－第65条）
第6章補員lj(第66条－第71条）
附則

第1章総則
（趣旨）

第1条この条例は、金嘗住宅法（昭和26年法律第193号。以下「法」という。）に基づく市営住宅
及び共同施設の設置及び管理について、法及び地方自治法（昭和22年法律第67号）並びに
これらに基づく命令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 － 

（定義）
第2条この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1）市営住宅市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するた
めの住宅及びその附帯施設で、迭の規定による国の補助に係るものをいう。

(2）共同施設法第2条約号及び公営住宅法施任規旦！Jil!B担2豆空建設資企第盟号。以下
f童全Jという。）第1条に規定する施設をいう。

(3）収入公営住宅法施行令（昭和26年政令第240号。以下「令Jという。）第1条第3号に規
定する収入をし、う。

(4）市営住宅建替事業市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をい
つ。

(5）市営住宅監理員法第33条の規定により市長が任命する者をいう。
第2章市営住宅の設置及び管理

（設置）
第3条市営住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

（入居者の公募の方法）
第4条市長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うもの
とする。
( 1）新聞への掲載
(2）市の広報紙への掲載
(3）市の掲示場への掲示
(4）テレビジョンによる放送

2 市長は、前項の公募に当たっては、市営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、
申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。
（公募の例外）

第5条市長は、次の各号に掲げる理由に係る者を公募を行わず、市営住宅に入居させること
ができる。
(1）災害により住宅が滅失したとき。
(2）不良住宅を撤去したとき。
(3）公営住宅の借上げに係る契約が終了したとき。
(4）公営住宅建替事業により公営住宅を除却したとき。
(5）都市計画法（昭和43年法律第100号）第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整

http://10.1.3.230/D1W_SAVVY /HTML_TMP/svhtml一1028845362.0.Mokuji.4.0.DATA.html 04/11 /09 
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の連絡の事務を行うものとする。
4 前3項に規定するもののほか、市営住宅監理員及び市営住宅管理人に関し必要な事項は、
市長が別に定めるものとする。
（立入検査）

第67条市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員若しくは市長
の指定した者に市営住宅の検査をさせ、文は入居者に対して適当な指示をさせることができ
る。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該市営住
宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1l頁の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があ
ったときは、これを提示しなければならない。
（管理の委託）

第68条市長は、この条例に規定するもののうち、次の各号に掲げる事務を委託することがで
きる。
(1）市営住宅の入居者の募集に関すること。
(2）市営住宅の家賃の徴収に関すること。
(3）市営住宅及び共同施設の維持、修繕及び改良に関すること。
(4）市営住宅及び共同施設に係る環境整備に関すること。
(5）前2号に定めるもののほか市営住宅の共同施設の管理に関するもののうち市長が別に
定めるもの

（敷地の目的外使用）
第69条市長は、市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途文は目
的を妨げない限度において、市長が別に定めるところによりその使用を許可することができ
る。
（罰則）

第70条詐欺その他不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れた者は、その徴収を
免れた金額の5倍に相当する金額（当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、 5万
円とする。）以下の過料に処する。
（委任）

第71条この条例に定めるもののほかこの条例の施行に必要な事項は、市長が別に定める。
附員lj

（施行期日）
1この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、平成10年4月1日から
施行する。
（経過措置）

,.. 2 公営住宅法の一部を改正する法律（平成8年法律第55号）による改正前の公営住宅法の規
定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設については、この条例による改正後の延岡
市営住宅条例（以下「新条例Jという。）の施行の日から平成10年3月31固までの聞は、新条
例第4条第2項、第6条、第7条、第12条から第20条まで、第23条から第40条まで及び第42条
の規定は適用せず、この条例による改正前の延岡市営住宅条例（以下「｜日条例jという。）第4
条第2項、第6条、第11条から第19条まで、第22条から第36条まで、第38条並びに附則第5項
及び第6項の規定は、なおその効力を有する。

3 前項の市営住宅については、平成10年3月31固までの聞は、新条例第5条の規定は適用せ
ず、｜日条例第5条第8号中「他の市営住宅の入居者が世帯構成に異動があったことにより当
該市営住宅lこjとあるのは、「現に市営住宅に入居している者（以下この号において「既存入
居者」という。）の同居者の人数に増減があったこと文は既存入居者若しくは同居者が加齢、
病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、市長が入居
者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が」として、同条の規定の例による。

4 新条例の施行の日において現に市が低額所得者に賃貸文は転貸をするため買い取り、借り
上げ、又は管理している住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設で、国の補助
に係るもののうち、当該住宅の入居者が旧条例第6条に定める条件を具備しなければならな
い住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設については、新条例の規定に基
づいて供給された市営住宅文は共同施設とみなして新条例の規定を適用する。

5 新条例第14条第1項、第31条第1項文は第33条第1項の規定による家賃の決定に関し必要
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平成10年3月30日
条例第4号

改正 平成12年3月28日条例第9号

（趣旨）

1/1ページ

ク 二ンペユコ
jヌ，＇：.・.／＼ (J v” 

可 l平成13年3月30日条例第5号

第1条この条例は、韓皇軍良賃貸住空白坐給の促進ι関空益遺律（平成5年法律第52号。以
下「法」という。）に基づく特定公共賃貸住宅及び共同施設の設置及び管理について、法及び型
方自治法（昭和22年法律第67号）並びにこれらに基づく命令に定めるもののほか、必要な事項
を定めるものとする。
（定義）
第2条この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1）特定公共賃貸住宅市が法第坦条の規定に基づき建設し、及び管理する賃貸住宅及びそ
の附帯施設をいう。
(2）共同施設特室優良賃貸隼宅の生省金促進に関空る遺律施行規則（平成5年建設査全筆
16号。以下「省令jという。）第19条第4号から第8号までに規定する施設をいう。
(3）所得省全策JJ条第3号に規定する所得をいう。
（設置）
第3条特定公共賃貸住宅の名称及び所在地は、別表のとおりとする。

J; y1勾みホ引”ベL

（管理の委託）

第43条市長は、この条例に規定するもののうち、次の各号に掲げる事務を委託することがで
きる。

(1）特定公共賃貸住宅の入居者の公募に関すること。
(2）特定公共賃貸住宅の家賃の徴収に関すること。ー

(3）特定公共賃貸住宅及び共同施設の維持、修繕及び改良！こ関することo

(4）特定公共賃貸住宅及び共同施設に係る環境整備に関すること。 v 

(5）前2号に定めるもののほか特定公共賃貸住宅の共同施設の管理に関するもののうち市長
が別に定めるもの
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条例第4号
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平成13年3月30日条例第5号

（趣旨）
第1 条この条例は、控室優良賃貸金事例些給~.進区関す益法律（平成5年法律第52号。以
下「法」という。）に基づく特定公共賃貸住宅及び共同施設の設置及び管理について、法及び地
方自治法（昭和22年法律第67号）並びにこれらに基づく命令に定めるもののほか、必要な事項
を定めるものとする。
（定義）
第2条この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1）特定公共賃貸住宅市がま第盟会の規定に基っき建設し、及び管理する賃貸住宅及びそ
の附帯施設をいう。
(2）共同施設特定優良賃宣i主主の侠飴争促進区間主益法律範空想員lj（平成5年建設釜全第
盟号。以下「雀全」主むを。）空型里会主第4号から第8号までに規定する施設をいう。
(3）所得省全策~第3号に規定する所得をいう。
（設置）
第3条特定公共賃貸住宅の名称及び所在地は、別表のとおりとする。

平成12年3月28日条例第9号改正

,.. 

J;r；；みふ ~f\1~

（管理の委託）

第43条市長は、この条例に規定するもののうち、次の各号に掲げる事務を委託することがで
きる。

(1）特定公共賃貸住宅の入居者の公募に関すること。
(2）特定公共賃貸住宅の家賃の徴収に関すること0 -

(3）特定公共賃貸住宅及び共同施設の維持、修繕及び改良！こ関することo

(4）特定公共賃貸住宅及び共同施設に係る環境整備に関することo .., 

(5）前2号に定めるもののほか特定公共賃貸住宅の共同施設の管理に関するもののうち市長
が別に定めるもの
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公の施設のヒヤリング

施設所管課 えく：乙九 ｛｝付合え7主： ·~· ~；. ・:・・- ノ

施設名

16年度委託先

16年度施設管理委託料

i ~＇ l i:'・ 

委託の内容

,.. 
,llえ＂.1 －~1.;7~ ·>LI<..'• 

今後の運営方針

17年度委託予定先

指定管理者制度への移行時期
、• ' ~ ' 
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す
る
こ
と
を
目
的
と
し
な
い
営
造
物
た
と
え
ば
留
置
場
、
試
験

研
究
機
関
、

ω
住
民
の
福
祉
を
増
進
す
る
こ
と
を
直
接
の
目
的
と
し
な
い
営
造
物
た

と
え
ば
競
輪
場
、
競
馬
場
、
例
人
的
要
素
の
著
し
く
強
い
営
造
物
た
と
え
ば
産
婆
、

巡
回
講
師
等
は
、
公
の
施
設
に
入
ら
な
い
こ
と
。

三
自
治
事
務
次
官
通
知
〉

一
行
政
実
例 知公

の
施
設
に
関
す
る
事
項

公
の
施
設
は
、

住
民
の
福
祉
を
増
進
す
る
目
的
を
も
っ
て
そ
の
利
用
に
供
す
る
た
め
設

（
昭
三
人
・
九
・
一

O
自
治
乙
行
発

問

簡
易
郵
便
局
法
（
昭
和
二
四
年
法
律
第
一
二
三
号
〉
に
基
づ
き
市
町
村
が
郵
政
大
臣
と
の

委
託
契
約
に
よ
り
設
置
す
る
同
法
第
七
条
の
施
設
は
、
地
方
自
治
法
第
二
四
四
条
第
一
項
で

一一一一一一一

，‘ 



「
公
の
施
設
」
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
例

〔
注
〕
簡
易
郵
便
局
は
、
地
方
公
共
団
体

の
庁
舎
と
同
様
に
事
務
を
執
る
た
め
の

施
設
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
施
設
自
体
を
直

接
住
民
の
利
用
に
供
す
る
も
の
で
は
な

い
か
ら
、
公
の
施
設
に
該
当
し
な
い
。

5 

市
立
病
院
内
に
設
置
す
る
職
員
の
た
め

の
保
育
所

〔
注
〕
広
く
住
民
一
般
の
利
用
に
供
す
る

た
め
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
公
の
施

~ 

問＊

三
一
四

答
い
う
公
の
施
設
に
は
な
じ
ま
ず
、
従
っ
て
同
法
第
二
四
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
条

例
を
設
け
る
必
要
は
な
い
と
思
う
が
ど
う
か
。

お
見
込
の
と
お
り
。
（
昭
四

0
・
九
・
一
三
自
治
行
一
一
六

島
根
県
総
務
部
長
あ
て
行

政
課
長
回
答
〉

釈

（注簡
易
郵
便
局
法
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
簡
易
郵
便
局

は
、
地
方
公
共
団
体
が
郵
政
大
臣
か
ら
委
託
を
受
け
た
郵
政
窓
口
事
務
を
行
う
た
め
に
設
け

る
施
設
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
地
方
公
共
団
体
の
庁
舎
と
同
様
に
事
務
を
と
る
た
め
の
施
設
に

す
ぎ
ず
、
そ
の
施
設
自
体
を
直
接
住
民
の
利
用
に
供
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
公
の
施
設

に
は
該
当
し
な
い
も
の
と
解
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

簡
易
郵
便
局
法

（
簡
易
郵
便
局
の
設
置
及
び
受
託
者
の
呼
称
〉

2 

受
託
者
は
、
郵
政
事
業
庁
長
官
の
指
定
す
る
場
所
に
、
委
託
事
務
を
行
う
施
設
（
以

下
「
簡
易
郵
便
局
」
と
い
う
。
〉
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

受
託
者
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
〉
は
、
筒
易
郵
便
局
長
と
い
う
呼
称
を
用
い

る
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
条会主

Eヨ

問

「
市
立
病
院
に
勤
務
す
る
職
員
の
乳
児
又
は
幼
児
で
、
家
庭
保
育
又
は
保
育
所
等
へ
の
委

託
保
育
が
困
難
な
も
の
を
保
育
す
る
こ
と
を
目
的
」
と
し
て
設
置
す
る
、
い
わ
ゆ
る
院
内
保

育
所
は
、
自
治
法
第
二
四
四
条
に
よ
る
公
の
施
設
に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ど
う
か
。

c
〔
公
施
要
二
人
・
九
〕
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水道の水がで、きる：

亡二

｜施設区分（取水施設；給 水 装 置 ｜ 

用語の定義、各若

各表巳尽いられた諸元は、

1. 県推社入口、市町村別人

2. 7.J<ふ種類～－－－ 1~r-r ＇ 浅井戸 「深」深井戸 「湧J湧水

計画給水 「共J自然流下と加圧ポンプの併用

計画給水J

「ろJ簡易ろ過 「滅J滅菌のみ
用水道 寄宿舎、 j

飲料水供給施設 給水

／次用にも使用するもの。
（現

3.普及率（%） 一 一一一元のを飲用にも供給するもの。

4.無効水量

行政｜

包設
一年間給；

配水本支管の漏水、メ一定額制 「単J単一制

5.有効水量 ＝ 有収水j
』＂::; 
コ

6. 無収水量 ＝ 管洗浄j

7. 有収率（%）－
有雪が管理業務に専従しているもの。

8. 負荷率（%）＝

年間葬の管理業務も兼任しているもの。

一日事以外の業務を併任しているもの。

一日j

～3、4～



延岡市水道事業の設置等に関する条例

昭和41年12月6日
条例第11号

改正 昭和43年10月7日条例第4号

昭和61年9月25日条例第25号

平成6年3月31日条例第6号

平成12年9月26日条例第45号

（水道事業の設置）

昭和55年12月22日条例第37号

平成4年10月1日条例第32号

平成8年12月26日条例第31号

第1条生活用水その他の浄水を市民に供給するため、本市に水道事業を設置する。
（経営の基本）

1/2ページ

第2条水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運
営されなければならない。
2 給水区域は、B止表のとおりとする。
3給水人口は、 124,100人とする。

,.. 4 1日最大給水量は、 68,300立方メートルとする。
（組織）

第3条他方公堂企業法f昭和2=1生法律筆但2呈ρ以下「法jというJ筆旦全一の規定に基づき、
水道局を置く。

2 i去筆]J長ただし書及び坦主公営企業法施行令（昭和27年政令第403号9~"""E_［全J主必至J
第8条の2の規定に基づき、管理者を置かないものとする。
（特別会計）

第3条の2 遺筆り全ただし書及び全集室会企全の規定に基づき、水道事業及び延E型車簡易I~
道蔓劃三坦方公営企筆法を適旦空昼条例（平成4年条例第31号）に定める簡易水道事業（以下
「水道事業等Jとし、う。）を通じてーの特別会計を設ける。
（重要な資産の取得及び処分）
第4条遺筆33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業等の用に供する資
産の取得及び処分は、予定価格（適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっ
ては、その適正な見積価額）が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡（不
動産の信託の場合を除き、土地については、 1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限
る。）又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
（議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等）

,.. 第5条水道事業等の業務に関し法第4旦条第三重の規定に基づき条例で定めるものは、負担
附の寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が50万円以上のもの及び法律上
市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。
（業務状況説明書類の作成）
第6条市長は、水道事業等に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎年事業年度4月1
日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を10月31固までに、 10月1日から3月31固ま
での業務の状況を説明する書類を4月30日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、 10月
31日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を4月30日までに作成する書類
においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしな
ければならない。
(1）事業の概要
(2）経理の状況
(3）前2号に掲げるもののほか水道事業等の経営状況を明らかにするため市長が必要を認め
る事項
3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期固までに同項の業務の状況を説明
する書類を作成することができなかった場合においては、市長は、事故のやんだときから1月以
内において、その期日を定めて作成しなければならない。
附則

http:/ /10.1.3.230/D 1 W_SAVVY /HTML_ TMP I svhtml-1028845362.0.Mokuji.6.0.DAT A.html 04/11 /09 
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1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。ただし、第3条の規定は昭和42年4月1日から
施行する。
2 昭和42年1月1日から同年3月31固までの聞に行われる資産の取得及び処分に対する第4
条の規定の適用については、なお従前の例による。
3 延岡市水道事業に関する条例（昭和36年条例第16号）は、廃止する。
附則（昭和43年10月7日条例第4号）
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

附則（昭和55年12月22日条例第37号）
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

附則（昭和61年9月25日条例第25号）
この条例は、公布の日から施行する。

附則（平成4年10月1日条例第32号）
この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附員lj(平成6年3月31日条例第6号）
この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附則（平成8年12月26日条例第31号）
この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附則（平成12年9月26日条例第45号）
この条例は、別に規則で定める

http:/ /10.1.3.230/D 1 W_SAVVY /HTML_ TMP I svhtml-1028845362.0.Mok吋i.6.0.DATA.html 04/11 /09 
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公の施設のヒヤリング

施設所管課

施設名 奇弁台、J:~，セ：ター

16年度委託先 μ月fll ” l)A 

16年度施設管理委託料

。5ち（JCff：＼九七「•； -:-;-<lf＇’I ：、旦’ M P, ... ~、 空I{ ／~－；＇， ;. 2 ·~ f !/; I~ ノ

委託の内容
お

方？と、長『~~）；た‘ ~J-Lfi 二~ ，：·”； rハ川~u"' ?1・ ?. 

，－ 

今後の運営方針 l弘吉（＇／，~7(1 

17年度委託予定先

指定管理者制度への移行時期

Q （~]:2.. ヲ 1、， 7 /: '・ -2 ,{ ,. ; r与を，.•• i ~ Ti ~ l. ,._ / ')' 』ィ）：；干芦勺ft~＇ ·yf/;

~~Id c 

ct~政と17 定？fぁ 3~色~d /7亥tlnいD冶外／J＂的

h~ ， t~iではの,.. 
直営で行う場合の理由1寸け

／ ＇~·；司ぎ叫位三，:・r ＂・。：・， L"; f~ ~ ～ t~Tt•：円 J~ （ す 3 5~.3£ ？＇かし
ー ー

6¥ J~J 料名 ｛~J ~ ~－~／：）＇. ( Rめi、台、Lq やf~f~＜·1：。＂1.千IJfl1京市州

汗安b'f~~I~ rJ、.？ if·~ 

特η紙作j乙zt:MJ~災 -t-it
../ Q 青舛奇ぷ r~完

備 考 ・穿ご長前九ずf~ 



公の施設のヒヤリング

施設所管課

施設名 ーク／司フ＿，... ::z :: f （セ，ター

16年度委託先 £！司平ーヲ1.;qコ：2ニ f（七Lヲー5・成タ云4/:*-・

16年度施設管理委託料 。ミρβ，C!7JD Iワ《

委託の内容

,.. 
今後の運営方針

17年度委託予定先 Y司に

指定管理者制度への移行時期 メ-ftJ', うど，

,.. 
直営で行う場合わ壇画丙iずー

メ（fri）宋Iii,t:y 吟~ C) J;!t ヂ~~ %.~阪へのイうわ IJ? !:. ・・;{iJ1j J 

ιJ夫！司3ト1止I7 106 tiJ汐J舟AτJ】lo

備 考



公の施設のヒヤリング

施設所管課

施設名 去三~＼；{ ~·1 

16年度委託先

16年度施設管理委託料

委託の内容

,.. 
今後の運営方針

17年度委託予定先

指定管理者制度への移行時期

l主管色気。

’‘ 直営で行う場合の理由付け

咽箇』園町・一

備 考
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延岡市青少年育成センター規則

昭和53年5月22日
教育委員会規則第7号

改正 昭和62年11月19日教委規則第2 平成10年3月24日教委規則第1号
τヲ

平成11年3月18日教委規則第2号平成15年11月26日教委規則第3
ロ
守

〔この規則で題名改正〕

（設置）
第1条青少年の非行防止及び健全な育成に資するため延岡市青少年育成センター（以下「セ

ンターJという。）を設置する。 {J J.' _: f I t <f '()'' 1, 3 ~~ b止！？詰そ！モ’JJ 、 Id＇ ょ、メ小 i~i..s ，~i,
（位置）
第2条センターは、延岡市東本小路6番地1に置く。
（所掌事務）

_.. 第3条センターの所掌事務は、次のとおりとする。
(1）青少年の補導及び相談に関すること。 ”ぺ｜、J二

(2）青少年の非行防止及び健全な育成に関係のある機関及び団体（以下「関係機関等Jとい
う。）との連絡調整に関すること。
(3）青少年問題に関する情報及び資料の収集に関すること。 (;; .・: .. :. ,: I ＇；る

(4）前3号に掲げるもののほか青少年の健全な育成に関し必要な事項
（職員）
第4条センターに所長のほか必要な職員を置く。
2 所長は、上司の命を受けてセンターの事務を統括する。
3 職員は、上司の命を受けてセンターの事務に従事する。
（運営協議会）
第5条センターの円滑な運営に関し意見を聴取するため青少年育成センター運営協議会（以
下「協議会Jという。）を置く。
2 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
3 委員は、関係機関等の職員及び構成員のうちから教育委員会が委嘱する。
4 委員の任期は、 2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、
前任者の残任期間とする。

,.. （会長及び副会長）

第6条協議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
（会議）
第7条協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
（青少年指導員）
第8条センターの業務を効果的に推進するため、青少年指導員を置く。
2 青少年指導員はおおむね100人とし、次に掲げる者のうちから協議会の推薦により教育委員
会が委嘱する。
(1）関係機関等の職員及び構成員
(2）青少年の非行防止及び健全な育成に熱意を有する者
3 青少年指導員の任期は、 2年とする。ただし、青少年指導員に欠員が生じた場合における補
欠指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
（補員IJ)

第9条この規則に定めるもののほか、センターの運営に必要な事項は、教育長が別に定め
る。
附則

http:/ /10.1.3.230/D 1 W_SAVVY /HTML_ TMP I svhtml-1012042220.0.Mok吋i.2.0.DATA.html 04/11 /09 
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1 この規則は、昭和53年6月1日から施行する。
2 この規則の施行前に延岡市青少年育成センター設置規則（昭和41年7月21日規則第13号）
の規定により委嘱又は任命された協議会委員及び青少年指導員はこの規定により委嘱文は任
命されたものとみなす。
附貝IJ(昭和62年11月19日教委規則第2号）
この規則は、公布の日から施行する。

附則（平成10年3月24日教委規則第1号）
この規則は、平成10年6月1日から施行する。

附則（平成11年3月18日教委規則第2号）

http:/ /10.1.3.230/D 1 W_SAVVY /HTML_ TMP I svhtml一1012042220.0.Mok吋i.2.0.DATA.html 04/11 /09 



延岡市ーケ岡コミュニティセンタ一条例

平成7年3月29日
条例第14号

（趣旨）

1/2ページ

第1条この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の2の規定に基づき、延岡市
ーケ岡コミュニティセンター（以下「センタ－Jとしヴ。）の設置及び管理に関し、必要な事項を定
めるものとする。
（設置）

第2条地域における社会教育活動、コミュニティ活動等を助長し、及び促進するため、センター
を延岡市南一ケ岡2丁目 17番1号に設置する。
（使用許可）
第3条センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に条件を付することができる。
（使用の不許可）
第4条市長は、センターの使用の目的又は使用の態様が次の各号のいずれかに該当すると

,. 認めるときは、センターの使用を許可しない。
(1）社会主主賓出回和12_4年j去律第201号）第23条の規定に該当するとき。
(2）公の秩序文は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3）センターの施設、設備等をき損するおそれがあるとき。
(4）センターの管理又は運営に支障があると認めるとき。
（使用料）
第5条センターの使用許可を受けた者（以下「使用者」としヴ。）が冷暖房器具又は調理台を使
用するときは、別表に定める使用料を納入しなければならない。
2 前項の規定は、使用者が国又は地方公共団体の場合には適用しない。
（使用許可の取消し等）
第6条市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可を取り消
し、文は使用の停止を命ずることができる。
(1）この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2）使用許可の条件に違反したとき。
(3）第4条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(4）偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
2 前項の使用許可の取消し又は使用停止によって使用者が受けた損害については、市はそ

,. の責めを負わない。
（使用権の譲渡禁止）
第7条使用者は、センターの使用に関する権利を第三者に譲渡し、文は転貸してはならない。
（損害賠償）
第8条使用者は、その責めに帰すべき理由によりセンターの施設、設備等に損害を与えたとき
は、その損害額を賠償しなければならない。
（管理の委託）
第9条センターの管理は、延岡市ーケ岡コミュニティセンタ一管理運営委員会に委託する。
（委任）
第10条この条例に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、教育委
員会が別に定める。
附則
この条例は、別に規則で定める日から施行する。（平成7年4月規則第16号で、同7年4月29

日から施行）
別表（第5条関係）

種別 I 使用料の額

冷暖房器具使用料 11基につき1時間当たり 100円

調理台使用料 1台につき1回当たり 100円
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延岡市立教育集会所設置条例

昭和53年5月15日
条例第17号

改正 昭和56年7月25日条例第17号 昭和62年3月30日条例第13号

（設置）

1/1ページ

第1条同和地区及びその近隣の住民（以下「地域住民」という。）の教育の充実を図り、もって
生活の改善、向上に資するため、教育集会所（以下「集会所Jというo）を設置する。
（名称及び位置）
第2条集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 位置

延岡市立塩浜教育集会所 手／・4 目 延岡市塩浜町2丁目 1855番地3

延岡市立高千穂通教育集会所 延岡市高千穂通3855番地7

延岡市立ささめ教育集会所 延岡市塩浜町4丁目 1725番地17

" 1主計
（事業）
第3条集会所は、第1条の目的を達成するため次の各号に掲げる事業を行う。
(1）各種の学級、講座等の開催に関すること。
(2）地域住民の自主的かつ組織的な教育活動の助長に関すること。
(3）各種相談に関すること。
(4）前3号に掲げるもののほか、集会所の目的達成に必要なこと。
（利用の許可）
第4条集会所を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
（利用の制限）
第5条教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、集会所の利用を許可しない。
(1）集会所の設置目的に反するとき。
(2）集会所の建物又は附属設備を破損し、若しくは滅失するおそれがあるとき。
(3）前2号に掲げるもののほか、集会所の管理運営上支障があるとき。
（損害の賠償）
第6条利用者がその責めに帰すべき理由により集会所の建物又は附属設備を破損し、若しく

,.. は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
（委任）
第7条この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の白から施行する。

附則（昭和56年7月25日条例第17号）
この条例は、公布の日から施行する。

附則（昭和62年3月30日条例第13号）
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
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公の施設のヒヤリング

施設所管課 企 l、②努
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委託の内容
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今後の運営方針

17年度委託予定先
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延岡市島野浦島開発総合センター条例

昭和55年7月21日
条例第19号

（目的）

1/1ページ

第1条離島における教育、文化及び産業の振興並びに福祉の向上をはかるため、離島開発
総合センター（以下「センターJという。）を設置する。
（名称及び所在地）
第2条センターの名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称 I 所在地

延岡市島野浦島開発総合センター 延岡市島浦町745番地1

（管理運営）
第3条センターの管理運営は、これを使用する島民の便宜をはかるため、住民の組織する団
体に委託することができる。
（使用の制限）

,. 第4条使用者は、センターの使用に当たって次の各号に掲げる行為をしてはならない。

,.. 

(1）センターの設置目的に反する行為
(2）センターの建物又は附属設備を破損し、若しくは滅失するおそれのある行為
(3）前2号に掲げるもののほか、センターの管理運営上支障がある行為
（委任）
第5条この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
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公の施設のヒヤリング

施設所管課 ぬっ~)OJ~乙 f手
施設名 中，J、企A＼孫契乞：i-

16年度委託先

16年度施設管理委託料

委託の内容

,.. 
企IJ, I H~ r;)fl止砂川ヂ，・＿：/ ／·~ (1色，
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17年度委託予定先

指定管理者制度への移行時期
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延岡市中小企業振興センタ一条例

昭和59年12月26日
条例第26号

改正 平成3年9月25日条例第38号 平成9年3月31日条例第13号

平成16年3月30日条例第21号

（趣旨）

1/3ページ

第1 条この条例は、地方自治法（昭和Z2年法律筆回号1第~!l4条＿（！）_2.の規定に基づき、延岡市
中小企業振興センター（以下「センターJという。）の設置及び管理に関し、必要な事項を定める
ものとする。
（目的及び設置）
第2条中小企業の育成強化と地場産業の振興を図り、地域経済の発展を促進するため、セン
ターを延岡市東本小路121番地1に設置する。
（管理）
第3条市長は、センターを常に良好な状態において管理し、最も効率的に運用しなければなら
t降、
しIJC用の許可）
第4条センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた
事項を変更しようとする場合も同様とする。
2 市長は、前項の許可について管理上必要な条件を付することができる。
（使用の不許可）
第5条市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1）公の秩序文は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2）建物文は附属設備等をき損するおそれがあるとき。
(3）管理又は運営上支障があると認められるとき。
(4）その他使用を不適当と認めるとき。
（使用許可の取消し等）
第6条市長は、センターの使用許可を受けた者（以下「使用者」としヴ。）が次の各号のいずれ
かに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1）この条例文はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2）使用許可の条件に違反したとき。
(3）前条各号に該当する理由が発生したとき。
炉偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。
乞前項の使用許可の取消し又は使用停止によって使用者が被った損害については、市長は、
その責めを負わない。
（入館の禁止等）
第7条市長は、次の各号のいずれかに該当する者の入館を禁止し、又は退館を命ずることが
できる。
(1）他人に危害を及ぼし、文は他人の迷惑となる行為をする者
(2）その他管理に支障があると認める者
（使用料）
第8条使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
（使用料の減免）
第9条市長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、使用料を減免することがで、き
る。
（使用料の還付）
第10条既に納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、
その全部又は一部を還付することができる。
(1）天災地変その他使用者の責めに帰することができない理由により、センターの使用ができ
なかったとき。
(2）センター使用の日の7日前までに使用の取消しの申出があったとき。
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(3）その他市長が特別の理由があると認めたとき。
（禁止事項）
第11条使用者は、次の各号に掲げる事項をしてはならない。
(1）センターを使用する権利を他に譲渡し、文は転貸すること。
(2）センターの許可を受けた目的以外に使用すること。
(3）センターの原状を変更し、又はこれに工作を加えること。
(4）その他市長において指示した事項に反すること。
（原状回復等）

2/3ページ

第12条使用者は、施設文は附属設備をき損し、文は滅失したときは、これを原状に回復し、文
は市長の認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限
りでない。
（運営委員会）
第13条センターの運営について審議するため、延岡市中小企業振興センター運営委員会（以
下「委員会Jという。）を置く。
2 委員会の委員は、 15名とし、市長が任命又は委嘱する。
3 委員の任期は、 2年とする。
（委任）
第14条この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

，附則
（施行期日）
1 この条例の施行期日は、規則で定める。（昭和60年1月規則第1号で、同60年2月1日から
施行）
（延岡市特別職職員給与条例の一部改正）
2 延岡市特別職職員給与条例（昭和26年3月2日施行）の一部を次のように改正する。

（次のよう略）
附則（平成3年9月25日条例第38号）
（施行期日）
1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。
（経過措置）
2 改正後の延岡市中小企業振興センター条例の規定は、平成3年10月1日以後の使用許可
に係る使用料について適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例に
よる。
附貝lj(平成9年3月31日条例第13号）
（施行期日）
1この条例は、平成9年4月1日から施行するo

,.. （経過措置）
2 この条例による改正後の延岡市中小企業振興センタ一条例の規定は、平成9年4月1日以
後の使用許可に係る使用料について適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、な
お従前の例による。
附則（平成16年3月30日条例第21号）
（施行期日）
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
（経過措置）
2 改正後の延岡市中小企業振興センタ一条例の規定は、平成16年4月1日以後の使用許可
申請に係る使用料について適用し、同日前の使用許可申請に係る使用料については、なお従
前の例による。
別表（第8条関係）
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4・
延岡市中小企業振興センター使用料

室名 使用料金

9時から 12時から 17時から

12時まで 17時まで 22時まで

円 円 円

展示場 7 560 12 600 12,600 

研修室1 2,310 3 880 3 880 

研修室2 940 1,570 1 570 

会議室1 3 360 5 670 5,670 

会議室2 1 470 2,410 2 410 

会議室3 940 1 570 1,570 

6・ぇρ17¥-1コイコ IJ ＇企ぷ反￥セ：ヲー手｛J~JYJ.行政吋

（不／） キむi企勾余l努〉

ぎ店会《1与f51J,f~l エザ内科足え」諜Z欠（！』河口 ρ

,.. 

3/3ページ

冷暖房料金

(1時間当たり）

円

1,050 

310 

150 

470 

210 

150 
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公の施設のヒヤリング

施設所管課 ：角栄ゑええ7手
施設名 f b j会納付、 F ム
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16年度施設管理委託料 dフOt-011]（企白石）→災 F以三：；男一－

。か＇＼才いえ 1,/f？~ • ~~·をf j防相訪‘

委託の内容 ら史2むつ：？jJ_ 

今後の運営方針

17年度委託予定先

指定管理者制度への移行時期

直営で行う場合の理由付け

Js才未J局内拘渇紗千（i}<fJc.

備 考
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延岡市勤労青少年ホーム条例

昭和41年3月31日
条例第67号

（設置）

1/1ページ

第1条中小企業に働く青少年の健全育成と福祉の増進に資するため、勤労青少年ホーム（以
下「ホームJという。）を設置する。
（名称及び所在地）

第2条ホームの名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称延岡市勤労青少年ホーム
所在地延岡市西階町1丁目4,341番地の1

（事業）
第3条ホームは、第1条に掲げる趣旨を達成するため、次の事業を行う。
(1）設備の提供
(2）各種講座の開設
(3）相談室の開設

,.. (4）クラブ活動及びグループ活動の指導
(5）保健体育及びレクリエーション活動の指導
(6）講演会、展示会、映画、音楽会等の開催

，－ 

(7）調査の実施及び資料の提供
(8）関係の団体・機関との協調
(9）その他市長において必要と認める事業
（利用者の範囲）
第4条ホームを利用することができる者は、次のとおりとする。
(1）市内の中小企業に働く年齢25歳以下の者及びその指導者
(2）その他市長において第1条の趣旨に適すると認める者
（職員の配置）
第5条延岡車堕員定数条例（昭和30年条例第18号）の範囲内において、ホームに所要の職員
を配置するものとする。
（施行規定）
第6条この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、昭和41年5月1日から施行する。
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公の施設のヒヤリング

施設所管課 お支L耕ぷJキ
施設名 ;JJ究‘／会ム ， 
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委託の内容

，‘ 
今後の運営方針

17年度委託予定先

指定管理者制度への移行時期
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延岡市須美江家族旅行村条例

昭和59年7月10日
条例第17号

改正 昭和60年7月19日条例第15号

平成元年7月1日条例第15号

平成3年9月25日条例第39号

平成6年3月31日条例第5号

平成9年3月31日条例第14号

平成15年6月26日条例第24号

（目的及び設置）

昭和62年3月30日条例第5号
平成3年6月25日条例第22号

平成4年6月24日条例第24号

平成7年3月29日条例第11号

平成15年3月31日条例第7号

平成16年3月30日条例第20号
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第1条家族ぐるみで楽しめる健全なレクリエーションの場を確保するとともに、森林の持つ保健
休養機能を活用した森林とのふれあいの場を提供することにより、もって市民の健康及び福祉
の増進を図るため、地方自治法（昭担2空法律第虫垂i第型4全{122._の規定に基づき、延岡市
須美江家族旅行村（以下「家族旅行村」という。）を延岡市須美江町に設置する。，..第2条削除

（使用許可）
第3条家族旅行村の施設及び器具を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けな
ければならない。
2 市長は、家族旅行村の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すること
ができる。
（使用料）
第4条別表に掲げる施設及び器具を使用しようとする者は、同表に定める使用料を前納しな
ければならない。
（使用料の減免）
第4条の2 市長は、家族旅行村の管理上必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は
免除することができる。
（使用料の還付）
第5条既に納入した使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限り
でない。
（行為の制限）

,.. 第6条家族旅行村において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受け
なければならない。
(1）商行為及びこれに類する行為をすること。
(2）家族旅行村の共同施設の全部文は一部を独占して使用すること。
2 市長は、前項各号に掲げる行為が家族旅行村の使用及び管理に支障がないと認められる
場合に限り、許可を与えることができる。
3 市長は、家族旅行村の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付すること
ができる。
（使用許可の取消し等）
第7条市長又は第11条に規定する者（使用許可の取消しを除く。）は、使用許可を受けた者が
次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用の停止若しくは家族旅
行村の施設からの退去を命ずることができる。
(1）この条例文はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2）使用許可の条件に違反したとき。
(3）偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。
(4）他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしたとき。
(5）家族旅行村の正常な運営を維持するための係員の指示に従わないとき。
2 前項の使用許可の取消し文は使用停止若しくは家族旅行村の施設からの退去により使用
者が被った損害については、市長文は第11条に規定する者は、その責めを負わない。
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（使用の禁止文は制限）
第8条市長又は第11条に規定する者は、天災その他の事情により、家族旅行村の使用が危
険であると認めるときその他市長文は第11条に規定する者が使用させることを不適当と認める
ときは、その使用を禁止し、文は制限することができる。
（使用権の譲渡禁止）
第9条使用許可を受けた者は、その権利を他に譲渡し、文は転貸してはならない。
（原状回復等）
第10条家族旅行村を使用する者は、施設又は器具その他の附属設備をき損し、又は滅失し
たときは、これを原状に回復し、文は市長の認定する損害額を賠償しなければならない。ただ
し、市長が特に認めたときは、この限りでない。
（管理の委託）
第11条家族旅行村の管理は、須美江家族旅行村管理協会に委託する。
（委任）
第12条この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。

附則（昭和60年7月19日条例第15号）
この条例は、公布の日から施行するo

,.. 附則（昭和62年3月30日条例第5号）
（施行期日）
1この条例は、公布の日から施行する。
（経過措置）
2 改正後の別表の規定は、昭和62年6月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の
使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則（平成元年7月1日条例第15号）
（施行期日）
1 この条例は、平成元年7月1日から施行する。
（経過措置）
2 この条例による改正後の別表の規定は、平成元年7月1日以後の使用に係る使用料から適
用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則（平成3年6月25日条例第22号）
この条例は、平成3年8月1日から施行する。

附則（平成3年9月25日条例第39号）
（施行期日）
1この条例は、平成3年10月1日から施行するo

,.. （経過措置）
2 改正後の延岡市須美江家族旅行村条例の規定は、平成3年10月1日以後の使用許可に係
る使用料について適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則（平成4年6月24日条例第24号）
この条例は、平成4年7月1日から施行する。

附則（平成6年3月31日条例第5号）
この条例は、平成6年5月1日から施行する。

附員lj(平成7年3月29日条例第11号）
この条例は、別に規則で定める日から施行する。（平成7年3月規則第13号で、同7年4月1日

から施行）
附則（平成9年3月31日条例第14号）
（施行期日）
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
（経過措置）
2 この条例による改正後の延岡市須美江家族旅行村条例の規定は、平成9年4月1日以後の
使用許可に係る使用料について適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従
前の例による。
附則（平成15年3月31日条例第7号）
この条例は、公布の日から施行する。
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附 員lj(平成15年6月26日条例第24号）
（施行期日）
1 この条例は、公布の日から施行する。
（経過措置）
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2 改正後の別表の規定は、平成15年7月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の
使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附員lj(平成16年3月30日条例第20号）
（施行期日）
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
（経過措置）
2 改正後の延岡市須美江家族旅行村条例の規定は、平成16年4月1日以後の使用許可申請
に係る使用料について適用し、同日前の使用許可申請に係る使用料については、なお従前の
例による。
別表（第4条関係）
1施設

名称

ケビン使用料

テント台使用料

オートキャンプ場使用料

テニスコート使用料

テニスコート照明使用料

バターゴルフ場使用料

シャワー使用料

水族館入館料

森林レクリエーション施設入
園料

森林レクリエーション施設宿
泊料

モノレール使用料

Jミーベキュー施設

金額

1戸 5人まで 8,400円

5人を超える場合の1人当たりの追加使用料

中学生以上 1,050円

小学生 520円

1基 310円

1台 3,150円

1面 1時間 520円

1面 30分 200円

1人 18ホール

高校生以上 520円

小・中学生 310円

1回 3分
冷水シャワー 100円

温水シャワー 200円

1人
高校生以上 300円

小・中学生 200円

団体割引（20人以上の場合に限る。）

高校生以上 250円

小・中学生 150円

1人高校生以上 300円

小・中学生 200円

団体割引（20人以上の場合に限る。）

高校生以上 250円

小・中学生 150円

1人高校生以上 1,570円

小・中学生 1,050円

1人 1回 100円

1基 520円

備考森林レクリエーション施設に宿泊する者については、森林レクリエーション施設入園料
は徴収しない。
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．申

2 器具
器具使用料については、別に規則で定める。

p、

,. 
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施設所管課

施設名

16年度委託先

16年度施設管理委託料

公の施設のヒヤリング
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今後の運営方針

17年度委託予定先

指定管理者制度への移行時期

直賞~.行う場合の理由付け

備考
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延岡市共同作業場設置条例

昭和55年3月31日
条例第6号

改正 昭和57年12月27日条例第30号 昭和62年10月1日条例第23号

（設置）
第1条同和地区住民の生活安定に寄与するため、共同作業場を設置する。
（名称及び所在地）
第2条共同作業場の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称 I 所在地

延岡市共同作業場 l延岡市北小路3847番地1

（管理運営）

1/1ページ

第3条共同作業場の管理運営は、これを使用する地域住民の便宜を図るため、使用者が組， 織する団体に委託することができる。
（使用の制限）

，除

第4条使用者は、共同作業場の使用に当たって次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1）共同作業場の設置目的に反する行為
(2）共同作業場の建物文は附属設備を破損し、若しくは滅失するおそれのある行為
(3）前2号に掲げるもののほか、共同作業場の管理運営上支障がある行為
（委任）
第5条この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附則（昭和57年12月27日条例第30号）
この条例は、公布の日から施行する。

附貝lj(昭和62年10月1日条例第23号）
この条例は、公布の日から施行する。

http:/ /10.1.3.230/D 1 W_SAVVY /HTML_ TMP I svhtml-941707864.0.Mokuji.4.0.DAT A.html 04/11/10 



．，， 
F‘ 

・司F

公の施設のヒヤリング

施設所管課 j愛洲そt.?X)~－~1J' 

施設名
来仁、母づ Lヲご j¥ ’ヒ：ヲー

16年度委託先

16年度施設管理委託料 /CFO，るや）

委託の内容

、，
今後の運営方針

17年度委託予定先 J~j- .'Ir 

指定管理者制度への移行時期 十Ir~/c,へ

<I jえ ~lす

<J fllf～ :;・'.: . .f内.＇： 1.λ. ;:.H: ..初足1 ’ •l. (1~ ＜ 丸伶〕1-.)

。j？~ ( I 'i./! I : t 1. l I . ; • ( ii~＂＇ 1rtJ ~ に F f c仁、 ti~， 1 ＼＇占J

、v 直一堂開ラ場合の理由付け

備 考



．吋E

延岡市東海コミュニティセンタ一条例

平成14年3月29日
条例第7号

（趣旨）
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第1 条この条例は，他方自治法〈昭和22年法律第＿6_7号）第2~4条の2の規定に基づき、延岡市
東海コミュニティセンタ一（以下「センタ－Jというo）の設置及び管理に関し、必要な事項を定め
るものとする。
（設置）
第2条地域におけるコミュニティ活動の振興を図るため、センターを延岡市大門町799番地に
設置する。
（管理の委託）
第3条市長は、センターの設置の目的を効果的に達成するため、その管理を延岡市東海コミ
ュニティセンター管理運営協議会（以下「管理受託団体」という。）に委託する。
（使用許可）
第4条センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならないo

~ 2 市長は、前項の許可に条件を付することができる。
（使用の不許可）
第5条市長は、センターの使用の目的文は態様が次の各号のいずれかに該当すると認めると
きは、センターの使用を許可しない。
(1）公の秩序文は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2）センターの施設、設備等をき損するおそれがあるとき。
(3）センターの管理文は運営に支障があると認めるとき。
（利用料金）
第6条センターの使用許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、使用許可の際、施設利用
料金を納付（商品の宣伝、販売等営利を目的とする場合文は入場料、会費その他これらに類す
る費用を徴収する場合に限る。）しなければならない。
2 使用者が冷暖房器具を使用するときは、冷暖房利用料金を納付しなければならない。
3 施設利用料金及び冷暖房利用料金（以下「利用料金jという。）は、別表に定める額以内の
額であって、管理受託団体が市長の承認を得て定めるものとする。
4 利用料金は、管理受託団体の収入とする。
（利用料金の不還付）
第7条既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規則

,. で定めるところによりその全部又は一部を還付するものとする。
(1）使用者の責めに帰することができない理由により使用することができないとき。
(2）使用者が規則で定める固までに使用許可の撤回を申し出た場合において、相当の理由が
あるとき。
（使用許可の取消し等）
第8条市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可を取り消
し、文は使用の停止を命ずることができる。
(1）この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2）使用許可の条件に違反したとき。
(3）第5条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(4）偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
2 前項の使用許可の取消し文は使用停止によって使用者が受けた損害については、市はそ
の責めを負わない。
（使用権の譲渡等の禁止）
第9条使用者は、センターの使用に関する権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。
（損害賠償）
第10条使用者は、その責めに帰すべき理由によりセンターの施設、設備等に損害を与えたと
きは、その損害額を賠償しなければならない。
（委任）
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第11条この条例に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が
別に定める。
附則

この条例は、平成14年4月1日から施行する。
別表（第6条関係）

(1時間当たり）

施設名 施設利用料金 冷暖房利用料金

大会議室1 700円 200円

大会議室2 700円 200円

中会議室 600円 100円

小会議室 500円 100円

和室 500円 100円

備考
1正規の開館時間外にセンターを使用するときの施設利用料金は、 5割増しとする。
2使用時聞が1時間未満のとき文は使用時間に1時間未満の端数があるときは、 1時間と

, して計算する。
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第11条この条例に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が
別に定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。

別表（第6条関係）

(1時間当たり）

施設名 施設利用料金 冷暖房利用料金

大会議室1 700円 200円

大会議室2 700円 200円

中会議室 600円 100円

小会議室 500円 100円

和室 500円 100円

備考
1 正規の開館時間外にセンターを使用するときの施設利用料金は、 5割増しとする。
2 使用時間が1時間未満のとき又は使用時間lこ1時間未満の端数があるときは、 1時間と

,.. して計算する。

,.. 
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公の施設のヒヤリング

施設所管課 基＝彰｝ケ’J－《~ ）’・、＇＂

施設名 ク受付：：ir; c 7 ・,-17.・r) 

16年度委託先

16年度施設管理委託料

委託の内容

,. 
今後の運営方針

17年度委託予定先

指定管理者制度への移行時期

,.. 
直営で行う場合の理由付け

備 考
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宅手足亘書き言毛夢~糸勺苦言書

『中三輪農村公園』の管理運営業務の委託について、委託者 延岡市（以下「甲j という。）と受
託者 中三輪区（以下「乙jという。）は、延岡市農村公園条例（平成4年延岡市条例第 13号）
第4条の規定に基づき、次の条項によって契約を締結する。

（総則）

第1条 乙は、甲から委託された業務を信義に従い誠実に履行しなければならない.0

（委託業務の内容）
第2条 甲が乙に委託する業務の内容は、つぎのとおりとする。

( 1 ）施設の管理運営
(2）施設及び設備の維持保全並びに維持補修

（委託期間）

第3条 業務の委託期間は平成 13年7月1日から平成 14年6月30日までとする。ただし契約期
間満了 1ヶ月前までに甲、乙双方いずれからも別段の申し入れがないときは、契約期間を 1年間延
長するものとし、その後もこの例による。
（委託料）

第4条委託料は、無料とする。
（承認事項）

第5条 乙は、次に掲げる事項については、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。
(1 ）管理規定の制定及び変更
(2）施設の現状変更

（調査及び報告）
第6条 甲は、必要があると認めるときは業務の実施状況について調査し、文は乙に対して所要の報

告若しくは資料の提出を求め、若しくは必要な指示をすることができる。
（権利義務の譲渡の禁止）

第7条 乙は、本契約によって生ずる権利義務をいかなる方法をもってしても、第三者に譲渡しては
ならない。
（尊守事項）

第8条 乙は、委託業務について、常に善良な管理者としての注意をもってこれを行い、甲の定める
条例、規則及び基準等を尊守しなければならない。
（契約の解除）

第9条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、この契約を解除することができる。
2 乙は、前項の定めによる契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対してその補

償を請求できないものとする。
（業務の引継）

第10条 乙は、委託期間満了又は前条第 1項の定めによる契約の解除により業務の委託が終了したと
きは、甲に対し、甲の指示に従って業務を引き継がなければならない。

（その他）
~第 1 1条 この、契約に定めのない事項及び契約に関し疑義を生じたときは、甲乙協議して定めるもの

とする。

この契約を註士するため本書2通を作成し、双方記名押印して、各自 1通を保有するものとする。な

お、平成 4年 4月 1日付けで締結した管理委託契約書は破棄する。

平成 13年 7月 1日

（甲） 延岡市東本小路2番地 1

延岡市長 機井哲雄

（乙）

中三輪町区長
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延岡市農村公園条例

平成4年3月27日
条例第13号

改正 平成5年3月26日条例第10号 平成8年6月28日条例第18号

（趣旨）

1/1ページ

第1 条この条例は、地主自衛釘filiJJJ-2~年法律知理一）策244条の2の規定に基づ、き、延岡市
農村公園（以下「公園Jという。）の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとするo

（目的及び設置）

第2条農村地域における住民の憩いの場として、公園を別表のとおり設置する。
（行為の制限及び禁止）

第3条公園において物品の販売その他営利を目的とする行為をしようとする者は、市長の許
可を受けなければならない。
2 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1）公園を損傷し、又は汚損すること。

,. (2）竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3）他人に危険を及ぼすおそれのある行為をすること。
（管理の委託）

_.,,. 

第4条市長は、公園の設置の目的を効果的に達成するため、その管理を盟1表に定める団体
に委託する。
（委任）
第5条この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。

附貝lj(平成5年3月26日条例第10号）
この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附則（平成8年6月28日条例第18号）
この条例は、平成8年8月1日から施行する。

別表（第2条、第4条関係）

名称 位置

中三輪農村公園 延岡市中＝輪町2064番地1

松山農村公園 延岡市松山町1110番地

岡元農村公園 延岡市岡元町198番地2

黒仁田農村公園 延岡市小川町5142番地2

高野農村公園 延岡市高野町716番地1

佐野農村公園 延岡市佐野町138番地1

鹿狩瀬農村公園 延岡市鹿狩瀬町1192番地丁

管理を委託する団
体

中ニ輪区

松山区

岡冗区

黒仁田区

高野区

佐野区

鹿狩瀬区

http://10.1.3.230/D1W_SAVVY /HTML_TMP/svhtml-925602737.0.Mok吋i.2.0.DATA.html 04/11/10 



公の施設のヒヤリング

施設所管課 ノ」プ設Zーノ付．． Jーt? 司庁）、tノ芸l~ 

施設名 ノ勿／／ ！←ヲl~J-.t.乙＇＇，，ピヂ、 升 ／、 λ、d ヶ’ 件J 1) 

16年度委託先

16年度施設管理委託料

委託の内容

’‘ 
今後の運営方針

17年度委託予定先

指定管理者制度への移行時期

Qだんヴ6tj. キ~ q －~J I" Zがq 子ηぷえの多rl1~. ~ tJJ,jう。

,.. 
直営ぞ有ラ場合の理由付i：チー

備 考
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宅~莞豆害毒言毛夢ミさ糸勺誓書

『小峰農業集落多目的集会所』の管理運営業務の委託について、委託者 延岡市（以下「甲Jという
。）と、受託者 小峰生産組合（以下「乙jという。）は、延岡市農業集落多目的集会施設条例（平
成4年 延岡市条例第 l2号）第6条の規定に基づき、次の条項によって契約を締結する。

（総則）
第1条 乙は、甲から委託された業務を信義に従い誠実に履行しなければならない。
（委託業務の内容）

第2条 甲が乙に委託する業務の内容は、つぎのとおりとする。
( 1）施設の管理運営
(2）施設及び設備の維持保全並びに維持補修

（委託期間）
第3条 業務の委託期間は平成 13年7月1日から平成 14年6月30日までとする。ただし契約期

間満了 1ヶ月前までに甲、乙双方いずれからも別段の申し入れがないときは、契約期間を 1年間延
長するものとし、その後もこの例による。
（委託料）

第4条委託料は、無料とする。
（承認事項）

第5条 乙は、次に掲げる事項については、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。
(1）管理規定の制定及び変更
(2）施設の現状変更

（調査及び報告）
第6条 甲は、必要があると認めるときは業務の実施状況について調査し、文は乙に対して所要の報

告若しくは資料の提出を求め、若しくは必要な指示をすることができる。
（権利義務の譲渡の禁止）

第7条 乙は、本契約によって生ずる権利義務をいかなる方法をもってしても、第三者に譲渡しては
ならない。
（尊守事項）

第8条 乙は、委託業務について、常に善良な管理者としての注意をもってこれを行い、甲の定める
条例、規則及び基準等を尊守しなければならない。
（契約の解除）

第9条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないとき；ネこの契約を解許することができる。
2 乙は、前項の定めによる契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対してその補償

を請求できないものとする。
（業務の引継）

第10条 乙は、委託期間満了又は前条第 l項の定めによる契約の解除により業務の委託が終了したと
きは、甲に対し、甲の指示に従って業務を引き継がなければならないσ

（その他）
第11条 この、契約に定めのない事項及び契約に関し疑義を生じたときは、甲乙協議して定めるもの

とする。

この契必を証するため本書2通を作成し、双方記名押印して、各自 1通を保有するものとする。な
お、平成 4年・.4月 1日付けで締結した管理委託契約書は破棄する。

平成 13年 7月 1日

（甲） 延岡市東本小路2番地 1

延岡市長 桜井哲雄

（乙）

・・・・・・・・・F

＼ 



延岡市農業集落多目的集会施設条例

（趣旨）

平成4年3月27日
条例第12号

改正 平成6年9月30日条例第25号

1/1ページ

第1 条この条例は、地方自治法（昭和22年法律第fil号）第2~~条の2の規定に基づき、延岡市
農業集落多目的集会施設（以下「施設Jとしヴ。）の設置及び管理に関し、必要な事項を定め
るものとする。
（目的及び設置）

第2条農業経営及び農家における生活の改善合理化を推進するため、施設を別表のとおり設
置する。
（使用許可）

第3条施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
（使用の不許可）

，陣 第4条市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しない。
(1）公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2）建物又は附属設備をき損するおそれがあるとき。
(3）前2号に掲げる場合のほか、管理又は運営上支障があると認めるとき。
（損害賠償）

第5条使用許可を受けた者は、施設に損害を与えたときは、市長の認定する損害額を賠償し
なければならない。
（管理の委託）

第6条市長は、施設の設置の目的を効果的に達成するため、その管理を別表に規定する回一
体に委託する。
（委任）

第7条この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則

この条例は、公布の日から施行する。
附貝lj(平成6年9月30日条例第25号）

この条例は、別に規則で定める日から施行する。（平成6年11月規則第22号で、同6年12月1
日から施行）

P』 別表（第2条、第6条関係）

名称 位置 管理を委託する団体

小峰農業集落 延岡市小峰町6958番地1 小峰生産組合

多目的集会所

細見農業集落 延岡市細見町3575番地2 細見生産組合

多目的集会所

行牒農業集落 延岡市行牒町889番地14 行牒生産組合

多目的集会所
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公の施設のヒヤリング

施設所管課 ，~）イニ凪見区均！？？ダ同フk) -:: .::. ~ i:~·J ~t3 

施設名

16年度委託先

16年度施設管理委託料

委託の内容

... 
今後の運営方針

17年度委託予定先

指定管理者制度への移行時期

，‘ 直営で行う場合の理由付け

備 考
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宅~廷亘書き言毛夢毛糸勺謡番

延附黒仁国営農飲雑用水施与（以下「施設jという。）の管理委託について、委託者（以下「甲
jという。）と、受託者 黒仁団地区生産組合（以下「乙jという。）との、問において次の条項
により契約を締結する。

（総則）
第 1条 乙は、甲から委託された業務を信義に従い誠実に履行しなければならない。
（委託業務の内容）

第2条 甲が乙に委託する業務の内容は、つぎのとおりとする。
( 1 ）施設の管理運営
(2）施設及び設備の維持保全並びに維持補修

（委託期間）
第3条 業務の委託期間は平成 13年7月1日から平成 14年6月30日までとする。ただし契約期

問満了 1ヶ月前までに甲、乙双方いずれからも別段の申し入れがないときは、契約期間を 1年間延
長するものとし、その後もこの例による。
（委託料）

第4条委託料は、無料とする。
（承認事項）

第5条 乙は、次に掲げる事項については、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。
( 1 ）管理規定の制定及び変更
(2）施設の現状変更

（調査及び報告）
第6条 甲は、必要があると認めるときは業務の実施状況について調査し、乙に対して所要の報告、

若しくは資料の提出を求め、必要な指示をすることができる。
（権利義務の譲渡の禁止）

第7条 乙は、本契約によって生ずる権利義務をいかなる方法をもってしても、第三者に譲渡しては
ならない。
（尊守事項）

第8条 乙は、委託業務について、常に善良な管理者としての注意をもってこれを行い、甲の定める
条例、規則及び基準等を尊守しなければならない。
（契約の解除）

第9条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、この契約を解除することができる。
2 乙は、前項の定めによる契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対してその補

償を請求できないものとする。
（業務の引継）

第 10条 乙は、委託期間が満了し、又は前条第 1項の定めにより契約を解除され委託が終了したとき
は 、甲の指示に従って業務を引き継がなければならない。

（その他）
第 1l条 この、契約に定めのない事項及び契約に関し疑義を生じたときは、甲乙協議して定めるもの

とする。

この契約左証するため本書2通を作成し、双方記名押印して、各自 1通を保有するものとする。な

お、平成 5年 3月31日付けで締結した管理委託契約書は破棄する。

平成 13年 7月． 1日

（甲） 延岡市東本小路2番地 1

（乙）

延岡市長

黒仁団地区生産組合
組合長

機井哲雄
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施設の概要
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谷川（細見川右岸側）

平成 3年度～平成 4年度

2 総事業費並びに負担割合

区 分 県支出金 起 債 一般財源 メ口弘、

H 3年度 37 1 2 0 2 900 18. 560 58 580 

H 3年度 。 。5 400 5 400 

ム口、 計 3 7, 1 2 0 2 900 23. 960 63 980 

女 家畜の飼育、園芸作物等の栽培、育苗、農作物の洗浄等を主体とする施設で全給水量の内、
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延岡市営農飲雑用水供給施設条例

平成4年12月25日
条例第39号

（趣旨）

1/1ページ

第1条この条例は、地方自治応用翌日22-年法律都望盟問条f!22の規定に基づき、営農飲
雑用水供給施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
（設置）
第2条農村地域における営農に必要な飲雑用水を供給し、あわせて衛生的かつ近代的な農
村生活の合理化を推進するため、延岡市黒仁田地区営農飲雑用水供給施設（以下「施設」とい
う。）を延岡市小川町に設置する。
（準用）
第3条延岡市水道事差給基条例工胆和34年金餌1第28号）第5条、筆宣条（ただし書を除く。）、
第7条策m及び筆Z里、第13条、筆凹季、第l_§＿条、第18条第2理、第盟主主（第6号を除く。）、筆
堅金、第包金、筆担金、筆塑重量（第1号及び第2号を除く。）、第36条並びに筆皇室主（第2号及び
第3号を除く。）の規定は、施設の管理について準用する。この場合において、同条例第7条第

,. 1項中「市長又は市長の指定する者」とあるのは「市長の指定する者」と、同条例第15条、第20

条、第33条及び第36条中「水道」とあるのは「施設Jと、同条例第20条、第22条、第33条及び第
35条中「水道使用者等」とあるのは「施設使用者Jと読み替えるものとする。

,.. 

（委託）
第4条市長は、施設の設置の目的を効果的に達成するため、その管理を黒仁田地区生産組
合に委託する。
（委任）
第5条この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、別に規則で定める日から施行する。（平成5年3月規則第2号で、同5年4月1日

から施行）

http://10.1.3.230/D1W_SAVVY /HTML_TMP/svhtml-925602737.0.Mok叫ji.3.0.DATA.html 04/11/10 



公の施設のヒヤリング
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「） 都市計画課 佐藤光春 知っている 知らない 出席した 出席していない

黒木紀行 知っている 知らない 出席した 出席していない

建築住宅課 知っている 知らない 出席した 出席していない

下水道課 後藤博文 知っている 知らない 出席した 出席していない

片岡紀元 知っている 知らない 出席した 出席していない

友井祐史 知っている 知らない 出席した 出席していない

水道局 知っている 知らない 出席した 出席していない

教委総務課 伊奈弘行 知っている 知らない 出席した 出席してい時
． 

社会教育課 甲斐政二 矢日っている 知らない 出席した 出席していない

前山昌俊 知っている 知らない 出席した 出席していない

カルチャープラザ 太田素一 知っている 知らない 出席した 出席していない

保健体育課 石田道明 知っている 知らない 出席した 出席していない

寺田博行 実日っている 知らない 出席した 出席していない

文化課 黒木育朗 矢口っている 知らない 出席した 出席していない

監査事務局 下玉利昌代 知っている 知らない 出席した 出席していない

.... ・
中谷明美 知っている 知らない 出席した 出席してい°＂＂：＇

熊原幹夫 知っている 知らない 出席した 出席していない

知っている 知らない 出席した 出席していない

実日っている 知らない 出席した 出席していない

知っている 知らない 出席した 出席していない

計（人） 26 実日っている 7 知らない 14 出席した 19 出席していない

割合（%） 79 知っている 21 知らない 42 出席した 58 出席していない

割合（比） 8 実日っている 2 知らない 4 出席した 6 出席していない



「指定管理者制度」説明会出席者名簿 (16.10.1.) 

課所名 出席者名 指定管理者制度を 16年1月6日、総務課の

実日っていますか？ 説明会に出席した。

企画課 佐藤欣司 知っている 知らない 出席した 出席していない

男女共同参画推進室 中島満冶 知っている 知らない 出席した 出席していない

総務課 日高孝則 知っている 知らない 出席した 出席していない

職員課 高浜公善 知っている 知らない 出席した 出席していない

織田豊市 矢口っている 知らない 出席した 出席していない

to_ 

市民課 吉岡真司 知っている 知らない 出席した 出席していない

山崎樹里 知っている 知らない 出席した 出席していない

生活環境課 知っている 知らない 出席した 出席していない

クリーンセンター 知っている 知らない 出席した 出席していない

高齢者対策課 池田勝彦 知っている 知らない 出席した 出席していない

児童家庭課 中須恒孝 知っている ．知らない 出席した 出席していない

山本雅浩 知っている 知らない 出席した 出席していない

．健康管理課 中井雄一 知っている 知らない 出席した 出席していない

農林課 河野裕一 知っている 知らない 出席した 出席していない

権藤俊英 知っている 知らない 出席した 出席していない

安田優子 知っている 知らない 出席した 出席していない

農村整備課 山田敏男 知っている 知らない 出席した 出席していない

高橋一朗 知っている 知らない 出席した 出席していない

水産課 山崎宏 知っている 知らない 出席した 出席していない

商業観光課 斎藤宗男 知っている 知らない 出席した 出席していない

、、圃』


